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序

文化財はわ
が民族がながい
時
代に
わたっ
て
育くんで
きた
貴重な
遺産で
あり 、
郷土の
歴史を知るために
重要な
役割を

はた
すばか
りで
なく 、
また
将来の日
本文化を発展させる
大きな
基礎をな
すもので
ありま
す 。

川

熊本県に
は、
幸い
に
してこの
尊い
文化財が数多く
遺さ
れており 、
現に
国
家指定七
十五
件、
また県
指定二
十八
件の
多

きに
及んでい
ま
すが、
われわ
れはこの
文化財を正しく理
解し、
その
保
存と活用に
努力し、
郷土発展の
資料として
次代

に
引き継がねばなりません 。

川

こ
の意味におい
て 、
当教育
委員会は、
先に「
熊本県文
化財調査報告」
第一
集を刊行し、
広く
文化財に
対する理
解と

認識を
ふかめ
えました
が、
ここに
引きつづ
き第二
集「
藤崎台」
を
世にお
くるこ
とになりました。こ
れ
は昨年の
国
体開

催に
際して 、
古い
藤崎宮の
遺跡で
ある
藤崎台が、
県営野
球場建設の
ために
原状を
変えるこ
とに
なっ
たので 、
急速に
遺

跡及び
関係
資
料を調査した
結
果で
ありま
す 。

山

報
告書の
刊行に
あたっ
て 、
国
体事務
局・
藤
崎八
幡宮をはじめ 、
熊本県
文化財専門委員後藤祐太郎・
坂
本経桑・
松本

雅明・
杉本尚雄・
乙
益重
隆の
諸氏に、
ひじような
御協力をい
ただい
たこ
とに
対し、
厚く御礼申し上
げま
す 。

昭和三
十六年三
月

山

熊

本

県

教

育

委

員

会
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第

章

文

悶リ

藤崎台は京町台地の南端が銀杏の
葉状に
広がっ
たい
わ
ゆる
茶
臼山の西
端部で一
区の高台となっ
てい
る。

朱
雀天皇の承平三
年(九二三)
に
藤崎八
幡宮が鎮座して
以来肥後国司造営の社となり 、
正
平十二
年(一
三五七)
の肥後守藤原武光の造

営
文書によ
れば
本殿、
摂社 、
末社 、
神宮寺など二
十余の
建物があり 、
社人 、
社僧の居館を加えると
壮大な規模を
もっ
た
神社で
あっ
た。

茶臼山に
熊本城が築かれると 、
その西出丸の
突端となり 、
北
半は武家屋
敷に、
藤崎宮は南半は
占め 、
東南崖に
は石塁を 、
西南隅に
は

桝型石垣が築かれて 、
藤崎宮は尊厳を加えた。

創
設以来応安(一
三六八J一
三七一ニ)
まで
炎上、
風災十度に
及び 、
その
後も
災害があっ
たがそのつ
ど
造営さ
れて 、
国守の崇敬あつ
く 、

放生
会などの盛な
祭典がもよほさ
れた。

明治十年(一
八七七)
の西南役に
は激戦地となり 、
藤崎宮は大破の
災をこ
うむっ
て 、
やがて
現
在の井川
淵に
遷座した。
あと地は第六

師団の軍用地となっ
て工
兵
隊営舎が建っ
た。
工
兵
隊が
渡鹿に
移
転した
あと
は演習地となり 、
東の一
区に
招魂社が
造営され 、
やがて
護圃

神社が鎮祭された。
昭和の太平洋戦役に
なっ
て
陸軍病院
敷地となり 、
戦後は熊本大学医学部附属病院病棟となっ
て
現在にい
たっ
た。

藤崎宮社木として
聖域の
崇厳をそえた巨
樟七
株は大正
十三
年十二
月
(一
九二
四)
天
然記念物「
藤崎台の
樟樹群」
として国の指定をう

け 、
人
文の幾変転を見ま
もりながら
樹勢壮大で
ある 。

昭和三
十五
年十月、
第
十五
回国民体育大会を熊
本県内で
開催されるに
際し、
県営野球場建設敷地に
藤
崎台が選定された
が、
こ
の工
事

によっ
て
東南隅の石塁は埋
没し、
九百
余年間にわたっ
た
藤崎宮祉は全く
変貌するので、
施工にさ
きだっ
て
調査し、
そり
記録を公刊して

将来に
顕すこ
とに
議定され 、
熊本県文化財専門委員坂本経奏、
松本雅明 、
乙
益重
隆が調査担当者となり法の
手続をとっ
た。

熊本城の石塁のうち埋没部分の
調査は昭和三
十五
年十一
月中に
終了したが、
台上の
調査は病棟移転が
手間どっ
て
年をこ
した。
熊本県

- 1ー



は
国
体
開
会
前
に
野
球
場
完
成
の
必
要
上、
病
棟
の
部
分
移
転
に
従
っ
て
工
事
に
着
手
し
た
と
こ
ろ 、
三
月
五
日、
ブ
ル
ト
l

ザ
ー

に
よ
る
地
均
作
業
中一
石

一
字
の
埋
納
経
石
が
出
土
し 、
押
土
の
あ
と
に
建
築
礎
の
列
が
露
呈
し 、
又
西
南
部
に
掘
閲
さ
れ
た
排
水
線
に
遺
物
包
含
層
や
石
垣
が
認
め
ら
れ
る
な
ど
重
要

な
事
態
と
な
っ
た
の
で 、
緊
急
調
査
員
会
を
現
場
で
開
催
し
て
爾
後
の
調
査
に
つ
い
て
協
議
し
た。

藤
崎
台
遺
跡
の
調
査
に
つ
い
て
は
熊
本
城
絵
図
や
藤
崎
宮
所
蔵
の
藤
崎
台
絵
図
と 、
今
次
の
藤
崎
台
地
形
実
測
図
と
を
照
合
し
て
調
査
ト
レ
ン
チ
を
計
画
し

た
が 、
現
場
に
は
コ
γ
ク
リ
l
ト

な
ど
近
代
建
築
の
遺
構
が
縦
横
に
よ
こ
た
わ
っ
て
い
て 、
当
初
の
調
査
計
画
を
実
施
す
る
に
は
多
く
の
日
数
を
必
要
と
し
d

野
球
場
工
事
を
益
々
遅
ら
せ
る
こ
と
与
な
る
の
で 、
プ
ル
ト
l

ザ
l

作
業
に
従
っ
て
調
査
を
進
め
る
こ
と
に
し
た。

藤
崎
宮
所
蔵
の
嘉
永
の
藤
崎
宮
図
に
は
計
測
に
よ
る
尺
度
が
記
入
さ
れ
て
い
る
の
で 、
藤
崎
台
地
形
図
に
複
合
す
る
こ
と
が
で
き
る 。
こ
の
図
を
基
準
に
し

て
ブ
ル
ト
I

ザ
1

作
業
を
規
律
し
た
の
で 、
本
殿
祉 、
経
蔵
祉 、
並
に
側
溝 、
又
台
上
北
半
の
武
家
屋
敷
に
お
け
る
遺
物
包
含
の
ピ
ッ
ト

を 、そ
れ
ぞ
れ
分
離

し
て
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
た 。

以
下
述
べ
る
よ
う
に
藤
崎
台
上
の
人
文
は
幾
変
遷
し 、
土
中
の
遺
構
に
は
年
代
と
目
的
の
異
な
る
も
の
が
重
複
し
て 、
そ
の
分
離
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
っ
た
が
本
殿
祉
で
は
南
北
の
井
戸
と
祭
器
埋
納
の
ピ
ッ
ト

を 、
経
蔵
祉
で
は
元
禄
五
年
銘
瓦
な
ど
古
文
献
と
照
応
す
る
遺
構
と
遺
物
と
を
把
握
す
る
こ
と
が

出
来
た
の
は
成
功
で
あ
っ
た。

同
年
三
月
十
五
日
を
も
っ
て
藤
崎
台
上
の
ブ
ル
ト
l

ザ
l

作
業
と
の
関
連
調
査
を
打
ち
切
り 、
爾
後
は
排
水
線
壁
面
に
於
け
る
文
化
層
の
状
態 、
又
周
辺
調

査
を
施
し 、
出
土
遺
物
は
藤
崎
宮
に
運
ん
で
整
理
調
査
に
あ
た
っ
た 。

藤
崎
宮
が
現
在
地
に
遷
座
し
た
際
に
は、
戦
災
を
ま
ぬ
か
れ
た
宝
物
や
文
書、
石
造
物
な
ど
が
移
転
さ
れ
て
現
存
す
る
の
で、
こ
れ
ら
の
資
料
を
も
調
査
報

告
書
に
登
載
す
る
こ
と
は
藤
崎
台
文
化
を 、
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
と
な
る
の
で、
更
に
後
藤
是
山 、
杉
本
尚
雄
委
員
が
調
査
及
び
編
集
に
加
わ
っ
た。

天
然
記
念
物
「
藤
崎
台
の
樟
樹
群」
の
保
護
に
つ
い
て
は 、
文
化
財
保
護
委
員
会
の
指
示
に
基
づ
い
て 、
充
分
な
施
設
が
施
さ
れ
て、
樹
勢
に
衰
え
は
見
ら

れ
な
い 。
又
埋
残
し
た
石
塁
の
頂
上
部
に
碑
を
建
て
L 、
そ
の
位
置
と
由
縁
と
を
刻
し
た。

藤
崎
台
野
球
場
は
完
備
し
た
施
設
で
同
年
十
月
十
五
日

竣
工
し 、
周
縁
は
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ 、
か
く
て 、
史
跡
藤
崎
台
は
雑
然
た
る
施
設
の
汚
れ
を
放

- 2一



い
清
め
て 、
壮
大
な
樟
樹
群
に
調
和
し
た
ス
ポ
ー
ツ
の
聖
地
と
な
っ
た。
熊
本
市
の
中
核
と
な
る
茶
臼
山
丘
陵
の
東
端
に
は
中
世
の
武
魂
を
あ
ら
わ
す
再
建
天

主
閣
を
重
層
石
塁
の
上
に
仰
ぎ 、
西
端
の
藤
崎
台
に
は
現
代
ス
ポ
ー
ツ
の
華
と
う
た
わ
れ
る
野
球
場
を 、
世
代
を
同
じ
く
し
て
出
現
し
た
こ
と
は 、
躍
進
す
る

熊
本
の
す
が
た
で
あ
り 、
か
つ
後
世
に
残
す
に
た
る
文
化
財
の一
つ
で
あ
ろ
う。

お
も
う
に 、
現
代
都
市
や
道
路
大
工
場
な
ど
の
建
設
に
と
も
な
っ
て
自
然
の
地
形
を
変
貌
L 、
再
現
不
可
能
な
文
化
財
を
破
壊
す
る
例
は
極
め
て
多
い 。
藤

崎
台
野
球
場
建
設も、
そ
の一
例
で
あ
っ
た 。
し
か
し
熊本
県
当
局並に工
事関係者
は
県文化財
専
門
委員
会と
緊
密
な
連絡
のも
と
に調査
に
協
力
し 、

そ
の調査報告を公刊して
将来に
伝える
方途か
講じたこ
と
は、
女化財保護上の一
規範を一示
すもので
ある。
熊本県
知事
寺本
広作、
国体事
務

局長
水上長
官 、
同次長川
端
惰 、
現場責任技師有動正
行及び工
事関係者、
更に
藤崎台宝物 、
文書、
石
造
物、
藤崎台出土ロ聞の
調査に
協力

さ
れた
藤崎宮宮司
岩下忠孝並に
神社職員各位に
深く感謝する
次第で
ある。
こL
に
調査の次沖を
述べ
て
前
文と
する。

(坂
本)

第
一
一

J..，、口

藤

ニ企主
主f!.

l崎

藤
崎

の

沿
革

.þ.. 口

乙

益

隆

重
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藤
崎
台
は
熊
本
城
の
西
北
方
約
五
O
O
米 、

総
面
積
約一
二
・

0
0
0
平
方
米
以
上
に
及
ぶ
台
地
で
あ

宮
内
町
二
番
地
に
あ
り 、
標
高
二
五・
二
七
米 、

る。
元
来
こ
の
台
地
は
茶
臼
山
の
丘
陵
が
西
北
方
に
の
び
た、
支
丘
の
尖
端
部
に
近
く 、
か
つ
て
上
熊

・千l半
島
町
聞
の
市
電
が
通
じ
る
ま
で
は、
段
山
の

台
地
に
つ
な
が
っ
て
い
た。
現
在
北
と
西・
南
の
三
方
は
断
躍
を
な
し 、
東
方
及
び
東
北
方
は、
護
国
神
社
及
び 、
古
京
町
を
経
て 、
熊
本
城一
プ
丸
跡
に
つ

な
が
っ
て
い
る 。
恐
ら
く
か
つ
て
の
藤
崎
台
は、
も
っ
と
起
伏
の
多
い
復
雑
な
地
形
を
呈
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が 、
永
い
聞
に
変
形
加
工
さ
れ 、
今
で
は
広
大

な
平
坦
部
を
な
し
て
い
る 。

藤
崎
台
上
に 、
最
も
華
や
か
な
歴
史
の
舞
台
を
展
開
し
た
の
は、
平
安
時
代
の
中
噴
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
た。
ま
ず
藤
崎
八
幡
宮
の
社
記
に
よ
る
と 、
朱
雀

天
皇
の
承
平
五
年
(
九
三
五
年)
関
東
に
平
将
門
の
反
乱
お
こ
り 、
つ
づ
い
て
同
六
年
に
は
伊
予
前
司
藤
原
純
友
が
瀬
戸
内
海
に
反
乱
を
お
こ
し 、
天
下
は
ま
こ

と
に
騒
然
た
る
も
の
が
あ
っ
た。
時
に
天
皇
は
深
く
こ
れ
を
憂
慮
し 、
朝
敵
追
討
九
州
鎮
護
の
た
め
に 、
山
城
国
男
山
石
清
水
八
幡
宮
の
分
霊
を 、
肥
後
国
飽

田
郡
宮
前
圧
に
勧
請
さ
れ
た
と
い
う。
こ
う
し
て
創
草
さ
れ
た
の
が
藤
崎
八
幡
宮
で
あ
っ
た。
宮
前
圧
と
い
う
の
は、
九
世
紀
の
は
じ
め
頃
源
順
の
編
纂
し
た

倭
名
類
来
抄
に
よ
る
と 、
肥
後
国
飽
田
郡
内
に
宮
前
郷
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た。
新
撰
事
蹟
通
考
の
著
者
八
木
田
政
名
に
よ
る
と 、
宮
前
は
後
の
宮
内、
す

な
わ
ち
今
の
熊
本
市
宮
内
町
よ
り
島
崎
町
の一
部
に
該
当
す
る
と
い
わ
れ 、
一
に
宮
崎
庄
と
も
記
さ
れ
た
ら
し
い 。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
地
は、
藤
崎
台
の

眼
下
に
展
開
す
る
沖
積
平
野
地
帯
で
あ
り、
圭
室
諦
成
氏
に
よ
る
と
恐
ら
く
「
そ
の
時
こ
の
地
が
庄
園
と
し
て
寄
進
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う」
と
い
わ
れ
て
い

る 。
社
記
に
よ
る
と 、
藤
崎
と
い
う

地
名
の
お
こ
り
に
つ
い
て
は 、
次
の
よ
う
な
言
い
伝
え
が
の
べ
ら
れ
て
い
る 。
す
な
わ
ち
八
幡
宮
が
こ
の
地
に
は
じ
め
て

鎮
座
さ
れ
た
さ
い
に 、
勅
使
の
手
に
し
て
い
た
神
馬
の
藤
鞭
を 、
三
つ
に
折
っ
て
三
筒
所
に
埋
め 、
も
し
神
霊
の
感
じ
給
う
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば 、
必
ず
奇
瑞
が

あ
ら
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
祈
っ
た。
す
る
と
藤
の
鞭
よ
り
枝
葉
が
生
じ 、
花
が
咲
き
ほ
こ
っ
た。
故
に
こ
の
地
を
藤
崎
と
よ
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

る。藤
崎
八
幡
宮
は、
朝
廷
を
は
じ
め
歴
代
の
国
司、
地
頭、
大
名
か
ら
庶
民
に
い
た
る
ま
で 、
と
く
に
崇
敬
厚
く 、
或
は一
国
の
宗
廟
と
称
し 、
ま
た
後
に
は

熊
本
大
鎮
守
と
公
称
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た。
社
記
に
よ
る
と 、
寛
和
二
年
(
九
八
六
年)
肥
後
守
と
な
っ
た
清
原
元
輔
は、
た
ま
た
ま
在
国
中
こ
の
地
に
お

い
て 、
子
ノ
日
の
遊
び
を
行
な
っ
た
と
い
わ
れ 、
次
の
よ
う
な一
首
の
歌
を
詠
ん
で
い
る 。
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藤崎の
軒の
巌に
生ふる
松
い
ま
幾千代の
子の日
過ぐさん

この
歌から
考える
と 、

その
岩には
松が生えてい
た
もののよ
うで
あ

当時藤崎宮の
社般には、
大きな岩山が軒の
付近まで
さしかかり、

る。

い
かなる
景観を呈してい
たか
知るべ
くもない
が、

この
台上におい
て 、
都の
貴族たち

はたして
当時の
藤崎台は、

かつ
て
平安の
昔 、

が、
子ノ
日の
遊びに
小松曳きを
催したこ
とは、
い
かに
もみやびやかな
風景を思い
おこ
させる
もの
があろう。

その
後万
寿年間
(一
O二四年
||一

Oニ七年)
火
災に
あい 、
社殿を
失なっ
たために、
時の
国司は
承平の
草創にならっ
て造
営したとい

ぅ。
つづい
て
康平年
間(一
O五八年
1l一

O六三年)
暴風のため 、
社殿を
吹
き破られた。
こ
の
時も万寿の
例にならっ
て
修造が行なわれて

る。
また
長承年
間(一
二三一年
||

二
三四年)

更に
寛喜二
年

社壇がこ
われ 、

に
も大風のため 、

保延年聞に
なっ
て
修築が行なわれた。

八
月八日(一一一一一一O年)
には
暴風がおこ
り、
神殿傾き 、
各所に
損害をこ
うむっ
た。こ
の
時も朝廷で
はたびたび
宣旨や
御教書を出され 、
幕

府からも関東下知牒が出たりして 、
藤崎八
幡宮の
修理を
命じたが、
当時の
地頭 、
名主た
ちは先例を
忘れ 、
なかなか事が運ば
なかった。

時に四
条天皇は、
嘉禎三
年七
月廿六日(一
説に十六日)
ふたたび
宜
旨を下され 、
同四
年六
月十六日には、
権中納言藤原為家を大宰府に
派

遣し、
造営を
督促された。

こ
うして
社殿の
修築が出来た
もの
の、
まもなく
建長
年間(一
二四九年
||一

二五五年)
に
は
火災のため 、
大きな
損失をこ
うむっ
た。

かし
その
時は
覚喜の
先例に
ならっ
てた
だちに
修造が行なわれ 、
旧態に
復したとい
う。
つい
で
正応
年
間(一
二人入年
||一

二九二年)
に
も

風害をこ
うむっ
た
が、
建長の
先例に
ならっ
てま
もなく
修造されてい
る。
更に
嘉元年間(
二ニO三年
ll一

三O五年)
また
もや大風に
あい 、

社殿がこ
わされた。
こ
の
時も先例にならっ
て
修理された。

とこ
ろ
が延慶二
年(一
三O九年)
三
月四日には
草創以来三
度目の
火災に
あい 、
大損失をこうむっ
た。
この
時の
火災はよほどひどかっ
た

らしく 、
神
体まで
も
焼失してしまっ
た。
このこ
とは、
ただちに
朝廷に
報告され 、
その
聞の
事情につい
ては
花園天皇
鹿記に
詳しい。

こ
うして
社殿営造の
命が下された
ものの 、
なかなか工
事が
着手され
ず 、
正和年聞か
ら元
享年聞に
わたり、
しばしば
国宣下知状が下さ

れた
が、
時たまたま南北朝の
争乱に
あい 、
せっ
かく出来上っ
た
神
体も
仮殿に
安
置したまま四
十三
年を経てしまっ
た。
加うるに
正平十二 し
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年
(
延
文二
年
1l一

三
五
七
年)
閤
七
月
十
五
日 、
ま
た
も
や
暴
風
お
こ
り 、
そ
の
仮
殿
ま
で
が
大
破
し
て
し
ま
っ
た。
時
の
肥
後
守
菊
池
武
光
は
さ
っ
そ
く

圏
中
に
指
令
し
て 、
社
殿
の
造
営
を
行
な
わ
せ
た。
そ
の
時
提
出
さ
れ
た
「
八
幡
藤
崎
宮
寺
可
被
造
営
注
文」
に
よ
る
と 、
境
内
に
お
け
る
建
物
の
規
模
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た。

一
、

大
宮
三
所
御
股
九
間一
面 、
同
拝
肢
五
間
二
面 、
両
二
階
楼
門一
字 、
同
廻
廊
四
十
六
問。

一
、

若
宮
社
五
間一
面 、
同
舞
蹴
三
間一
面。

一
、

阿
蘇
殿
六
間一
面。
一 、
高
良
殿
三
間一
面。

一 、
中
央
武
内
大
臣一
間一
面。

一
、

荒
人
殿一
間一
面。

一 、
宝
蔵
六
間
四
面。
一
種
殿
五
間
四
面。

一
、

経
蔵
五
間
二
面。

一
御
崎
殿一
間一
面。

一 、
二
階
鐘
楼一
字。
一 、
庁
屋
七
間
四
面。

一 、
四
壁
築
地。

南

北

東
平
門

棟

門。

西
四
足
門

一、
四
方
門
内

一 、
左
右
善
神
王
社
各一
間一
宇。

一 、
妙
楽
寺
三
間
四
面。
一 、
愛
染
王
堂一

一 、
鳥
井
三
ケ
所 。
一 、
弥
勃
寺
三
間
四
面。
一 、
勝
城
寺
三
間
四
面。

{予。
て
釈
迦
堂一
間
四
面。
一

、
御
替
社
宿
二
字
各
四
問。

こ
れ
ら
の
建
造
物
と
そ
の
規
模
は 、
恐
ら
く
承
平
草
創
の
噴
以
来 、
伝
統
的
に
踏
襲
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ 、
後
に
のベ
る
幕
末
の
古
絵
図
と
も
共
通
し

て
い
て
興
味
深
い 。

こ
の
よ
う
に
し
て
せ
っ
か
く
完
成
し
た
社
殿
建
築
も、
応
安
元
年
(一
三
六
八
年)
四
度
目
の
火
災
に
あ
い 、
そ
の
時
に
は
神
休
ま
で
も
焼
失
し
て
し
ま
っ

た。
実
に
正
平
十
二
年
の
復
旧
以
来
十一
年
目
の
こ
と
で
あ
る 。
そ
の
時
の
復
興
も
南
北
朝
争
乱
の
影
響
を
う
け
て 、
な
か
な
か
は
か
ど
ら
ず 、
よ
う
や
く
康

応
元
年
(
二二
八
九
年)
に
な
っ
て
造
営
が
完
成
し
た。
そ
の
間
藤
崎
台
は、
天
授
四
年
(一
三
七
八
年)
詫
磨
原
の
合
戦
に
あ
た
り 、

九
州
探
題
今
川
了
俊
の
陣

営
と
な
り 、
南
朝
方
を
奉
ず
る
菊
池
武
朝
ら
の
軍
勢
に
備
え
ら
れ
た。
し
か
し
戦
闘
は
白
川
を
へ
だ
て
た
詫
磨
原
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
た
め 、
と
く
に
被
害

は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る 。
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その
後しばらくの
問 、

社股
修築
の
記
録もみ
えない
が文明・
長享の
頃(一
四六九年
||一

四八八年)
に
なっ

藤
崎八
幡宮に
は
異変もなく 、

て 、
時の
肥後守菊池重
朝が中心に
なり、
全面的な
修造が行なわれた。

その
間菊池重
朝は、
文明八年五
月十四日、
藤崎八
幡宮におい
て 、
千
句の
連歌会を
催したこと
は、
あま
りに
も有名で
ある。

その
後しばらく社殿造営のこ
ともなかっ
た
が、
永い
年月に
損傷をこ
うむり、
大永二
年(一
五二二年)
に
なっ
て 、
大がかりな造営が行な

われた。
すなわち隈
本の
城主(古城)
鹿子木参河守親
員は、

同年四
月三日に
建立をはじめ 、
十一
月十二日に上
棟 、

神官らと
相はかり、

同四年四
月七日
遷宮を
終っ
た。
そして
同十月十二日
拝蹴が完成し、
同七
年二
月十二日
経房の
造営 、
享禄五
年十月楼門が出来上っ
た。実

に
その
間十年の
歳月を要し 、
総
経費「一
千一
百三
十五
貰七百三
十三
文」
と「白
米一
百四十六石五
斗九
升」
を
費してい
る。
この
時の
造営

は後奈良天
皇に
きこ
え 、
と
くに
倫旨が下賜された。

その
頃はすでに
世をあ
げて
戦国乱世の
時代に入っ
てい
ただけに 、
藤崎八
幡の
社殿造営工
事は、
まこ
とに
意義深い
もの
があっ
た o
その

時の
建造
物は江戸時代を通じてよ
く
保たれた
が、
惜しむらくは
明治十年西南
役に
さい
して 、
こ
とご
とく
焼けてしまっ
た。

こ
れよ
り
隈本城(古城)
の
城主に
は、
城氏の一一一
代と 、
佐々
成政を経て 、

歴代領主の
尊崇と擁護はかわりなか

加藤清正をむか
えた
が、

っ
た。
こ
とに
清正
は厚く
藤崎八
幡宮を信奉し、
文禄元年二
月一
日、
朝鮮出兵の
さい
にも 、
八
幡宮に
戦勝を
祈り、
放生会 、
随兵 、
猿楽な

どを
行なっ
てい
る。
そして
慶長四
年朝鮮の
役より
凱陣した
時に
は、
新たに百石を
寄進したこ
とが社記に
み
えてい
るo
慶長六年
三
六O

一
年)
八
月七日、
加藤清正
は従来の
隈本城(古城)
を
発展させて 、
背後に
ひかえる
茶臼山を
聞き 、
新しく
熊
本城を
構築するこ
ととなっ
た。

その
時西の
大手側に
あたる
藤崎台は、
城郭の一
部に
くり入れられてしまっ
た。
そうして
藤
崎八
幡宮は、
熊本の
大鎮守としてばかりで
な

く 、
城内鎮護の
神として
も 、
厚く
崇敬されるよ
うに
なっ
た。
もちろん八
幡宮その
もの
に
は武装の
備え
はなかっ
た
が、
後になると 、
藤崎

台自
体が
熊本城の
出丸として
重
要
性を
増し、
南側の
断崖に
石垣や小櫓が設けられるにい
たっ
た。そ
の
石垣は後章にのベ
る通り、
昭和三

十五
年の
県営野球場建設に
あたっ
て 、
外野ス
タン
ドの
内に
埋
没してしまっ
た。

その
後寛永九年十月四日 、
加
藤氏の
後をうけて
肥
後の
国守となっ
た
細川氏も 、
藤
崎八
幡宮の
擁護に
はとくに
力をそそぎ 、
崇敬厚い
も
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の
が
あ
っ
た。
中
で
も
初
代
忠
利
は、
寛
永
十
年
正
月
元
日、
み
ず
か
ら
藤
崎
八
幡
に
詣
で、
社
領
や
祭
式
な
ど
を
従
来
通
り
に
と
り
決
め
て
い
る 。
そ
う
し

て
後
年
社
殿
の
修
覆
を
行
な
い 、
以
後
旧
例
に
準
じ
て
十
三
年
ご
と
に
営
繕
遷
宮
の
儀
を
行
な
わ
し
め
る
こ
と
に
し
た
の
で 、
神
事
も
境
内
も
い
よ
い
よ
整
備

さ
れ
て
い
っ
た。

そ
れ
で
は
こ
こ
で 、
江
戸
時
代
に
お
け
る
藤
崎
台
の
状
態
に
つ
い
て
の
べ
る
こ
と
に
し
よ
う 。

す
で
に
の
ベ
た
藤
崎
台
の
沿
革
は、
ほ
と
ん
ど
藤
崎
八
幡
宮

の
変
遷
に
終
始
し
た
感
が
あ
る 。
し
か
し
こ
の
地
に
お
け
る 、
最
も
重
要
な
遺
跡
は
八
幡
宮
を
お
い
て
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
で 、
そ
れ
も
や
む
を
え
な
い
で

あ
ろ
う。
し
か
し
藤
崎
台
上
の
遺
跡
は
必
ず
し
も
八
幡
宮
だ
け
で
は
な
か
っ
た。
も
ち
ろ
ん
神
社
に
と
も
な
う

付
属
施
設
を
は
じ
め 、
江
戸
時
代
に
な
る
と
多

く
の
武
家
屋
敷
が
あ
っ
た。
今
そ
の
概
況
を
解
説
的
に
の
べ
る
と 、
次
の
よ
う
に
な
る。

ま
ず
藤
崎
八
幡
宮
の
付
属
施
設
中、
最
も
顕
著
な
も
の
は
神
護
寺
で
あ
っ
た。
建
物
は
八
幡
宮
社
般
の
東
側
に
あ
り 、

正
し
く
は
豊
領
山
明
王
院
神
護
寺
と

い
う 。

天
台
宗
京
都
方
広
寺
妙
法
院
の
末
寺
で
あ
り 、
ま
た
肥
後
圏
中
に
お
け
る
天
台
宗
の
総
司
で
あ
っ
た。
肥
後
園
誌
に
よ
る
と
加
藤
清
正
朝
鮮
出
征
の
折

藤
崎
八
幡
に
祈
願
し 、
藤
崎
七
堂
の
う
ち
の
愛
染
明
王
堂
を
改
め
て 、

豊
領
山
神
護
寺
と
し
た
の
が
そ
の
お
こ
り
で
あ
る 。
開
山
は
大
僧
都
法
印
秀
舜
と
い

ぃ 、
本
尊
は
座
像
の
阿
弥
陀
仏
で
あ
っ
た。
寺
領
は
神
領
の
中
か
ら
百
石
を
う
け 、
八
幡
宮
の
中
で
は
最
も
格
式
の
高
い
寺
で
あ
っ
た 。
敷
地
は
境
内
表
口一一一

十一
間
五
合 、
裏
二
十
七
問 、
入
二
十
二
間
五
合
を
有
し 、
隣
は
細
川
藩
の
重
臣
小
笠
原
家
の
屋
敷
に
接
し
て
い
た。

次
に
弥
助
寺
は
藤
崎
八
幡
宮
の
南
側 、
一
ノ
鳥
居
に
近
く
建
っ
て
い
て 、
す
で
に
正
平
年
間
の
注
文
状
に
も
み
え
て
い
る 。
そ
の
お
こ
り
は
藤
崎
八
幡
宮
草

創
当
時、
天
台
宗
近
江
田
比
叡
山
正
覚
寺
の
末
寺
と
し
て
建
立
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る 。
社
領
の
う
ち
七
石
五
斗
を
う
け 、
自
生
山一
一乗
院
弥
勤
寺
と
称
し
た。

境
内
は
表
口
四
十
九
問 、
裏
十
六
問 、
入
は
東
の
方
二
十
問 、
西
の
方
十
間
で
あ
っ
た。

勝
成
寺
は
宝
寿
院
と
称
し 、
や
は
り
弥
勤
寺
と
同
様
に
正
覚
寺
の
末
寺
で
あ
っ
た。
高
五
石
七
斗
五
升
を
う
け 、
本
尊
は
虚
空
蔵
菩
薩
で
あ
っ
た。
表
口
十

四
間
五
寸 、
裏
六
間
五
合 、
入
り
は
東
の
方
が
十
四
間
五
合 、
西
の
方
は
二
十
聞
で 、
そ
の
位
置
は
弥
鞘
寺
の
東
隣
り
に
建
て
ら
れ
て
い
た。

ま
た
妙
楽
寺
は
久
保
井
山
東
光
院
と
称
し 、
や
は
り

八
幡
宮
創
草
以
来
の
寺
で
あ
っ
た。
弥
鞘
寺
や
勝
成
寺
と
同
様
に
正
覚
寺
の
末
寺
で 、
高
五
石
七
斗
五

升
を
う
け 、
藤
崎
七
堂
の
第一
に
か
ぞ
え
ら
れ
た
と
い
う。

本
尊
薬
師
如
来
は
行
基
の
作
と
伝
え
ら
れ 、
そ
の
位
置
は
今
の
電
車
通
り
か
ら

北
に
入
り 、

だ
ら
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だ
ら
坂
を
登
っ
た
西
側
の、
一
段
ひ
く
い
崖
上
に
あ
っ
た 。
江
戸
時
代
の
古
絵
図
に
は
すべ
て
薬
師
堂
と
記
さ
れ 、
寺
名
は
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い。
そ
の
面
積

は
表
口
十
九
問 、
裏
三
間
五
合 、
入
り
は
北
の
方
廿
三
問 、
南
は
廿
五
聞
で
あ
っ
た 。

以
上
の
四
筒
寺
は 、
代
々
藤
崎
八
幡
の
社
僧
と
し
て 、
そ
の
運
命
を
共
に
し
て
来
た
が 、
明
治
元
年
神
体
混
靖
の
禁
止
令
が
出
て 、
経
蔵
や
地
蔵
堂
と
と
も

に
廃
絶
し
て
し
ま
っ
た。

経
蔵
は
す
で
に
正
平
の
注
文
状
に
も
み
え
て
い
る
が 、
肥
後
国
誌
に
よ
る
と
元
禄
二
年
(一
六
八
九
年)
二
月
の
建
立
で
あ
っ
た 。
そ
の
位
置
は
鳥
居
を
入
つ

た
中
央
参
道
の
北
側
に
あ
り、
昭
和
三
十
五
年
県
営
野
球
場
建
設
工
事
に
あ
た
っ
て 、
ほ
ぼ
そ
の
地
点
と
思
わ
れ
る
あ
た
り
か
ら
「一
字一
石」
の
埋
納
経
石

が
出
土
し
た。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
章
に
詳
述
し
た
通
り
で
あ
る 。

次
に
藤
崎
八
幡
宮
の
境
内
に
あ
っ
た 、
神
社
に
つ
い
て
の
べ
る
と、
ま
ず
最
も
大
き
な
社
は
六
所
宮
で
あ
っ
た 。
こ
の
社
は
春
日・
加
茂・
松
尾・
稲
荷・

祇
園・
貴
船
の
六
柱
の
神
を
合
記
し
た
も
の
で
あ
る 。
そ
の
お
こ
り
は
正
保
元
年
(一
六
四
四
年〉
二
月、
も
と
豊
前
国
中
津
に
あ
っ
た
六
所
大
明
神
を 、
細

川
光
尚
の
氏
神
と
し
て
勧
請
し
た
も
の
で
あ
る 。
社
殿
の
位
置
は 、
八
幡
宮
の
南
側 、
社
人
の
居
宅
の
聞
に
は
さ
ま
れ
て
い
た 。
そ
の
た
め
に
藩
主
か
ら
特
別

な
援
助
が
あ
り、

社
司
に
も
別
途
給
与
が
あ
て
が
わ
れ
て
い
た。

そ
の
他
に
も
境
内
に
は 、
八
幡
宮
の
草
創
以
来
建
ち
な
ら
ん
で
い
た 、
多
く
の
摂
末
社
が
あ
っ
た 。
す
で
に
慶
応
四
年
の
絵
図
に
み
え
る
も
の
だ
け
で
も
摂

社
の
武
内
社
を
は
じ
め 、
末
社
の
御
崎
社・
荒
入
社・
天
神
社
な
ど 、
多
く
の
社
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る 。
こ
れ
ら
の
社
は
現
在 、
井
川
淵
町
の
藤
崎
八
幡

宮
に
遷
さ
れ 、
月
並
の
祭
り
が
行
な
わ
れ
て
い
る 。

ま
た
境
内
に
は
連
歌
堂
と
よ
ば
れ
る
大
き
な
建
物
が
あ
っ
た 。
そ
の
お
こ
り
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が 、
か
つ
て
文
明
八
年
五
月
十
四
日、
菊
池
重
朝

の
千
句
連
歌
の
会
な
ど
も
行
な
わ
れ
た
こ
と
か
ら 、
室
町
時
代
に
な
っ
て
併
設
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る 。
明
和
七
年、
こ
の
連
歌
堂
に
つ
づ
い
て
富
講
場

が
出
来、
藤
崎
宮
永
代
修
覆
の
た
め
に 、
盛
大
な
興
行
が
}行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た。
そ
の
建
物
を
た
て
る
時 、
大
木
の
根
本
に
大
石
が
あ
り、
こ
れ
を
取

り
除
い
た
と
こ
ろ
が
土
中
に
石
を
た
た
み 、
そ
の
中
に
小
さ
な
銅
筒
二
怖
が
埋
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う。

銘
文
は
消
え
て
わ
か
ら
な
か
っ
た
が 、
一
つ
に
は
天

文
の
字
と、
三
河
守
と
も
読
め
る
文
字
が
残
っ
て
い
た
の
で 、
恐
ら
く
鹿
子
末
三
河
守
親
員
(
寂
心)
が
埋
め
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り、
tp，-"
t凶
争d144
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び
もとの
如く埋めて
置い
たとい
う。

恐らく今から
考えると 、
経筒の
埋
納さ
れた
もの
と思うが 、
どうしたこ
とか 、
今回の
発掘には検出さ

れなかっ
た。

次に
社人の
居宅につい
てのべ
ると 、
こ
れもま
た八
幡宮の
周辺にまとまっ
てい
た。
すなわち
県立図
書館に
所蔵する
明暦前
後の
二ノ
丸絵

図によ
ると 、
一
ノ
鳥居の
北
側に三軒 、
八
幡宮の
南側 、
弥勤寺・勝成寺の
ならびに七軒、
更に
藤崎台よ
り西にのびた
段山の
南側に五
軒が

ならんでい
た。
こ
のよ
うな配置は

若干の
奥同は
あっ
ても、
江戸時代を通じて
変るとこ
ろがなく 、
わ
ずかに
宝
暦の
頃になると 、
神護寺の

北
側に二
軒の
社人居宅がふ
えてい
るに
すぎない。
(
図版4・
5
参照〉

尚明暦の
古絵図によると 、

こ
の
樹は
今日
天然記念
物に
指定されてい

八
幡宮の
正面
鳥居の
右脇には 、
巨大な
樹木がえがかれてい
る。

る、
樟群の一
連をなしてい
たもので 、
太さ
数回り 、
高さ四十五
聞もあっ
たとい
われる。
肥
後国
年歴によると正
徳元年(一
七
二
年)
八
月

十五
日 、
この
日はたまたま
祭礼の
当日で
あっ
た。
昼の
七ツ
時頃神事が
終り 、
御神体が
社内に入ら
れた
頃突然火炎がおこ
り 、

樟の
大樹は

焼けてしまっ
た。
火
炎の
原因につい
ては
何も記
録にみ
えない
が、
或は
老
樹の
根元に
空洞があり 、
何かの
理
由で
枯れた
部分に
火が燃え移

っ
たの
かもしれ
ない。
その
後も
焼け残っ
た
樟樹は 、
永いこ
と
鳥居の
脇に
残がい
をさらしてい
たが 、
宝
歴十
年頃の
絵図には 、
まだ切株だ

けで
も
存したらし
く 、
とくに
その
姿がえがかれてい
る。

以上のほかに
藤崎の
台上に
は、
八
幡宮をめ
ぐっ
て 、
多くの
武家屋
敷と
城郭施設が密集してい
た。
そればか
りで
なく 、
こ
の
台上で
は 、

藤
崎八幡宮自体が熊
本城の
芳一
線に
あっ
て 、
信仰的に
も軍事的に
も護りとなっ
てい
たこ
とがうか
がわ
れる。

こ
うして
明治
維新をむか
えるや、
先にものベ
たよ
うに
神仏混滑禁止
命が
発せられ、
藤
崎八
幡宮内に
あっ
た四
間
寺と 、
仏教関係の
施設

は
すべ
て
廃止されてしまっ
た。
明治九年十月二
十四日の
夜 、突
如として
全国民をお
どろかせた
神風連の
変も、
事の
発端は
藤崎八幡宮に

おい
て
行なわれた。
この
夜大田
黒伴雄を中心と
する二
百
余名の
人びとは 、
藤
崎八
幡宮の
神前に
戦勝を
祈り 、
「一
統心得」
と「搬文」
を

読み上
げ、
やがて
歴史上に
も
残る大
事件をひ
きおこ
したので
ある。

時あだかも明治九年は 、
藤崎八幡宮の
式年修覆の
年に
あたり 、
社殿その
他に
かなりの
損傷があっ
た。
神
社で
は
造営工
事を時の
県令に
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出
願
し 、
翌
十
年
よ
り

着
工
すべ
く
準
備
を
と
と
の
え
て
い
た
と
こ
ろ 、
不
幸
に
し
て
西
南
役
が
勃
発
し
た 。

薩
摩
軍
の
熊
本
城
総
攻
墜
は 、
明
治
十
年
二
月
二
十
二
日
よ
り

は
じ
ま
っ
た 。
中
で
も
大
手
側
に
あ
た
る
藤
崎
台
・

法
華
坂・
古
城
方
面
の
戦
闘
は
は
げ
し

く 、
攻
守
問
中阜
の
死
傷
者
は
お
び
た
だ
し
い
も
の
が
あ
っ
た 。
こ
の
時
参
謀
長
梓
山
資
紀
中
佐
は
藤
崎
台
上
に
お
い
て
負
傷
し 、
ま
た
十
三
連
隊
長
与
倉
知
実

中
佐
は 、
藤
崎
符
西
方
下
段
の
丘
で
弾
に
た
お
れ
て
い
る 。
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
考
え
て
も、
藤
崎
台
が
い
か
に
大
き
な
攻
撃
目
標
に
な
っ
た
か
が
う
か
が

わ
れ
よ
う。
つ
い
で
芳
二
回
目
の
総
攻
撃
は 、
翌
二
十
三
日
の
未
明
よ
り

は
じ
ま
っ
た。
こ
の
日
の
戦
闘
は
前
日
に
も
増
し
て
激
し
い
も
の
が
あ
り、

城
中
に

も
砲
弾
が
落
下
す
る
始
末
で
あ
っ
た 。
弾
丸
雨
飛
の
中
に
全
身
を
さ
ら
し
た
藤
崎
八
幡
宮
が
多
大
の
損
害
を
こ
う
む
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い。
こ
う
し

て
熊
本
城
攻
防
戦
は 、
段
山
台
地
と
藤
崎
台
方
面
に
集
中
し 、
い
わ
ゆ
る
段
山
の
争
奪
戦
が
く
り
か
え
さ
れ
た
の
で
あ
る 。
度
重
な
る
戦
闘
に
藤
崎
台
は
焼
土

と
化
し 、
わ
ず
か
に
老
樟
群
だ
け
が
残
っ
た 。
こ
の
時
藤
崎
八
幡
宮
の
神
官
た
ち
は 、
御
神
体
を
奉
じ
て
戦
火
を
さ
け
な
が
ら 、
各
地
を
め
ぐ
り、
一
時
は
今

の
大
江
町
渡
鹿
の
天
神
社
に
滞
留
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が 、
戦
火
が
お
さ
ま
っ
て
井
川
淵
町
の
現
在
地
に
鎮
座
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た。

戦
火
に
荒
廃
し
た
藤
崎
台
は 、
ま
も
な
く
鎮
台
御
用
地
と
し
て
買
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り、
こ
こ
に
藤
崎
八
幡
宮
は 、
今
の
官
内
町
に
下
津
御
旅
所
と
し

て
二
反
九
畝
二
十
九
歩
を
残
し 、
全
面
的
に
ほ
収
し
て
し
ま
っ
た 。
(
新
町
民
子
の
共
有
地
と
な
る。)

明
治 、
大
正 、
昭
和
に
か
け
て
の
藤
崎
台
は 、
も
つ
ば
ら

陸
軍
の
施
設
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
た 。
明
治
か
ら
大
正
の
初
頭
に
か
け
て
は
陸
軍
監
獄
が
置
か
れ 、
ま
た
工
兵
隊
作
業
場
や 、
射
的
場
も
設
け
ら

れ
た 。
大
正

以
後
昭
和
に
か
け
て
は 、
招
魂
社
や
競
馬
場
な
ど
に
利
用
さ
れ
た
が 、
大
東
斑
戦
争
中
は
陸
軍
病
院
の
仮
病
棟
が
建
て
ら
れ 、
多
く
の
傷
病
兵
を
収
容
し
た 。

戦
後
は
病
棟
を
熊
本
医
科
大
学
付
属
病
院
に
引
つ
ぎ 、
一
部
の
建
物
は
引
揚
者
住
宅
に
利
用
さ
れ
て
い
た
が 、
昭
和
三
十
五
年
十
月 、
赤
十
五
回
国
民
休
育
大

会
に
さ
い
し
て 、
県
営
野
球
場
が
新
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
り、

全
面
的
に
撤
収
さ
れ
た。

こ
う
し
て
県
営
藤
崎
台
野
球
場
の
工
事
は 、
昭
和
三
十
五
年
二
月
よ
り
着
手
さ
れ 、
同
年
十
月
に
い
た
っ
て
落
成
式
を
あ
げ
た
の
で
あ
る 。
こ
の
よ
う
に
藤

崎
台
は 、
古
く
か
ら
の
歴
史
的
遺
構
が
堆
積
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
け
に 、
野
球
場
の
建
設
工
事
に
さ
い
し
て
も
多
く
の
遺
跡
遺
物
が
出
土
し
た 。
そ
の
調
査
成

果
に
つ
い
て
は 、
次
項
に
の
べ
る
こ
と
に
し
よ
う。
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藤
崎

た。 承平勧請の
頭初の
規模は明らかで
ない
が、

て
大宮三
所
御蹴

一、
若

一 、
阿

一 、
高 同

拝殿

同
二
階
楼
門

同

廻
廓

宮
同

舞殿
蘇良

一、
御

て
中央武内大
臣

崎

一 、
経宝

九間一
面

五
間二
面{予

四十六
間

社

五
間一
面

三
間一
面

殿

六
間一
面

殿

三
間一
面

一
間一
面

股

一
間一
面

蔵

五
間二
面

蔵

六
間四面

宮
止E寸J

正
平十二
年(一
三五七)

坂

本

経

莞

の
造営注
文状並に
肥
後守藤原武光の
受書によれば
次の
建物があっ
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一 、
竃

一 、
二
階
鐘
楼

一 、
庁

一 、
四
方
門
内
南
北

一 、
左
右
善
神
王
社

て
鳥

一 、
弥

動

て
勝

城

一 、
妙

楽

一 、
愛
染
王

一 、
釈

迦

て
御
華
社
宿
二
字 殿

五
間
四
面

本殿祉出土の 礎石第1図

右
の
よ
う
に
二
十
四
の
建
物
が
あ
っ
て
四
方
築
地
で
か
こ
ま
れ
て
い
た
と
い
う。
こ
の
多
数
な
建
物
の
う
ち、
そ
の一
部
が
藤
崎
台
の
南
側
の
段
落
ち
の
部

字

.Æ. 1=司

七
間
四
面

位
に
あ
っ
た
と
し
て
も、
建
物
が 、
そ
れ
ぞ
れ
環
境
を
と
与
の
え
た
敷
地
を
も
っ
て
い
る
場
合
に
は 、
江
戸
期
の
古
絵
図
面
に
み
る
よ
う
に
藤
崎
台
の
南
半
の

棟

門

東

平

門

西

四
足
門

各一
間一
字

居

三
ケ
所

寺

三
間
四
面

寺

三
間
四
面

寺

三
間
四
面

堂

字

堂

一
間
四
面

各
四
間

地
域
に
お
さ
ま
る
も
の
で
は
な
い。
お
そ
ら
く
は 、
藤
崎
台
全
域
に
わ
た
っ
て
い
た
こ
と
L
考
え
ら
れ
る 。

享
禄
年
聞
の
造
営
に
際
し
て
「
造
営
社
寺
悉
く
復
旧」
と
あ
る
の
で 、
災
害
後
の
造
営
は
故
実
に
則
し
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
室
町
ま
で
の
藤
崎
宮
は
台
上

一
円
に
荘
重
を
保
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る 。
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江戸時代の藤崎宮ー旧藩主第2図

御成 所 (熊本市史より転載)

しかし
江戸
期の
熊本城古図や
藤崎宮古図によれば
藤崎台の
北半は

武家屋
敷となっ
て
藤崎宮は
台上南半に
限られ 、
建
物も
十余棟に
減少

してい
る。こ
のよ
うな
社地の縮
少は
熊本城築城に
因由するもので
は

あるまいか。

今次の調査の
場合に
注意されたこ
とは、
このよ
うな藤崎宮の規模

の
他に、
度々
の
災害と
造営とがなされたこ
とで
ある。
藤崎官記録に

よる
と、
後一
条天皇の万寿年間(一
O三四
ll一

O二・七)
の炎上をは

じめ
として
享禄年間まで
に
炎上四度 、
風破六度が記
録されている。

こ
うした
炎害と
復旧の工
事とは、
その遺
構を
複雑にしてい
るこ
とが予
想されるこ
とで
あっ
た。

うしてブル
トl

ザ
作業を
規律して
遺構と遺
物とを調査した。

前
文に
述べ
たよ
うに

藤崎宮所蔵の
嘉永実測図を地形図に
複合すると 、
本殿その
他の
構築物の
位置を現場に
想定するこ
とが出来る。
こ

しかし、
藤崎宮移
転のあとに
は
性格のこ
となっ
た工兵営舎や
病院などの
敷

地となっ
たために
土中の
撹乱は
甚だし
く 、
こ
とに
病院の
場合は
土中深く掘っ
たコ
γク
リlト

遺構が数多くして 、

が、
その
状態を
保っ
てい
るもの
は、

官つ
ての
藤崎宮遺構

ほ
とんど
出現し
なかっ
た。
藤崎宮は
九百余
年の
長
期間にわたっ
てい
て 、
祭典につい
ては「
寵蹴」
が

物語るよ
うに、

炊さん
調理された
供
物が献供されたので、
献供用には
土師器のみで
なく 、
その時の
陶器や
磁器が用い
られ、
それらの破

赤土
層に
達した
十余の穴(ピット)
があっ
て 、

損品は
浄地に
穴を
掘っ
て埋
納するとい
う古例がとられてい
たので
あっ
た。
本殴祉の
周辺 、
こ
とに
背後の
小高い
森と想定される
場所に、

経蔵祉で
は一
字一
石の埋納経石

や

述べ
るよ
うな土
師や
陶磁器の
われもの
が包
含してい
た。

「元
禄五
年」
のス
タン
プ
を押した
文字瓦が出て
経蔵再
建の
文献を立
証し、
台地西
南端部位に
掘関された
排水線の土層は
藤崎台文化

の
層序を
あらわ
すなど
往年の
藤崎宮の
荘厳の一
部を
顧るこ
とが出来たの
は
幸で
あっ
た。
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ツ
ト

がある
が大休に
本殿祉の
南北に
あたる。

一、
本
殿
祉

藤崎台の西に
あたる
参道から 、
高い
石
段二ケ
所を登っ
て
石
鳥居をくY
る。
更に
数段

の石
段を
登っ
て
敷石
参道のある
本殿域に
入る。
敷石
参道の中途にも三
段の石
段があっ

枇

て正
面の二
階楼門も石
段の上に
あっ
て 、
拝殿 、
本殿がつ刊ふ
い
てい
る。
本殿周聞に
摂社

殿

、
末社など
があり、
後は丘となっ
て
木々
が茂っ
てい
る。
楼門以
東の地区を
本殿枇と

本

して
調べ
た。

第3 図

藤崎宮古図によ
れば 、
本殿は一
六
間二
尺の五
間四
尺一
寸で
西を正面とし、
北
側に
荒

入社 、
天満宮 、
地蔵堂が東西に
並び 、
本肢との聞に
十間ばか
りの空地がある。
背後の

森の
北側に
御興蹴 、
御崎殿が東西に
並び 、
その南に
庇
申堂がありo
南側には
武内社 、

弥胎堂 、
藤井桓
社など
が
位置する
が井
戸は
記入されてい
ない。

こ
の
本殿地域はもとの
敷石
参道の
あた
りに
出現した「長い
礎列」
より約六
O糠ほ
ど

高い。
南と北に井
戸があり、
こ
の
北の
井戸の
周囲に七つ 、
南の井
戸の周りに二つ
のピ

北の井戸よ
りみれば
南の井
戸は東南一
O度 、
二
九米の
距離に
位置する。
こ
の
間は
約十六
間あり
本殿の
基壇がはまる広さで
ある。

にみる
感が湧い
た。

ピ
ットに
包含し
た土師 、
瓦
器、
陶磁器に「調理
神保」
の相を
想い。
井戸を埋めた
諸々
の
廃材に
社殿災害のすさまじさを 、
まのあたり

ー 、
本殿祉の礎石

本殿枇出土で
あるがブル
トl

ザによっ
て
移動してお
り 、
又
本来の掠りの状態は
失われてい
た。
こ
のあたりはコ
ンクリート
の
敷地で
あ

っ
て 、
移動し
なかっ
たとして
も
本来の礎の状態を
保っ
てい
たか
ど
うか
疑わしい
が 、
大
体に
本殿枇中央部に
位
置したもので
ある。
安山岩



の
自
然
石
で
径一
・

五
米×一
・

O
米
の
楕
円
形
で
厚
さ
約
0・
五
米 、
上
面
は
平
ら
で
礎
に
適
当
で
あ
るひ
藤
崎
宮
遷
座
の
あ
と
地
が
軍
用
地
と
な
っ
て
社

地
が
変
貌
さ
れ
た
と
き 、
こ
の
礎
石
が
本
殿の
中
心
礎
で
あ
る
故
を
も
っ
て
畏
敬
さ
れ 、
土
中
に
埋
納
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か。

こ
の
大
石
は
藤
崎
宮
に
運
び 、
経
蔵
祉
出
土
の一
石一
字
の
経
石
移
転
埋
納
碑の
台
石
と
し
て
保
存
す
る
こ
と
に
し
た。

2 、
南
の
井
戸

本
股
祉
の
南
側
に
位
置
し 、
は
じ
め
は
赤
土
層
の
黒い
落
込
と
し
て
出
現
し
た。
井
戸
の
底
ま
で
調べ
た
ら 、
重
要
資
料
を
見
出
す
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で

あ
ろ
う
が 、
こ
の
部
位
が
野
球
場
工
事の
う
ち
急
が
れ
る
位
置で
あ
る
た
め
に
残
念
乍
ら
深
さ一
・

五
米
に
とX
め
た。

赤
土
層
を
掘
り 、

上
二
段
を 、
内
側
を
弧
状
に
加
工
し
た
灰
石
で
ま
い
た
円
い
井
戸
で 、
径
九
七
糎 、
上
縁
に
シ
ッ
ク
イ
巻
の
井
戸
枠
を
は
め
た
も
の
で
あ

る。包
含
遺
物
に
は
瓦 、
玉
砂
利
が
多
く 、
鉄
釘 、
土
師
杯 、
陶
磁
器
な
ど
が
あ
る。
磁
器
に
は
叫
染
付の
竜
首
酒
器 、
八
弁
の
肌 、
六
角
高
台
の
皿 、
赤
山山川
深

付の
湯
呑 、
丸
窓
透
し
の
花
縁
の
鉢 、
二
重
底
の
中
皿 、
大
皿
な
ど
が
あ
り 、

陶
器
に
は
黒
紬
の
神
酒
瓶 、
片
口
の
深
鉢 、
乳
粕の
深
鉢 、
摺
鉢
な
ど
が
あ

る。
瓦
器
に
は
支
脚
あ
るへ
ツ
ツ
イ
が
あ
る。
瓦
に
は
裏
に
薦
文
あ
る
筒
瓦
や
平
瓦
の一
類
瓦
と
筒
瓦
と
平
瓦
と
が
つ
な
が
っ
て
い
る
二
類
瓦
が
少
く
な
い。

火
災
に
あ
っ
て
赤
変
し
て
い
る。
軒
丸
と
軒
平
と
が
つ
な
が
っ
た
二
類
瓦
が
江
戸
後
期
に
す
で
に
発
生
し
て
い
た
こ
と
は
記
録に
値
し
よ
う。

酒
器 、
飾
り

皿 、
飾
鉢
な
ど
献
供
用
の
陶
磁
が
多い
が
調
理
神
慢
が
行
わ
れ
た
こ
と
は 、
すで
に
正
平
の
頃
に
笥
殿
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
窺
わ
れ
る
の
で、

こ
れ
ら
の
器
は
献
供
品
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。

3 、
北
の
井
戸
挿図

本
殿
祉
の
北
側
に
群
を
つ
くっ
た
ピ
ッ
ト

の
う
ち
に
径
六
米の
大
き
な
も
の
が
あ
る。
玉
砂
利 、
瓦
片 、
土
師 、
陶
磁 、
加
工
鉄
片 、
加
工
石
材、
木
炭
末

な
ど
が
つ
ま
っ
て
い
る。
発
掘
が
す
す
む
と
中
央
に
井
戸
が
あ
ら
わ
れ
た。
深
い
と
こ
ろ
ま
で
灰
石
で
巻い
た
円
い
井
戸
で
内
径
は一
・

二
J一 、

O
三
米 、

底
ま
で
調べ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た。
井
戸
の
上
位
約
二
米
が
失
わ
れ
て
大
穴
と
な
り 、

藤
崎
宮
の
廃
材 、
廃
品
や
半
焼
け
の
木
片、
木
炭
末
な
ど
が
多
量

に
埋
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る。
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板
石
や
シ
ッ
ク
イ
は
社
殿
床
敷
に
ふ
さ
わ
し
く 、

鉄
板
の
飾
金
具、

釘
を
と
も
な
っ
た

鉄

陶磁器 ・ 鉄釘な ど

環
は
社
殿
一加
に
用
い
て
適
当
で
あ
る 。

鉄
釘
は
角
の
鍛
造口川
で
あ
る 。
瓦
に
は
珠
文、
尻
長
巴

文
や
九
耀
文
の
軒
丸 、
筒
瓦 、
平
瓦
が
多
い
が 、
南
井
戸
同
様
に
筒
と
平
と
を
つ
な
い
だ
二
類

瓦
が
ま
じ
っ
て
い
る 。
土
師
杯
に
は
燈
明
の
煤
が
つ
い
た
も
の
が
あ
り、
陶
の
台
付
燈
具
が
あ

瓦
器
の
炊
器
(へ
ツ
ツ
イ)
も
あ
る 。
磁
器
に
は
飾
り

皿 、
飾
り

鉢 、

る 。

大
鉢 、
美
し
い
草

染
付
の
盤 、
神
酒
瓶 、
花
立
な
ど
が
お
び
た
だ
し
い 。

本殿枇北の井戸 出 土

こ
と
に
蛤
の
大
形
貝 、
高
麗
青
磁
の
飾
鉢 、
小
代
焼
の
花
弁
口
縁
の
大
鉢 、
注
口
あ
る
土
瓶

な
ど
が
注
目
さ
れ
る 。

本
般
に
近
い
と
こ
ろ
に
寵
殿
所
属
の
器
材
片
が
お
び
た
笠
し
く
埋
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
殿

舎
の
配
置
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か 。

第4図

4、
本
殿
祉
周
辺
の
ピ
ッ
ト

本
殿
枇
南
北
の
井
戸
を
め
ぐ
っ
て
二
群
と
な
っ
て
い
る 。

南
I

号

井
戸
の
北
北
東
約
五
米
に
位
置
し 、
浅
い
お
ち
こ
み
で 、
九
耀
文
軒
丸
片
が
あ
っ

南
E
号
井
戸
の
西
約
五
米 、
南
北
に
長
い
隅
丸
矩
形
で一、
O
米
の
八
O
糎 、
深
さ
約
四
O
糎 、
珠
文
尻
長
左
巴
文
の
軒
丸 、
九
耀
文
の
軒
丸 、
筒
瓦 、

た。

平瓦
で
二
類瓦
を
ま
じ
え
ない。

あ
る。 多

量
(
約
五
O
枚)
な
土
師
杯
片
の
l

括 、
蛤
貝
殻 、
白
磁
の
飾
皿 、
同
鉢
「
太
明
年
製」
の
銘
あ
る
白
磁
の
壁
な
ど
が
あ
る 。
比
較
的
に
古
い
ピ
ッ
ト

で

北
I

号
北
井
戸
の
西
北
約
二ニ
米
に 、
ほ
ど
南
北
に
E

号
と

並
ん
で
い
る。
距
離
三
米 、
約一
米
径の
円で 、
深
さ
二
五
糎 、
径
四
O
糎
に
復
原
さ
れ
る
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北
E

号
-

号
と
ほ
x
同
じ
で
あ
る 。

ウ
ツ
ツ
川
焼
の
飾
皿 、

唐
津
・

二
川
焼
の
査 、

陶
の
佳
や
壷 、

は
り

つ
け
花
文
あ
る
大
鉢
な
ど
に
交
っ
て
二
類
瓦
が
あ
る。

一 18 -

瓦
器
の
深
鉱
と
支
脚 、

北
E
号

北
井
戸
の
南
六
米 、
東
西
に
長
い
楕
円一 、
O
米
の
八
O
糎 、
深
さ
三
O
糎 、
陶
磁
片
が
多
い。
特
に
飾
皿 、
同
鉢
が
多
く 、
堂 、
同
蓋
が
あ
る 。

小
さ
な
神
酒
瓶
や
蛤
貝
が
注
目
さ
れ
る 。
陶
の
鉢 、
壷
が
み
ら
れ
る 。
瓦
器
に
は
菊
花
押
型
文
を
め
ぐ
ら
し
た
大
鉢 、
へ
ツ
ツ
イ
が
あ
る 。

瓦
に
は一
類
の
九
耀
文
軒
丸
や
軒
平 、
又 、
左
巴
文
に
蹴
手
唐
草
を
あ
し
ら
っ
た
軒
平
瓦
が
あ
る 。

北
皿九万

北
V
号

本般社北側 ピ ッ ト 出土遺物

北
井
戸
の
南
約
八
米 、
円
い
ピ
ッ
ト
で
土
師
祁
が
お
び
た
だ
し
く
埋
納
さ
れ
て
い
る 。

白
磁
の
肌
に
は
六
弁
や
十
六
弁
の
飾
肌
が
多
く
大
小
の
控
が
あ
る。
特
に
大
形
の
蛤
貝
と
交
枇
産
と
み
ら

北
井
戸
の
南
約一
O
米 、
南
北
に
長
い
隅
丸
短
形
で一 、
O
米
の
八
O
糠 、
深
さ
三
O
糎 、

北
wu
号

れ
る
青
磁
六
弁
の
小
鉢
が
注
目
さ
れ
る。

V
号
の
南一 、
五
米
で、
南
北
に
長
い
矩
形
で
八
O
糎
の
六
O
糎 、
深
さ
約
三
O
糎 、
白
磁

の
神
酒
徳
利 、
皿 、
空
が
あ
り、
陶
で
は
大
ガ
メ 、
深
鉢 、
摺
鉢
な
ど
が
あ
る 。

北
国民ぢ

ま
っ
て
い
る 。 V

号
の
北
二
米
の
円
形
で
径
約
七
O
糎 、
深
さ
二
O
糎 、
土
師
杯
数
個
体
片
と
木
炭
末
が
つ

wu
号
の
東
々
北
五
米
に
小
さ
な
ピ
ッ
ト

が
あ
り

土
師
杯
片
小
々
包
含
し
て
い
た 。

南
の
E

号

が 、
江
戸
後
末
期
の
も
の
が
多
い。
埋
納
品
に
は
神
酒
瓶
や
燈
明
皿 、
蛤
貝
な
ど
献
供
用
で
あ
る
が 、
飾

北
の
E・
E-
国
号
に
は
土
師
杯
が
多
く 、
比
軟
的
に
古
い
噴
の
埋
納
の
穴
と
み
ら
れ
る

肌
や
鉢 、
堂 、
カ
メ 、
置
な
ど一
般
什
器
に
も
使
わ
れ
る
陶
磁
器
も
糧
殿
で
調
理
し
て
献
供
す
る
場
合
の
容
器
で 、
総
じ
て
祭
器
で
あ
ろ
う 。
こ
れ
ら
の
祭
器

第5図

北
国
号

埋
納
の
風
習
は
古
来
の
も
の
で
あ
る。

東
北
部の
区
ツ
ト
群



米で
規律の正しい
もので
はない。

人物の位置が東北部の ピ ッ ト 群第6図

後は護国神社

北井戸の東北一
七
位 、

米を
離れて 、
四
つ
のピット
群

があるo
南・
北の井戸の聞を

本
殿
祉
と
すれ
ば 、
東
北
三八

土
度 、
三四
米の
位置で
ある。
藤

0木田舎科

出

崎台の南半を占める
藤崎宮社

号

ほピ
東北
隅で 、

よ
りみ
れば 、

4 

本殿
背後の森の北端の部
位で

第7図

ある。四つ
のピット
は1・
2
坊が

ほ
HA
東
西
に
並
ん
で
距
離
約

米 、
3・
4
号は北
に八
米はな

れて
東西に
並び 、
距
離六・
五

ー
サは
陥丸
矩形で
市北一
・

七
米の東西一
・四米 、

深さ
四八
糎 、
角型鉄釘 、
青白
磁の
盤 、
同蓋 、
白
磁の大肌 、
陶のカメ 、
同粉鉢の破片

に
木日以末が
小々
混じっ
てい
る。
ヒピ
紬に
赤染付の鑑と
小形の
査と
燈明肌
とした土
師杯数枚が注意をひ
く。

調理した
神慢の器の埋
納で 、
江戸後末期のものが多い。

- 19 -

2
げは
夜間
に長い
隅丸矩形で一
・一

米の一・
O米 、
深さ二二
糎 、
包含物は
相似たもので 、
神酒
瓶 、
花形縁の皿(京焼)
がある。



3
号は丸い
穴で
径一
・二

米 、
深さ
四O糎 、
土
師杯の燈明皿 、
白磁藍
染の
浅鉢、
唐津焼の土
瓶 、
高田
焼の佳に
は桐と菊の象扶がある。

青磁
鑑の小片は
粕厚くして
明緑色を呈し、
李朝の
鐙は口
径 、
一
O糎で
乳
紬がかつ
て
気品が
ある。
左巴のB
類軒瓦が混する。

4
号は東西に
長い
隅丸矩形で一
・二

米の一
・

O米 、
白
磁の
神酒瓶 、
知典
皿 、
陶の摺
鉢、
同カメ 、
瓦器の炊器がある。

こ
の一
群のピット
は
本殿背後の森の北
側に埋納された
祭
器で、
江戸後期のものが多い。
中に
も
舶較の青磁片が注目される。

経
議
お上

東北区の瓦第8図

0本股b上。 ×経蔵祉と測溝(西方 よ り )第9図

nu

 

ワ臼

遠景は金峯山×経蔵祉と測溝第10図
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藤崎台中央に
東西にわたる
側溝のほX
中央の南側にして 、

丙
第 11図

原図 には朱書をもって各建造物・施設聞の距離(注)

北の井
戸の真西三二
米の位置で
ある。

一
石一
字の経石出土地との聞に
東西七・
五
米 、
南北七・
O米 、

角形を呈
する
大きな黒土の落込み
があらわ
れた。

を示しているが、 本図では省略した。

四点に
調査ピッ
トを設けてみると床は東から西

ゆがんだ四

- 2
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平瓦、
筒瓦、
平瓦で
「元禄五
申ノ

に
む
けて
深くなっ
て
約一
・

O米に
達する。
陶磁
片もある
が少く 、
瓦
片がおびたx
し
く埋まっ
てい
る。
A
式の
九耀文軒丸瓦や、
唐文文軒

土山
00」
の
銘文ス
タン
プ
瓦がみ
ら ，れる。

こ
の位置は古図と照
合すれば
明らかに、
経蔵祉に
あたっ
てい
る。
藤崎文書に
は「
元禄二
年
建立」
とあっ
て
年次が相違するのは瓦
葺に

改造した
故で
はあるまい
か。
旧
藩主
御成所図に
描かれた
経
蔵は宝形造の二
階建で
六
間四面のよ
うで
ある。
この
経蔵は藤崎宮遷座にとも

する
文字瓦を
発見したこと
は幸で
あっ
た。

なっ
てい
ない。
明治初年の排仏に
あっ
て
移転したか
或は破却さ
れたか、そ
の行
方を
知らない。
経
蔵祉よ
り 、そ
の再
建年代に、
ほX
照応

四
相開

溝

藤崎台のほ工
中央に
東西に
五四米以上にわたる
直線の
溝が
ある。
藤崎宮古図に
照
合すれば、
本殿北
側から西
端の
崖に通
するもので 、

境域の北限で
あり且つ
排水の
溝で
あろ
う。

南北の両
側に
角石一
石を並べ
た
もので
三
方張りで
はない。
上
端ほx
平で
ある。
巾五
O糎 、
深さ三
四糎 、
この
溝のつ
くられた
年代を示す

記
録を
知らない
ので
側壁の
裏を掘関して 、
根固め
の
詰土に
混入した
文化遺
物を調べ
たところ 、
瓦片と
陶片とを
見出した。
陶
片二片は禍

色
軸の上に
乱
軸をか
けた
小代焼で
明治に
降るもので
はない。
この
溝が

つ
くられた
のは、
この陶器使用の
年代よ
りさかの
ぼ
らない
もので
はあ

第 12 図

側溝裏詰土に包含

もの
のよ
うで
ある。

る
が、
明治以
後のものが
見当らぬので
江戸
後期の
もの
として記録にと

さ れた陶 ・ 瓦片

目、A
める。

この
溝の両端は後記の野
球場排水線に
あらわれた排水溝につ
ながる

-22 � 



藤
崎
台
出
土

埋

納
経
石

の

乙

益

重

隆

ここに
のベ
る「一
字一
石
経」
の叫
納遺構が
発見された
のは、
昭和三
十五年三
月四日
のことで
あっ
た。
その地
点は
現藤崎台県
営野球場

の、
中央部からやや西に
寄っ
た
あた
りに
相当し、
地方(下
約四O艇の赤土内に
出土した。
たまた
ま
当日
の県営野球場工事は
急を要し、
三

台のブル
ト1

ザl
は
手いっ
ぱい
に
活躍してい
た
時で
あっ
た。
すでに
気ずい
た
時は、
ブル
トl

ザl
の進行した
最初の一
押しによっ
て 、
容

器の口
縁部に
近い
約四
分の一
ばか
りと 、
これにおさまっ
てい
た
経石は
運び
去られて
しまっ
てい
たo
その行方をさがし、
土山の中をか
き

わ
けてみ
たが 、
すで
に
押し
寄せられた土は
転倒し、
こ
れを検出することはで
きなかっ
た。
しかし
容器と経石
の
大部分を確保し、
こ
まか

に
調べ
ることがで
きたのは、
何よ
りも

幸い
なこ
とで
あっ
た。
それで
はま
ず 、
開
納
経石の出土状
態から説明するこ
とにしよ
う。

すで
に
のベ
たよ
うに埋
納
経の遺構を
発見した
地点は、
プル
トlザーによっ

て
けずられた
後で
あるため、
はたして
もとの地表面は
どれ

だけの
深さで
あっ
たか
知るべ
くもない。
しかし
最寄の地点に 、
戦時中掘っ
たらしい 、
コ
ンク
リート
の防火用
水池があり 、
もとの地表面

をそのまま
存してい
たので、
一
応の
手がかりに
することがで
きた。
それによると
表土は、
熊本市内に
最も
多い 、
阿蘇火山の噴出による

ヨ
ナ
が 、
深さ
約三O糎ばかりおおっ
てい
た。
更に
その下は
黄樹色を呈した、
一
見ロ
lム

状の土が深く堆積してお
り 、

藤崎台全
体の地山

をなしてい
る。
それも厳
密にい
うと、表
土に
近い
部分は
割
合に
乾燥し、
赤味を
帯びた
土で
ある
のに
対して 、
深くなるにしたがっ
て
淡策

色に
近く 、
約
着性を増す傾向が
あっ
た。
ご
字一
石経」
をおさめた
郵は、
この
賀補色を呈した
地山を掘りこみ 、
ほ
ぼ
水平に地め
られて

、・-O
L
T

 

容様に
使用さ
れた
訟は、
い
わ
ゆる
瓦器と
称するもので、
ネズミ
色を呈した
陶
質の土様で
あっ
た。
表面は
光
沢をおびてい
たが、
とくに

粕を
塗っ
た
痕跡は認め
られなかっ
た。
すでに
全
体の約四
分の一
を失っ
てい
る
ので、
旧態を
知るこ
とがで
きない
が 、
残りの部分から判断

- 23一



して、
恐らく口
縁部が
直立し、
直径の
割
合に
姿勢のひ
くい 、
鉢状を呈
する
ので
あろう。
現存直径八六
糎 、
現
存高さ六九
糎 、
底部の直径

四一
腕を
有し、
容積の
割合に
厚みは一・
四
糎平
均とい
う 、

薄手のもので
あっ
たο

こ
の聾は、
経石川ム
納の
容器に
使用される
以前から
亀裂を生じてい
た
らしく 、
内部

、，h'】床をこ
しらえてい

の底面には、
厚さ
約一
O抑の黄白色を呈した
粘土をつ
めて 、

経石出土状態

た。
さらに
胴部から底部にか
けて 、
撒
物線状を
存した
亀裂面があり、
その上には

巾約
二ニ
糎 、
厚さ
約二・
三糎の
黄白色
粘土
帯をはりつ
け 、
補強修理を行なってい

た。
故に
強い
て
想像をめ
ぐらせば 、
こ
の艶は
何ものかに
使用さ
れてい
た
のを 、
転

第13図

用したので
はない
かとい
う疑も
存するので
ある。
そ
うして
発掘を
終えた
時には、

永年にわたる土
圧と 、
経石の重量が
加わっ
てい
たために、
多くの
亀裂を生じ 、
パ

ラバ
ラ
にこ
われて
しまっ
た。

祭器の埋
設されてい
た
土
拡は、
巾四
寸(一
二糧)
ぐらい
の刃を有する、
ス
キま

たはクワ
様の道具をもっ
て
掘られたらしく 、
地山の
壁面には、
い
た
るとこ
ろに
生々
しい
削り
面が
残っ
てい
た。
作業の順
序をい
うと 、
ま

ず直径一・
四
O米ぐらい
の面積をしかるべ
き深さに
掘り下げ 、
次に
直径約一
米ぐらい
の
範囲を誕の
形に
沿っ
て
掘り下げ 、
更に
底部のあ

しかもその土はしま
りのない
もので
あっ
た。

た
りは、

強の底が
空隙を生じない
よ
うに、
規格に
合わせて
掘られてい
た。
そうして空
隙には
黒禍色を呈した
怖蝕土がつ
め
られており、

誕の中におさめ
られた
峰石は
すべ
て
粒のそろっ
た、
直径およ
そ五
糎ぐらい
の磨けた
硫石が
使用され 、
石質は砂岩 、
安山岩 、
粘板岩な

二
万個以上に
上るで
あろう。

どがめだっ
て
多かっ
た。
その
数山
出土
当時の計上によ
ると 、
一
万二
千三百
九
十六
個からなり 、
すで
に
失われた
ものを加えると 、
恐らく

一
個一
個の積石には、
墨
書をもっ
て 、
文字通り一
宇一
石が
記されてい
るが 、
文をなさない。
書体はたんね

- 24 -



の決め
方で
あろう。
天台宗で
は一
般に
釈迦入
滅の年を、
周の
棲玉
の五三
年壬
申となし 、
正
法 、
像
法二
千年を
経て、
末
法の世が近ずきつ

つ
あると説いた。
これによ
る
と
雲
雀天皇の
委
主 、
すなわち西
暦一
O五二
年は
末法
案一
年に
入る
ので
ある。
ただでさ
食
民
話

6申
げ

を
信じ
物の怪やたた
りの
信仰におび
えてい
た
平安時
代の人び
とが、
悲痛な
気持で
末
法の世をむかえたこ
と
はい
うまで
もない。
こ
とに

当時の貴族た
ちの聞には、
た
とえ
誌迦の
御法うせ
なん
と
きに
も此
経はましまして」

滅んで
も仏典さえ
残してお
けば 、

ん
な
構書で 、
墨の色は一
一般に
薄れてい
る。
恐らく
経文の
字を
書い
たに
はちがい
ない
が、

その
種類は不明とい
うほかない。
こ
れらの経石は聾の
中に
ぎっ
し
りつ
められてい
て 、
他

に
央
雑物と思わ
れるものは
なかっ
た。

埋納経石をおさめた礎

それでは
こ
のよ
うな埋納経石は、
何故埋め
られた
ので
あろ
うか。
ま
ずわ
が国にお
ける

埋納経の事例からのべ
なければならない。

そもそも平
安時代の
終り頃に
なると、
わが国の
仏教界に
は末法思
想とい
う 、
きわめて

悲観的な
考え
方が
横溢した。
すなわち
末法思想とい
うのは 、
釈迦が入
滅してのち 、
或る

第1 4図

一
定の年代を
経る
と、
仏教は
衰滅する
とい
う
考え方で
ある。
すでに
こうした
悲観的な予

しよ-句'ad--ヲ

ぞう量・ヲ

言は、
唐の懐
感の「釈浄土諭
群疑論」
に
引
用した
大
悲経にみ
えてい
て「正
法千
年 、
像制広

千年を
経て
末法万年に入る」
と説かれてい
る。
末
法の年代につい
ては
数説あっ
て 、
正
法

五百
年 、
像
法千年、
末法万年ともいい 、
一
概に
決ま
らない
が、
問題
は釈迦入
滅の年
月日

(上東門院如法経銅鐸願文)
とあるように、
仏教が

いつ
か
は再び
仏教が
栄えるだろうと考えた。
そのために
経文を地中に
埋
納する
風習がおこり、
や
がて

こうした
考え
方は、
経文を
後世に
残した
功績によっ
て 、
現世
安穏 、
平等利益 、
極楽往生を乞い
願うよ
うに
なっ
た。
故にわ
が国にお
ける

埋
納経のほ
とん
ど
のものが、
平安時代の
後期以降に
行なわれたこ
とはい
うまで
も
ない。

- 25 ー

埋
納経のうちで
最も
多い
のは紙本経で、
多くの
場
合金銅などの
容器におさめて
埋め
られた。
その他瓦に
刻ん
だ
瓦経や、
銅
板経、
滑石



こけらきょう

経、
柿
経
(木簡に経交を書いたもの)
などがあり、
その
種類と目的は
さまざまで
ある。
やがて
後世に
なると 、
末法思想とい
う消極的な

後藤守一
氏によ

考え
方をすてて 、

一
字一
石経のご
とき 、
特異な埋納
経が行な
わ
れるにい
たっ
た。

祈願することだけに
重
点がおか
れ、

ると 、
現在知られてい
る
うちで
最も古い
例は、
豊後国土井田
村に
ある「
暦応二
年銘」
(一
三三九年)
の
もので 、
経碑に「
浄土三
部経一
石

一
字」
とみ
えてい
るとい
う。
室町
時代の
終り頃か
ら江戸
時代に
なると 、
全国的に
盛んに
行なわ
れ、
中に
は貝殻
経とい
う 、

一
字一
石
経の

変奥様式もあらわれるにい
たっ
た。

熊本県内にお
ける一
字一
石
経の埋
納遺跡中、
最も年代の
古い
例は、
熊本市健軍町一
O七O
番地、
光永カキ
氏所有地から
発見されてい

る。
この地はもと
薮で
あっ
たが 、
昭和三
十四年二
月上
旬より、
畑に
するために
大がかりな開墾が行なわ
れた。
たまたま二
月八日の
午前

十時頃 、
ブル
トl

ザ!
の通過した
あとに、
おびただしい
碕石を
発見した
とい
う。

連絡をうけた
筆者は早速現地にかけつ
け 、
とりあえず

緊
急調査を行なっ
た。
すでに一
部の
磁石はブル
トl

ザーによっ
て
運び
去られてい
たが、
幸い
残りの
債石と 、
その上に
建て
られてい
た
板

碑を
確保し
えた
こと
は幸いで
あっ
た。
健軍の一
字一
石
経は、
全
体に
藤
崎台の例に
比べ
ると
粒が
大きく 、
文
字のごときも、
必ずしも一
石

に一
字だけで
なく 、
二
三
字づっ
書かれた
ものもあっ
た。
そして
漢字だけで
なく 、
種字を
あらわした
もの
がかなりみ
られ 、
中に
は燈油

らし
きものが
染みた
ものもあっ
た。
もちろん
経文の
種類はわからなかっ
た
が 、
時聞をか
けて
判
読すると 、
或る
程度の判定はつい
たで
あ

ろ
う。

経石の埋
納に
あたっ
て
は、
恐らく
木箱のよ
うなものにお
さめて埋めた
らし
く 、
周囲から漆塗りの
木片を
採取した。
ことに
経石群

の上に
は、
高さ
約六
O糎ぐらい
の
板碑が
建っ
てい
たとい
われ、
取り片ず
けられた
ものを拓
影にとっ
た
結果 、
次のよ
うな碑文を判読する

こ
とがで
きた。

奉一
幅
二
…回一
念
仏
六
百
万
遍
之
所

妙養妙仏阿椿
弥
禅
定門逆修善
根

施主
敬白

弘治四年
制七
月吉日

弘治四年(一
五五八年)
は二
月二
十八日に
改元に
なっ
てい
て 、
すでに
碑
文の日
付は永帳元年に
相当する。

このほ
かにも県内では 、
一
字一
石経の埋納遺
構につい
て 、
少なからぬ
例を
きくが 、
具
体的に
発掘調査を
行ない 、
正式に
発
表された
例
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をきかない。
故に
それらの埋納年代につい
ても一
概に
云
えない
が 、
多くの
ものが 、
室町
後期か
ら江戸前期に
属する
もの
に
限られてい
る。

そ
れで
は藤崎台出土の一
字一
石
経は、
いつ
頃 、
い
かなる
目的のもとに埋
納されたので
あろ
うか 。
藤
崎宮に
保存されてい
る、
慶応年間

に
作成さ
れた
図絵によると、
経石の
出土した
地
点は、
旧藤崎宮の
中央参道の
北
側に
建っ
てい
た、
経蔵の
付近に
該当する。
ちなみにこ
の

絵岡はこ
まかに
間
数をはかつ
て
実測した
もので、

は 、
経蔵の
建
物と
何らかの
関係を
有する
ものと
考えられる。

図も
方眼の肥? 中後� �こ

固 描誌 かに れよ 、
る
と きわめて正

確なもの
で
ある。

(
図版
第日
図)

こ
の
建物は
元誠二年
(一
六八九年)

故に、
ここ
にのベ
た埋
納経石

ご
月の
建立で
あっ

た。
し
かもその
傍に石碑があり 、
碑而には
次のような長
文の
銘が
彫られてい
た
とい
う。

蓋聞大覚世
尊以聖賢天人
修行住処付嘱星
宿天竜薬刃
大鬼神等分
布守護故凡
神
字仏利之
所
栄創幽明之際必
有戸之
者突宣日
偶爾之建立

哉是以肥
後州飽田郡熊本巴藤崎八
幡宮当
皇帝朱
雀院承平三年歳旅
突己
困内臣平
将門叛
逆
議毒生霊

紘
寧
誼
万
生
謡
歌
愈
知
神
功
難
測
不
可
思
議
遂
於
九
州

上
即詔
一時斯神而真
誌之使其八

勅建八
幡宮五
座
惟此
藤崎預其一
也嗣
後有大
導師秀俊法印従本州川尻
郁往観神壊幽

遼叫m
非曜日境
信
為聖
僧道者之所錨宅翁
然楽成宝
坊子其地
顔日
神護寺時獲群賢蟻至
縦素販敬宏
開天台円宗法席唯識法相三
観止
観用導聖

凡
誠
不.取
智
開
瀧
頂
慈
恩
賢
首
之
高
僧
官
至
於
民
離
水
H十
疾
病
擁
不
霊
応
是
所
謂
地
依
神霊
神
薪
仏
光
而
致
子
今
鐙
鼓
不
絶
祭
杷
猶
古
常
見
神
楽
与
法
奇

� F-'j 
聾調
作司リム
権-H尺崎町
民

f
f
H
I
イ
『
{
i
3

蓬煽之際

惟体居憂

紹隆三
宝

充棟汗牛

更開阿
持

海室添町議
有肥後州

冥護国
俳

創寺神
区

重
定政市

放生優遊

白竜宝蔵
長
文
故

以
下
略

無辺
光景

珍
滅好謀

寺名神
護

相与綱
鰐

沢及議動

普恵憎遊
三
島十洲

神
功
匠
測

祭杷春秋

楽善長者

含霊獲浮

いれ
伽
沙
数

飽
田
是
郡

勇
猛
知
惇

便
品川…
神
力

徳
比
公
侯

以故僧
都

劫
HA
不
休

隈
本酒
陣
藤
崎霊
境

勅建神宇
万古徽猷

伴国鴻
麻
現住
憲
応

須達再
生
名不
虚留

与仏同
昨
善
観法界

皆
元雄
歳次
屠維大荒落
仲春朔日

飛閤拍
楼
官名八
幡

嗣
後秀俊
円宗之流

即僧
都頭
精厳戒律

済彼脅
溺
般若為舟

願傍同伴
令成正覚

朱雀院修

派初伝教

開於
晶擁

奔
資
思
有

開
室
燈
油

八幡為何

邦証叡
岳

渉猟墳典

講蔵為酬

円満弘願
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宋
宝
謀
閤
謄
斉
先
生
十
九
世
孫
林
道
栄
頓
首
拝
撰
(
肥
後
国
誌
よ
り)

以上の
銘文は一
部省略されてい
るために、
全
体の
内容を
知るこ
とがで
きない
が、
い
ずれに
して
も藤
崎八
幡宮の沿
革と神威をのベ 、
併

せて
仏
法の
功徳をのべ
た
もので
あっ
た。
そして
経蔵は、
白竜宝
蔵とよば
れたらしく 、
石
碑は
その
建立を記念してたて
られた
もので
あっ

た。
こ
れだ
け長文にわたる
石碑で
あれば、
かなり
大きなもので
あっ
たろうが、
どこに
運び
去られたか
現
存しない。
恐らく明治元年

八
六
八
年)

その
後おこっ
た廃仏段釈運

の
神仏分離令に
よっ
て 、
取り
除か
れた
もの
と
考えられる。
たとえ
取り
除かれなかっ
たとして
も、

動は 、
神
社内にお
ける
仏教関係の
もの
を 、
また
寺院に
あっ
ては
神社関係の
もの
を 、
徹底的に
破かい
した
もので
あっ
た。
従っ
てこ
うした

神社内の
経蔵や、
その
由緒をのベ
た
石碑など 、
残ろうは
ずがなかっ
たので
ある。

それではここにのベ
る一
字一
石の
担
納
経は、
経蔵の
地下に
埋めら
れたので
あろ
うか 。
それとも、
経
蔵建立の
目的を記した、
石
碑の
下

に
組め
られたので
あろうか 。
その
さい 、
い
ずれとも
考えられよ
う。
すなわちこ
うした
経蔵を
建てるにさい
しては 、
鎮壇の
意味で 、
また

祈願の
意
味から 、
経石を埋
納したかもし
れない
疑がある。
更に
考えら
れるこ
とは 、先
のベ
た
慶応年間の
藤崎宮図絵を
現地に
あてはめて

みると 、
埋
納経石の
出土地
点は 、
経蔵の
あっ
た
位置よ
りもわ
ずかばかりそれてい
るこ
と
がわかる。
それも
強い
て
推測すれば、
経蔵の西

脇の 、
幾らか中
央石畳
参道に
近ずい
たあたりに
該当するよ
うで
ある。
(図版第日
図〉
もしこ
の
地点に
石
稗がたつ
てい
たと
すれば、
その

根元に一
字一
石の
埋
蔵経をおさめ
たとして
も、
あな
がちむじゅんは
なかろう 。
先に
引用した石碑の
文面自
体が、
一
種の
祈願をこめたも

ので
あるからには 、
その
疑を
多分に
存するので
ある。
また、
たとえ
経蔵や石
碑をは
な
れて 、
別個に
埋
納されたもので
あっ
ても、
こ
れら

と無関係では
なかっ
たろう。

最後に、
こ
うした一
字一
石
経の
埋
納年代がは
たして
経蔵の
建立
された元
禄二
年二
月頃に、
一
致するかどうかとい
う
問題が残る。
すで

にのベ
た通り、
一
字一
石の
埋
納経には、
年代を
徴すべ
き文
字が、
全くみ
られない
ばかりで
なく 、
伴出遺
物もなかっ
た。
もちろん
文字書風

の
上から 、
年
代を判定する
方法も
あろうが、
すでに
墨色
薄れ、
読解するこ
とさえ
容易で
ない 。
わ
ずかに一
つの
手がかりともなるのは 、

経石の
おさめ
られてい
た
容器で
あろう 。
すでにのべ
たように、
こ
の
容器は
水到などに
使用される、
瓦
器の
類で
あっ
た。
い
うまで
もなく
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瓦器は 、
上
古の
頃盛んにつ
くられた、
須恵器の
製法を踏襲した
もので 、
中世から
近世に
か
けて 、
一
般庶民の
聞に
は
日
常の
什器として
使

用されたもので
ある。
した
がっ
てその
製作年代には、

一
概に
決め
かねる。
しかし
従来の
知見では 、
同じ
瓦器で

かなり永い
期聞があり 、

もこの
よ
うな
焼成と器形をもっ
た
蕗は 、
一
般に
中世末から
近世
初頭に
多くみ
かけるもので
ある?。
故に
経石をおさめていた
誕の
年代を 、

経蔵の
建立さ
れた元
禄二
年に
近い
頃に
求めるこ
とは 、
必ずし
も無理では
ない 。

このよ
うに 、

藤崎台出土の一
字一
石埋
納経は 、
単に
出土地点の
関係位置からだけで
なく 、
同時代の
類例や、
容器の
製作年代を考慮に

入れて 、
元
禄二
年に
建立された
経蔵の
年代に、
最もふさわしく思われるので
ある。

尚今回出土した埋
納経石は 、
現藤崎八
幡
宮境内 、
本殿の
裏手に
再び埋納し、
標識には、
かつ
て八
幡宮の
本殿に
使用されてい
た 、
大礎

石の一
つ
を
転用した。
傍に石
碑を建立し、
その
由緒を明らかに
するとと
もに、
将来に
資するこ
とに
した。

碑
文表

文)
藤
崎
台
出
土
経
石
埋
納
碑

裏
文)

昭和三
十五
年三
月
藤崎台県営野球場建設に
際し
旧藤崎宮経蔵社よ
り出土した一
石一
字の
経石一
万二千三
百
九十六伺及び
郵

片を
移転埋納した

台石は
本殿祉の
礎石で
ある

昭和三
十六
年三
月五
日

熊本県
教育委員会

主J:
1 

世
界
大
百
科
辞
典
に
よ
る
(
平
凡
社)。
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2 
後
藤
守
一

箸
「
日
本
歴
史
考
古
学」

六
九
九
頁
(
昭
和
一
二
年)

。

3 
同
書

七
O
一

頁。

4 
昭
和
三
四
年
二
月
九
日 、

乙
益
の
調
査
よ
り 。

5 

森
本
一

瑞
編 、

水
島
貫
之
校
補 、

後
藤
是
山
校
訂
「
増
補
校
訂
肥
後
回
誌
」

六
O -
具
(
大
正
五
年)

。

6 
問
書

六
O
頁 、

六
一

頁 。

四
熊
本
城
と
藤
崎
台

坂

経

占莞

本

藤崎台東南隅の石畳第15図

理
由
に
つ
い
て
熊
本
城
史
梗
概
は 、
「
藤
崎
台
が
城
域
に
採
用
さ
れ
な
か
た
の
は 、

熊
本
城
古
図
に
え
が
か
れ
た
藤
崎
台
は
南
半
が
藤
崎
台で 、
北
半
は
武
家
屋
敷と
な
っ
て 、
熊
本
城の
主
城
域
外
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う

に
み
え
る。
こ
の

こ
の
台
地
が
敵
前
に
爆
露
し
て
お
り 、

他
に
側
防の
余
地
な
ど
も
無い
か
ら

nu

 

。。



の
地域で
あっ
たとは
考えられない。

明治十年の西南
役で
は
段山か
ら
藤崎台にか
けて
激戦地となっ
たよ
うに

熊本城の
守備に
あっ
て
考慮外

で
あろ
う」
と
述べ
てい
る。
しかし

藤崎台は
茶
臼山丘
陵の
西
部突角に
あたり、
丘
陵は
西
出丸につづい
てい
る
ので
熊本城西南の玄関に
あたる
要地で
ある。
藤崎台は
北、
西

南の
三
方を井
芹川の低湿地に
固ま
れた
高台で、
基盤の凝灰
岩は
高く
露出して
急山川を
形成してい
る。
もし、
こ
の
岩段を
更に
切り
落したら

自
然の塁
壁となるで
あろう。
藤崎宮鎮座によっ
て
城郭の
制約は
受けるが 、
高い
社
格と六百
余年にわたる
由緒と、
当時の
信仰上の
私威か

らして
侵すには
ばかりある
聖地で
あっ
て 、
熊本城に
とっ
ては
重要な
拠点で
ある。こ
の
事情は
熊本城に
先だっ
古城の
場合も同様で
あろう 。

藤崎宮の
参道は
南
側の
古町に
向けて下るので、
こ
の
弱点をおさえるために
台の西南
端に
桝型石塁を
築き 、
参道は
桝型石垣の聞を登つ

てい
る。
おそらく石垣上には
矢倉があっ
たので
あろう。
又
古城誌は
北に
侵入して
西出丸と
藤崎台との
聞に
谷を
形成して
守備上の
弱点と

々
と出土した
珠文巴
瓦は
東西の
矢倉の
瓦で
あろ
う。

なっ
てい
るo
台の東南端に
築かれた石垣は
すなわ
ち 、
その守
備のためで 、
石
塁上には
矢倉があっ
たので
あろう 。
藤崎台調査のと
きに、
点

石塁稜角下の根がための状態第16図

円。



Aゆ翻開却下リリ
i-fl・
-

こ
のよ
うなみかた
が
許さ
れると
すれば 、
藤崎台は
熊本城域の西
端の一
部で
ある 。

1 

東の
石垣

藤崎台東南端の
石垣で
古城堀頭が北に
進入した
谷をへ
だて 、
西出丸の一
部と
東西に
対峠して、
互に
側防となっ
てい
る。

Z - -
u
十

石市fb.角天場災ごめのJC二1己主lí図

: !� 

中央の
稜角は
長
方形の
切石を
横と小口
と
交互に
重ねて一
四
石をもっ
て天
場に
達する。
高さ七・
四米 、
傾斜上七八
度 、
下六
O度 、
反り

は
強くない 。
根石は
基
盤の
凝灰
岩盤に
すえ 、
外側に
副石を
置き 、
粒土でつ
きかためてい
る。一泉ご
めは
天
場から三・
五
米のは
なれて
内石

積みがあり、
その
聞に
堅固な
裏ご
め
石をつ
めてい
る。
天
端の
石は長
方形の
角石を並べ
て 、
水平を
保っ
てい
る。

この
稜角を基点として
西と北に
直角に
のび
北は一
二
・五

米。
西は一
五
米にして
隅
角となっ
てい
る。
東側は
直角の
稜角よ
り
北 、
二・
五

ろ
う。

米に
して、
四
O度東にカーブ
する
ので、仰
ぎみて
非常に
鋭い
感がある。
天
場に
水平に
並べ
た
角石は
この
石垣上に
築かれた
矢倉の
礎で
あ
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こ
の
石
垣
は
野
球
場
の
土
盛
り
ス
タ
ン
ド
下
に
完
全
な
相
を
保っ
て
埋
没
さ
れ
て 、
そ
の
直
上
に
位
置
と
深
さ
を
標
示
し
た
花
樹
岩の

碑
が
建
立
さ
れ
た。

2 
西
の
桝
型
石
垣

藤
崎
台
西
南
隅
に
築
か
れ 、
藤
崎
宮
正
参
道
は、
こ
の
桝
型
石
垣
の
聞
を
台
上
に
登
っ
て
い
る 。
こ
の
部
位
は
野
球
場
外
域
と
な
る
の
で
現
状
が
保
た
れ
て

い
る。

埋をえする石段(東方より)第20líSl

藤
崎
台
病
院
の
麗
捨
穴
が 、
こ
の
石
垣
の
内
に
掘
ら
れ
て
裏
込
の
土
石
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り 、
こ
の
裏
込
め
に
ま
じ
っ
て
珠
文 、
巴
文の
軒

ら
な
い
に
し
て
も
甚
だ
し
い
年
代
差
は
あ
る
ま
い。

丸
瓦
が
発
見
さ
れ
た 。
巴
の
尾
は
細
く
め
ぐ
っ
て
い
て 、
室
町
瓦
に
比
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る 。
石
垣
が
築
か
れ
た
の
は 、
こ
の
瓦
の
製
作
年
代
を
さ
か
の
ぼ

ra
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第21図減石塁の天場(凸の位置)樹木は天然記念物樟樹群

第22図 藤崎台東南隅の石塁東側近景(こ の 石垣は規残した)

内。



3 
長
い
礎
列

藤
崎
宮
祉
に一
沢
凶
に
長
い

礎
列
が
あ
ら
わ
れ
た 。

藤崎台南
半の地域をブル
トlザで

約三
O似の泌さに
排土

した
あとに 、
礎をつ
きかためた
礎刈が
点川に長くあらわれ

た。
藤崎宮古図によると
本殿前の
楼門川の
前に
あたるとこ

ろに 、
南
北に
並ん
だ五つ
の礎を基点として 、
三
列の
礎が凶

につ
らなり 、
二
O列以西はプル
トl

ザ
の排土で
中と北が欠

われてい
るが
南列は 、
三
十まで
数えられる。

礎の中心間隔は東西ニ・
O四
米 、
南北五 、
四
米で 、
全
体

の広さは
南北一
0・
八
米 、
東西五八
米の長い
建物で
ある。

藤崎宮祉の
中央
線よ
り
少し南に
片よっ
てはい
るが 、
、ー・の

長い
建物は
藤崎宮所属のものには
相応せ
ず 、
又古凶に
も制

当の建物は
ない。
比
較的に
保存のよい
北列と中
列の一
二・

一一一一、
一
四
号礎を
精密発掘した。

点線は礎列井印南の井戸O�P本殿枇第23 図
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北の12号礎の平面第24図

中列の一
二号
礎
東西九五
権、
南北八
O糎の
矩形 、
深さ二五
糎の
穴に傑や
栗石が
掲きかため
られてい
る。

- 38 -

面側上同第25図

東西七五
糎、
南
北八
O糎 、
深さ二五
糎の
円い
穴で 、
中央に上商の
平な大石を据え 、
周囲に
離や
栗石をつ
めてい
る。

北列の一一一
号礎東西九O

糎 、
南
北八
O糎 、
深さ三
O糎の四
角な穴に
磯や
栗討
がつ
まっ
てい
る。
この
詰石に
「長将・・」
と
刻んだ玉垣石

中列の一一一一
号

の
破片が
揖き込まれてい
る。



北列一
三
号

北の一
四号

九際文軒丸瓦や陶磁の

破片が混入している。

市列13号礎m 26図

中の一
四号も、
ほぼ
同
様な礎で
陶片が浪人してい
る。

ほぼ
同じ
礎で 、
詰石の
なか
に九耀文軒丸
瓦や磁器の
破片が
掲きこ
ま
れてい
る。

一
Oの
中と北の
礎の
あい
だ
には
問礎がある。
この
部
位に
北
面の
玄関が附してい
たので
あろう。

九藤
崎台の
北半を前にして 、
北
面の二
九間の四
間の
建物につい
て 、
藤崎官民
子総代魚住氏〈八
十余才)
は
「工
兵隊の
兵舎があっ
た」
と

円。

い
われてい
る。
まさ
に
兵舎の
礎にふさわしい
長い
礎列で
ある。
礎の
詰石に
神社玉
垣や石
燈龍火袋の
破片や
江戸期の
巴や九耀文瓦 、
陶磁



器
の
破
片
が
混
入
し
て
い
る
の
は 、
藤
崎
宮
移
転
の
あ
と
地
に 、
そ
の
廃
材
を
もっ
て
礎
に
揚
き
詰
め
た
も
の
に
相
違
あ
る
ま
い。

4 

藤崎台西
側斜面の
文化層

野
球場排水の
ために
掘られた
溝の
壁面に
包
含層があらわれてい
た。
スタシ ノ戸の
あたりか
ら西
端の
殿下にい
たる約四O米で 、
深い
部位

では二・
五
米に
及んでい
る。こ
の
土層の
文化層は四
次に亘っ
て
堆積さ
れてい
る。

上
層は
現代層で
土
管、
煉瓦、
糸金、
コ
ン
クリート
片などを
含み 、
三
O米の
部位には
深さ一
米のピ
ット
となっ
てい
る。

第二
層は明治層で
ある。
石
燈寵笠石や中台、
玉
垣石の
破片が埋まっ
てい
る。
瓦には
軒丸と
軒平のつづい
た
第二到がある。
陶磁器片は

江戸期の
もので
李朝高麗鉢の口
縁が混じてい
た。
包
含層は
崖の
中段に
あらわ
れた石垣に
達してい
るが、
石
垣は後四
O糎内外の
切石で
築

き裏ご
め石がある。
こ
の
石垣は
熊本城石垣とは
全く別な
築方で 、
おそらく藤
崎台に
工
兵営が
建てられたと
きの
もので
あろう。
遺
物は'

こ
の石垣のうちを
地
均しした
ときに
包含した
もので
あろう。こ
の
層の
下は
地山の
赤土で 、
崖に
そうで
西に
傾斜してい
る。

第三
層は
東より七・
五
米にはじまり、
一
・

五
米の
厚さで
ある
が漸時に西に
向けて
降り一
九 、
四
米で
誠壁よ
り没する。

赤土の
混土層で

点々
と土
師杯片や瓦片を包含する。
丸には
筒瓦があっ
て
第二
類をみ
ない。
こ
の
層は
第二
層の
石垣
構築の
ときには 、
すでに
成立してい
た

もので 、
すなわち 、
江戸
期文化層で
ある。

第四層
出
抑の
中段に灰石を並べ
た
排水
溝がある。一
三一・
五
米にはじまり三七・
四
米に
終る、
こ
の
溝の
西
端部は、
南北にのびる下の

石垣線に
交っ
てい
る。
石垣の
外側
裾に
あたる
部位に
包
含層がある。
暗褐色の
固い
層で
瓦、
陶磁
片 、
木炭が
堆積してい
る、
瓦には
珠文尾

長左巴
文や
筒瓦があっ
て 、
江戸後期の
もの
を
含まない。
この
文化層は
南近えのの
桝型石垣を築い
た
頃に
近い
年代で
ある。

このように
藤
崎台西
側躍は池田低湿地にの
ぞむ
急僅の
上位で
あっ
て
人工は
加わっ
てい
なかっ
たが、
熊
本城西
端の一
角として桝型の石垣

が築か
れると、
その
北につづ
く部位で 、
陸
栴の
固めの
石垣が築かれ、
台上の
廃
物は
石垣
栴に
堆積して
第四
層の
文化層を
形成したので
あ
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る。
その
後に
藤崎宮北側の排水溝の出口
となり 、
更に
藤崎符移転後に
軍用地となると 、
土どめ
の石垣を
きづ
き約一一一
米の広さに
拡張さ

れ 、
藤崎宮の廃
材が盛土のなかに埋め
られた
ので
ある。
その
後更に
約一
O米の
張出しが
出来て 、
このなかに
昭和の廃物捨
て
のピット
が

掘られたので
あっ
た。

こ
のよ
うに
台地
端の
斜面地に 、
台上人文の
変遷を一ホ
す 、
文化層を形
成する
のは、
興
味深い
ことで
ある。

五

出
土
遺

藤
崎

物

.þ、口

坂

来壬

尭

本

藤崎台の丘
脚をうるほ
す井町斤川の
流域に
は
縄文 、
弥生
時代の遺跡が
あり、
こ
とに
古墳
時代に
なると
富尾 、
釜尾 、
本妙寺山 、
千
原 、
万

日山などに
古墳が
群在し、
横穴古墳は藤崎台よ
り
東につx
く古
城 、
西
出丸南
崖監物台東屋などに
群をつ
くっ
てい
る
ので、
藤崎台に
も、

それらの遺跡や遺物が
存在したで
あろうとは充分に
考慮されたが、
今次の調査で
は 、
それらの遺物を
確めるこ
とは
出来なかっ
た。

藤崎台は
藤崎宮九百
余年の鎮座地で 、
度々
の炎上、
再興が
あり、
又熊本城の一
郭として石畳が
築か
れ 、
武家屋
敷が
営ま
れ 、
更に
明治

以
後は工
兵隊の営舎 、
作業場と
なり、
一
部には
監械も
建て
られた。
大正、
昭
和となると
陸軍病院敷地となっ
た
ので、
それらの遺構や遺

物は土中に
混在し
たと
考え
られる。
調査は正
規の発掘トレン
チ
を
設ける
こ
とが
出来ず 、
プルトl
ザで
現代建築遺
構を
排除し、
その押土

のあとに
現われた
土
層の
変化をみて 、
部
分的に
精密発掘を施
すとい
う
変則な調
査で
あっ
たために、
表土の三
|四O糎の深さに

包
含され
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定するもので
は
ない 。

た一
切の
造
物は、
調査員の
自にふれるこ
となく残し去っ
たので
あっ
た。
従っ
て
古代の
遺
物についての
記
録を欠くこ
とは 、
その
存在を否

- 42 ー

藤崎台の
中
央に
東西にわたる
長い
溝を
境として、
その
南
半を麗
崎宮祉と
認定し、
プル
トl

ザによる
排土の
あとに 、
るらわれた
黒土の

部分を調べ
て
包
含遺
物を検出した。
遺物の
うち 、
もっ
とも目だつ
ものは
瓦片と
岡磁
片とで
ある。
瓦は石昼上の
矢倉や藤
崎宮の
経蔵など

が
共存するこ
とか
らして 、
その一
切が
祭器として
不
都合で
はない。

;1との井戸出二|二!日の一部第27閃

の
もの
として
異論あるまい
が、
陶磁器に
は

神酒瓶や
燈明台などの祭器もあるが
最も多

いの
は
江戸中期以
降で
は
比
較的
裕福な家庭

の一
般
什器と
大した違い
がない
もので
あっ

て、
果して
藤崎宮使用の
もの
かどうかにつ

い
て一
応の
疑問をもつべ
きで
あろう 。

出土地
は本殿祉の南北の
井戸の
周辺と、

本殿の
背後に
あっ
た厨
殿の
周辺に
於ける
穴

に
限定され、
厨
殿は正平文書の
竃股に
相当

するもので、
調理した
鰻が献
供されたこ
と

か
ら
すれば
生活什器が存在するこ
とは当然

な
相で
あり、
それらの
器形に
純然たる祭器



っ
てい
る。
古式の
杯でめる。

1 
土
師器

主として
本殿祉周辺のピ
ット
出土で、
大小ある

が、
すべ
て
糸切底の
杯で 、
献
健 、
酒杯、
競明肌と

して
使用された
もので
あろう 。
この
種の
土師杯は

(土師器)

延
喜式に
「
清器」
とかL
れた
祭器のうちで 、
現代

まで
伝統を
保っ
て
製作されているが、
通じて、
ロ

出土遺物

縁が
外に
反っ
てい
る
ものが古く、
内にふ
くらみ
を

もっ
た
杯は
江戸
後期に
あらわれる。
古式の杯数十

第28図

枚の
破損口聞が一
括して
埋
納されてい
た
ものがあ

り
一
面江戸後期の
陶磁の
破損品と一
緒に埋めら

れた
杯に
は
新しい
形式があっ
た。

第部
図1は
本殿祉の穴に
埋め
られてい
た
多数の

界片の一
で口
径一
O糎 、
高
さ二
糎の
糸切底で、
口

縁は
外に
反る。
粘土は
粗く
指痕が回線としてめ
ぐ

第お
図3は
北の
井戸出土で口
径八・
三
糎の
小形で、

第お図2は
北の
井戸
出土で口
径
二一・
五
糎の
大形で 、
作りは
古式で
ある。
口
縁に
煤がつい
てい
る。
燈明皿で
あろう 。

2 
瓦
器

口
縁は
内ぶ
くらとなり、

粘土は
精良で
住上もよい。
新式で
ある。
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容器としての
鉢と炊具のへv
ツ
イが
ある。

第却
図は口
径一ニ
O糎の
深鉢で、

- 44 ー

口
縁は
外に
直角に
曲っ
て
巾五

糎の
平縁となる。
外縁に
そうで
回線をめ
ぐらすだけで、
特別な

装飾文は
施されてい
ない
が、「佐」
や「丸」
などの
文字が刻まれ

(文字のある土器)

てい
る。
この
文字は
保管者又は
保
管場所を示
すもの
としては、

明瞭で
は
なく 、
かつ
乱
雑で
あるので
単なる
戯刻で
あろう。
長い

礎列の
南のピット
出土で、
乳
軸ある
陶の
鉢や「
勘辰」
のスタン

プ
を圧文した
平瓦
片があっ
た。
こ
れと同型の
瓦器深鉢の
巾四糎

出土遺物

の
平縁に
「千」
「
代」
の
刻文ある
片が
ある。
叉瓦器底部の
支脚

が
出てい
るが、
この
種の
深鉢には
支脚つ
きもあっ
たよ
うで
あ

第29図

る
。南の

井
戸の
南
側ピットで、
九耀文の
軒丸瓦や軒平瓦、
ヘ
ツツ

イなどと一
緒に
埋まっ
てい
た瓦
器の
火鉢口
縁は口
径四O糎に
復

原され、
肥厚した口
縁の
下に二
条の
隆起帯がめ
ぐり、
口
縁との

聞に
八弁の
菊花文が
連続して
押型されてい
る。
こ
の
種の
菊花押

ぃ。
その
年代は
平安時代中期には
既に
あらわれて、
その
後長くつHふ
いてい
る。

型文は 、
ま
れに
須恵の
鉢にみか
けるが、
瓦
器には 、
その
例が
多

ヘ
ツツ
イは口
縁の
内側にナベ
の
底を
支える三つ
の
突起が
ある
もので 、
腹がふくらん
だもの
が
多い。
本殿の
背後に厨
殿があっ
たので



床上
炊きんの
炊具で
あろう 。
その
個体数が
多いこ
とは 、
長い
年代にわたっ
て 、
調理した
神棋が
奉られたこ
とを示
すもので
ある。

3 
陶
器

深鉢、
査 、
燈明台 、
土
瓶と
茶茶碗な
どがあり、
特に
摺鉢が多

高田焼の茶椀

ぃ。
煤のつい
たナベ
がある。
アメ
粕や乳
粕が施されてい
るが、

い
わゆる
有国の百
間
窯製品が
多い。
肥
後窯で
は
高田の
茶碗 、
小

代の
壷と
鉢と
があり、
楠浦の
鉢も一
片見受ける。
師
殿用で
あ

第30図

る。第釦
図は
東北
部ピ
ット
出土の
高田
焼の
茶碗で口
径一
O糎、
高

さ
六・
五
糎、
褐色
軸で
桐花と十六
弁
菊花の
象
械が
ある。
第担
図

は口
径三五
糎、
高さ一
六
糎 、
底径一
四、
五
糎口
縁は五弁の
花形

縁につ
くり乳色
軸が施されてい
る。

小代焼の
査は
礎列南のピ
ットで
刻文字ある
瓦
器鉢口縁
(第却

小代焼の大鉢

図)
と一
緒の
もので 、
径
二一・
五
糎の
球形で口
縁に
半円形の
窓

がある。
祭器で
あろう。

楠浦焼の
鉢は口
径二
四糎に
復原される口
縁部で
底は
欠けてい

第31図

る。
全面に
黒褐色の
軸がかかってい
る。

4 
磁
器

- 45 一

大小の
鉢、
皿 、
蓋っ
き
2 、
茶
盤 、
神酒瓶 、
徳利 、
燈明台、
な



ど
さ
ま
ざ
ま
で 、

そ
の
数
は
捗
し
い
。

こ
と
に
大
小
の
飾
り

皿
の
多
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

有田焼の大鉢(内面)第32閃

第
沼
図
は
本
殿
祉
の
北
井
戸
出
土
で
伊
万
里
焼
の
大
鉢
で
あ
る 。

口
径
三
六
糎 、

高
さ
一

四
糎 、

口
縁
は
大
き
く
聞
き 、

底
は
二
段
と
な
っ
て
径
一

七

糎 、

内
面
に
松
竹
梅 、

外
側
に
菊
の
藍
染
付
が
描
か
れ
て
雄
大
な
感
が
こ
も
っ
て
い
る
。

第
お
図
は
有
田
焼
の
血
と
処皿
の
蓋
で
藍
染
付
で
松 、

山
水 、

唐
草
な
ど
が
入
念
に
描
か
れ 、

又
窯
印
が
あ
る 。

- 46ー

有田焼の大鉢(外面)同



粟 田 焼 ( 本社社北側 出土)

( 外国 )有 田 焼

で

あ

る

。

口

径

一

四

糎
、

情明

白

岡

は

本

肢

は川

北

側

ピ

ッ

ト

出

土

で

柴

田

焼

の

飾

り

肌

口

縁

は

く

{子

型

に

反

り

巾

焔恨

の

一微

を

つ

く

り
、

五
F

弁

と

な

る

ロ涼

に

唐

草

を
、

底

に

松

葉

を

描

い

た

上

品

な

作

で

あ

る

。

第34図
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5、
舶載の
陶磁器(第お図)

1 
は
交祉青磁で 、
大きく聞い
た四花弁の口
縁部で
径約一
四

糎に
作図される。
粕厚くして
明るい
色調で
ある。
本殿祉

出土。

舶載青磁

2 
は
宋代李朝青磁で、
口
径二七
糎に
作図される
鉢の口
縁片

第35図

で
ある。
く字型に
開八
口
縁の
外側に
花弁が並んでいる。

紬は
厚い
がやL
にご
り、
小さくヒピ
が入っ
てい
る、
排水

溝出土で
ある。

3 
は
朝鮮の
陶らしい。
口径一
O糎 、
深さ六
糎のマ
リで
底部

4 
は
李朝高麗青磁の
口
縁
部で 、

紬の
色調と和して
暖い
感が
ある。
本殿東北ピ
ットの
三
号出土で
ある。

を欠いでいる。
腹部中央がしまって下ぶくれとなり、
乱

口
径
二二
糎 、
十弁の
反りがあり、
外側に
葉脈
状の
隆起があっ
て 、
蓮葉のよ
うにみ
える。
ふ
くらみ

ある処血で
ある。
灰
乱状の
粕に
小ヒピ
がある。
北の
井戸出土

5 
貝

器

大形のハマ
グリ
貝が
数個ある。
献供の
うつ
わに
利用された
もので
あろう 。
こ
うした
例は
少ない。

瓦藤崎台出土の
瓦の
うち 、
こL
で
問題と
するのは 、
藤
崎台南半地区の
遺
物包
含ピ
ット
や井
戸 、
石塁などの
出土で
藤
崎宮と
熊本城とに
関
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係ある
瓦で
ある。
こ
れらの瓦に
は長い
伝
統をもっ
たものと、
新

らしい
形式の
ものとのこ
類が
ある。

第一
類(A
式)
第お
図

筒瓦をともの
うもので 、
こ
の式の瓦
は飛鳥時代以降の伝統

で 、
軒丸
瓦や軒平瓦に
は、
時代の特徴をあらわ
す文様が型作

りされてい
る。
藤
崎A
類瓦の
文様は、
軒丸で
は珠文巴と九
耀

瓦

文とが
あり、
軒平で
は巴
唐草と九耀唐草とが
ある。

( A式)

軒丸で
比
較的大型で
巴
の尻が長く 、
珠文の数が
多い
ものは

室町時代か
ら江戸
初期に比定さ
れる
が、
九耀文が
細川氏入
国

第一類

以
後の
瓦で
あるこ
とはい
うまで
もない。

第二
類(B
式)
第訂
図

第36図

筒瓦がなくなっ
て 、
こ
の部が
弧状となっ
て 、
平瓦の右端に

筒瓦のか
わとなっ
てい
る。
軒丸は小さくなっ

かぶさっ
て 、

て 、
軒平と
連続している。
小型となっ
て
扱い
やすく便利な式

となっ
た。
現在の
瓦は、
こ
の
式で
ある。

軒丸は小さくなり
軒平の
唐草も
簡略化されて
流麗さを
失つ

てい
る。
九
耀文瓦が
多い
が巴
文瓦もある。
巴文
はオタマジヤ

- 49 -

クシ
状の
すん
ぐり型となっ
て 、
も
はや前代の荘重さ
はみられ

向、、。
中山L
(第泊
図5・
8)



第37f呈l 第二類 ( B 式) 瓦

第381羽 B 式の車f瓦

- 50ー



本
殿
祉
の
瓦

こ
の
地
区
に
は
本
殿
の
外
に 、

京
社 、

凶
殿
な
ど
が
あ
っ
て 、

瓦
の
所

属
し
た
建
物
は
明
ら
か
で
な
い

。

南
の
井
戸
の
南
の
ピ
ッ
ト

E
に
は
A
式

南
井
戸 、

北
井
戸
に
は 、

A
式、

瓦
だ
け
で
大
型
の
軒
丸
に
尻
の
長
い
巴
や
九
昭
文
瓦
が
あ
っ
た
(
第
泊
関)

B
式
が
混
在
し
た 。

附
肢
の
北
側
に

あ
た
る
東
北
区
ピ
ッ
ト

で
は
軒
瓦
は
B
式
で
あ
っ
た

。

本
般
社
出
土
の
平
瓦
に
「
土
山

瓦

い
る
。

(
第
的
関)

ヨL手4・証守式A 第39図

申ノ
正
太
」

の
銘
が
押
圧
さ
れ
て

木殿JilJH土の文"，;.:]i[.第40図
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経蔵祉の
瓦〈
第姐図〉

A
式のみで
B
式瓦を
くわえない。
9
図の
軒丸瓦

- 52 一

は
径一
五
糎の
大型で
十三の
珠文をめ
ぐらし、
巴は

細く尾を
引い
てめ
ぐっ
てい
る。
日
図の
軒丸は
径

六
糎の
大型で
九耀文は
力強い。
平瓦、
桟瓦、
筒瓦

経蔵祉出土の九摺文軒並L瓦

がある。
平瓦の
「
元禄五
申
土山000」
の
銘は、
こ
の

瓦の
製作さ
れた
年を示
すもので 、
九耀文の
軒丸

こ
れにつ
ながると
すれば、

瓦が、

巴
文軒丸瓦は

「
元禄五
年」
よ
り
前代の
ものとなるので
あろう。

西南隅桝型石塁出土瓦

第41図

石垣の
裏込土に
含まっ
ていた
軒丸瓦
で 、
径一
六

糎の
大型で 、
太い
珠文九つ
をめ
ぐらし、
巴は
太く

力強く
尾が長い。
室町
期の瓦で
あろう。

文字ある
瓦

本殿祉周辺、
井戸 、
経蔵祉などか
ら
点々
と出土

し、
筒瓦、
平瓦にス
タンプ
として
押圧されたもの

で
ある
が、
本殿祉で
はB
式瓦に
「土山三
O」
第

却
図1)
が
ある。



e諸冨宙滞軍高畠割長九

折型石畳出土の軒丸瓦

年号を
祈すものには「
元禄O未ノ
五
O」

図
「
元禄五
申
土山000」

正太」(第必
図2・
本殿祉〉「
元

(第叫
図4・
経蔵

第42図

t止
ー「土山
申ノ

O山
勘」(第必
図6・
本殿祉)
があり、
そ

禄十

元禄銘の文字瓦第43図

(
第必

の
他に「
元
禄」銘三がある。
第必図4・
5の「五」

「丑」
が
年号を示
すもので
あれば「
元禄五
年」
と

「
元禄十年」
で
あろう。
以上のよ
うに

製作年号は

禄以前の
ものは
ない。

「
元禄四・
五・
十・
十一
年」
に
わたっ
ていて、
元
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絡 喰 比

第44図 土山 と 小山の 文字瓦

第45図 士山 と 小I L!の文字瓦
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に
は「
元禄O

瓦
窯につい
ては、
元禄銘瓦に
「土山」
が
四つ
あり、
その
他「土山又エ
門」
の銘が
ある
ので、
土山窯の瓦が
多用されてい
る。
第HH
図5

「勘」
が
窯元の人名をあらわ
すと

小山
勘」
のス
タン
プ
が
抑圧されている。
こ
のス
タン
プ
は土山の
ものよ
り
巾が
広く 、

すれば 、
土山
窯元の「
弥ヱ
門」
や「
叉ヱ
門」
とは
別人で
あろう。
小山窯は
小山戸島の
小山で
ある。
小山には
肥後国分寺の尼
寺祉に
推

定される
熊本市渡鹿の
瓦窯祉が
ある。
第必
図の「
元禄O未ノ
五
O」
や
第伍
図1・
6・
8には
「
勘」
の銘があり、
叉小山窯で
あろう。

コ
バ
ソ
型ス
タンプ
が
押圧文されてい
る。
新とは
新窯で
はあるまい
か。

又長い
礎列の礎詰石にまじっ
てい
た
軒平瓦に
は、
こ
の種の瓦に
通じた
唐草文とは別な文様が
陽出され 、
その上
縁に「
O間山新」
の

その
他に
「士口」
や「九耀文」
のスタγプ
をおし

た平
瓦がある
(
第必図)。
こ
れらの瓦は
本殿祉や

礎列区から出土した。
九
耀文瓦
は細川
藩窯で
製作

ス タ ン プある瓦

された瓦で、
藤崎宮と、
藩侯との関係を示
すもの

で
ある。

第46図

- 55 ー



長
久三
年紀年銘ある
瓦

長
崎伊太郎氏蔵

この
瓦は
藤崎台よ
り
採取し、
硯に
改造したもの
と
伝えられる
もので
ある。
粘土
精良で
焼き固く 、
上
質の
瓦で
ある。

軒丸は
径一
四・
五糎、
外縁は一
・

八J二・
O糎 、
内圏との
聞に
珠文十六を
配し 、一房に
「長久三
年」
と
対読に
陽出する。
文
字は
力強く

気回聞に
富むが「長」
の
上が左
字となっ
てい
る。
アゴ
の
厚みは
約二糎で 、
筒部接着の
跡に
条痕がある。
円硯に
仕立てL
い
る。
(第訂
図〉

長久三年銘あ る 軒丸瓦第47図

この
軒丸瓦が
藤崎台出土で
あれば、
藤崎宮鎮座
後、
約百
年を
経た
頃(一
O
四二)
に
瓦
葺の
建
物が存
在したこ
とを表すこ
とに
なる 。

こ
の
度の
調査で
見出した瓦は、
珠文尾長の左巴
文瓦が最も古い
もので 、
その
年
代は
室町
期をさかのぼらない
もので
あろう。
平瓦片に

しかし、
井
芹川
筋の
耕地をの
ぞむ藤崎台のいづこ
かに、

さ
え 、
平安時代に
入る
もの
がなかっ
た現
在で
は 、
この
瓦の
藤崎台出土につい
て一
応の
疑い
を
残すべ
きで
あろう 。

更に
藤崎台上に
兵舎、
陸軍監

平安期の
瓦
葺建
物があっ
たか
もしれない。

獄 、
病院などが建てられたり 、
一
部は工
兵隊作業場となっ
たりして 、
地形が変貌されたので
遺構や遺
物が
混交し、
その
包含土層が
今

次のブル
トl

ザl
作業で 、
すっ
かり
排除されたこ
とも
あり
得るので
ある。

- 56ー



- 57 一

第-181苅 長久三年銘粁メL瓦実測|苅



第

章
藤

崎

八

幡

宮

資

料

一一一藤
崎
八.

幡
宮
文
書

杉

雄

解
説
校
訂

本

向

解

説

藤
崎八
幡宮は、
その
社記によ
れば 、
九三五
年、
朱
雀天皇の
承平五
年
(
ト説肌一一一
梓) 、
平
将門追討を
祈っ
て 、
石清水八
幡宮を勧請した

九州五
所別宮の一
社で
ある。
五
所別宮とは 、
筑前大
分宮、
肥前千栗
宮、
肥
後藤崎宮、
薩摩新田
宮 、
大隅正八
幡宮で
ある。
当社鎮座の
日

に 、
勅
使の
持つ
藤の
鞭を三つ
に
折り 、
三か
所に
埋め、
奇瑞によっ
て
神宮の
感応を
求めたとこ
ろ 、
此
所に
挿した鞭が
枝葉を生じ
たので 、

藤
崎と
名づ
け宮居を定めた
とい
うo

藤
崎八
幡宮文書九十九通は、
およ
そその
内容に
従っ
て 、
由緒文書、
武家文書、
造営文書、
補任関係文書、
祭事関係文書、
神竜院以下

書状及び
寿永二
年旧記の七
種に
区分され、
それぞれ
巻軸に
仕立て
られ、
十
本に
なっ
てい
る。
ここでは
巻子本に
収載されでい
る順
序に
従

っ
て
載せるこ
ととし、
かっ 、
近世
初期寛永、
万治
年聞の
文書も、
一
応そのままに
収録した。

それぞれの
巻軸は 、
中世にお
ける
藤崎八幡宮の
歴史解明に
必要な
手がかりを
与える
文書を収めており、
中世前期より後期にい
たる神

社造営方式の
変化 、
ならびに
社家集団の
構造と
機能などを伺うに
足る重
要な
史料が
多い。
こ
とに 、
「
寿永二
年旧記」
巻軸に
収載さ
れて

い
る「
追加及近評定写」
は
貴重で
ある。
即ちその
前半「追加写」
の
部分は 、
御成敗式目、
寛喜三
年の
追加法の一
本として
知られてい
る

もので
あり 、
また
後半「近評定写」
は
嘉禎四年、
暦仁元年、
延応元年、
同二
年、
仁治二
年などの
評定衆評定を
集めたもので
ある。
こ
れ

らは
何れも通称
藤崎本として
中世法制史研究上
有名なもので
ある。

。。



藤
崎
宮
文
書

由
緒

書
文

武
家
文
書

同同造
営
文
書

同祭
事
関
係
文
書

補
任
関
係
文
書

神
竜
院
以
下
書
状

寿
永
二
年
旧
記

由
緒
文
書後奈良天皇

倫回目(蹴)

(
包
紙ウハ
書)

「
藤
崎八
幡
宮
社
官
中

九九通
五
通八O 

(写)

七四占
ノ 、七七四

当社者承平年中草創、
霊験無双
都部尊崇之
神明也 、
然市頃年

右
中
将
憲世」

旧
貫云々

、
克
神
妙

以来、
惣国乱逆回
禄及
度々

、
半断絶之
処‘
忽企
造営寺社悉
復

叡感不
浅者也、
弥全修造之
功、
可
令致国

家安泰之
懇祈者、
天気如此 、
悉之 、
以
状 、

享
禄二
年八
月二
日

右中
将(花押)

藤崎八
幡宮社官中

2 
後奈良天皇女房奉書

文の
やうひろうして
候、
ひこの
くに
藤さ
きの
やしろりんしの
御

れい
に、
五百
疋たはり候、
めでたき
うち
/，、1
申入て
候、
よ
く心

候て
申候、
猶々
心候て、
おほ
せまい
らせ
候、
このよし心へ
候、

かし
く 、

(
端裏)

「勾
当
内侍
享禄二
八
七」

(
切
封ウハ
書)

「塁
引」3 

後奈良天皇牽書

藤崎宮
鳥居
勅額事、
令
奏聞相調進候、
早々
造畢之
条、
為天

下惣別主
珍重
候、
弥可
致安泰之
御祈一時之
旨、
可申付候回目候、
白

状如件、六
月三
日

(花押)

鹿子木参河守殴

(
包
紙ウハ
書)

「
鹿子木
参河
守殿」

nu

 

RJV

 



4 
後
奈
良
天
皇
女
房
奉
書

文
け
さ
ん
に
入
て
候 、
布
ち
さ
きの
宮の 、
か
く
の
御
れ
い
に
千
疋
た
は

り
候 、
め
で
た
く
お
ほ
し
め
し
候
よ
し
申
候 、
猶々
こ
の
よ
し
心へ
候ベ

く
候 、
か
し
く 、

(
端
褒)

ー「仰
天
文
十
二ハ
三」

(
切
封ウハ
番)

「
国軍引」

5 
藤
崎
社
神
体
注
文
案

(
端裏
書)「

御神体注文
案」

注
進

八
幡
藤
崎
宮 、
玄
年
二
月
廿
四
日
御
椴
股
炎
上
時
之
焼
失
候
御
神
体
注

文
事、合

一
大
宮
殿

一
宮
御
長
三
尺
錫

イ曽
体

杖

二
宮
御
体
三
尺

三
宮
御
体
三
尺

一
若
宮
四
所

二
所
御
長
二
尺

二
所
御
長
二
尺

右
注
文
如
件 、

正
和
元
年
七
月

武

家

文

書
�宝

冠

{谷
体

蓮

女
体

花
2宮

俗
体

童
体

日

(姓欠く)
淡路守書状

当
社
神
馬
事、
於
向
後
者 、
以
敬
心
之
儀 、
止
地
頭
方{
締
上
者 、
社
僧
拝

至
徳
四
年
六
月
作
日

社
人
中 、
孔
子
次
分 、
可
有
其
沙
汰 、
弥可
被
致
祈
鱒
精
誠
之
状 、
如
件 、

淡路守ハ花押〉

藤
崎
社
僧
社
人
中

2 
藤
崎
八
幡
宮
供
僧
神
官
等
・甲
状

八
幡
宮
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肥後国
藤崎供僧神
官等申、

当大菩薩者、
朱
雀院御宇承平年
中草創也、
原
御願由来者、
為

朝敵相馬
小次郎平
将門誌罰、
鎮西
被建立五
社、
其中一
宮是

也 、
諸国
奉崇敬八
幡何以為同神、
雄
然当官者、
異子余社、
依

有凶
徒退治御願、
四
海静誼誓約 、
一
天
泰平擁護 、
有此宮、
然

寸ゴ『巳、

則代々
将軍 、
専依当社之加護 、
開弓箭之運 UZ在之
携武門之
人、

争不
帰依哉 、
雄非先例、
暫以勧進之
儀、
奉造立
神般 、
行神事

祭礼 、
欲致天下安全之
御祈一瞬、
此時
無修造者、
待何年
哉、
殊

以当御
障者、
大菩薩御敷地也、
以之
為幸 、
有此理
御感者、
何

不
成功哉 、
就中御
陣中、
皆以神領彼畠等、
有祭礼課役之袋、

雌
為一
年不
作、
可
及損己 、
何況於多年
哉、
社壇零落目前、
故

(マ、)

不
載筆 、
去応安年中佃録後者、
神官等向礎致再拝 、
数而
有

齢、
何社家一
同
建言上、
如件 、

康応元
年六
月
日

3 
藤崎宮番帳

(花押)

定

日u'RHV

を官mq切れν
hロbF

番
今者隈部筑前
方知行

二
番

今者隈部筑前方知行

番
今者隈部筑前方知行

四
番

今者膳夫左ヱ
門次郎

今ハ
隈
部筑前方知行

五
番

今者左近太郎

六
番

町屋
敷一
丁

七
番

清
別
当

八
番

九番十番
宣

命

大
木

有 中
武 務

土
器

乙王
丸虫日

小犬丸
鬼三
郎

亀王丸
弥
使

鳴
山

村
頭

高
塚

寺
主

三と口
継使

徳
武

楽
行

=と口
行
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新宝庵下屋敷分

十一
番

十二
番

十三
番

十四
番

十五
番文安六

年
目
四
月十五日

4 
藤崎宮番帳

定
八
幡藤
崎宮番次芳

四五

(ウラ)「
惣
所出田山
城守殿
御
代
番帳
御
もち候」

番番番番番

�・IT 鬼士日宮
良R

藤丸永坂 丸

田
楽力

ムノ 、

番

左衛門大夫

友

七

尾

番

椙

納
カ日
守

八

次郎左衛門

番

清別当

九

崎

番

森

童子丸

十
番

十一
番

所 司

政 所

友
清

十二
番

本

司

友
清

右任先例所盛定也、
守此之旨無慨志 、
一
日一
夜可
有勤仕者也、

的所定如件 、

文明四
年
厩
四
月十五日

所
司
(花押)

政
所
(花押)

5 
早岐初政寄進状

為幸松丸
祈
一瞬、
亀井之
内田
地一
段奉寄進、
右意趣者、
為持亀齢

椿算武運長弓也 、
次本領石
村知行之
時者、
八
町之相残四ケ之回

地之
事、
如前々
永代可
為御神領、
然関連続所仰御丹心也 、
的願

文如件 、文明九
年二
月廿九日

早岐山城守源初政(花押〉

郎丸
蔵人大夫殿
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6 
菊池重
朝書状

藤
崎宮上
葺事申出候処、
各依奔走、
被遂造営功候之由承候、
目

出候
何葺
合遷宮等祝儀事
任先例宮内荘給人可
有催促候
以

前書状一
覧候了、
自是も可致嘉礼候、
恐々
謹言、

六
月二日

(
花押)

重
朝

出回山
城守殿

7 
鹿子木親員書状

彼子細 、
嶋崎越
後方淵上
式部方ユ
て
被相澄候、
此
名田

百
姓
連
続
之
者 、
如
前
身
可
相
勤
候 、

おりまし之調申澄候問、
合志左衛
門方如先規可相勤之
由所定

候、
可
然候、
於以
後不可
有難渋之
儀候、
以
彼百
姓社役不
相
叶候

て、
罷失候、
圏中成敗之
儀
寄々
申候 、
為後日
以一
書申候、
恐々

謹言永正十六
年
肥

八
月十五日

親員(花押〉

藤崎宮社家中

8 
大友
菊

重治
義

書状

池

武

(包紙)
「忠一引」

為歳暮之
嘉例、
祈縛之
巻数給候、
目出度候、
猶期明春候、
恐々

謹言 、十二
月廿六日

藤
崎八
幡宮社司供僧中

9 
菊池義武書状

以御神慮感応 、
令入国
候、

重
治(花押〉

為祈
稽巻数一
染給候、
所希候、
弥於

三
月十三日

御神前、
国
家治世祈念所仰候、
恐々
謹言 、

義武ハ花押)

藤社 崎
き 宮1 0  

菊池義武書状

為入国
祈稽、
以御
精誠配険給候、
珍
重候、
弥勝軍破敵之祈誠、

所仰候、
恐々
一謹言 、

十月六日

義武ハ花押)
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宮苛坊
三
郎丸治部少
輔殿

其外社家中

1 1  
鹿
子木寂心
開書状

末永名之
事承候、
両上使為分別、
古庄弾正左衛門尉領地和泉圧

之
内寺田
名 、
為代所先裁判候、
別所代地到来之時 、
如前之以調

六
月品川日

法可
有還附候、
恐々
謹言 、

寂心(花押〉

藤
崎宮社家御中

武

家

文

書

加藤
清正
寄進状
(断)

藤崎八
幡宮為神領、
以回
畠百石
令寄進候、
的如件、

天正拾六
九
月八日

神主

加藤主計頭
清

正(
花押)

2 
藤崎宮神領
配分状

藤崎宮御神領

高弐百石を
以、

内五
十八石を
右ぷ十一
人に
被下 、

内弐
拾五石を
今AO六
人に
被下 、

此内五
石五
斗末永、
五石五
斗宮坂 、

五石五
斗兵部 、
四石四
斗森
崎、

内品川石者 石杉尾、
壱石副別当、

法印へ
被遣 、

慶四
十一
月九日

残メ八拾七
石ハ、
法印と代官-一
御預ケ
被成候者也 、

右為
後日
如件、

寺社中
3 
加藤
清正書状

尚以神領之
儀、

候、
以上、

みのへ
金太夫(
花押〉

ハ
黒印)

(断)
例年相渡候哉 、
別借候事候者、
重而可申越
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品世田禰平兵
衛差越ニ
付而 、
為音信
素麺一
箱井火縄十筋到来祝着候、

此面弥無別
条候問、
可心
安候、
猶下川兵太夫可
申候、
謹言、

七
月三日

宮内寺社中 清正(
花押)

4 
加藤清正
書状
(断)

以上

御祈博之
巻数並杉原十帖到来 、
令祝着候、
弥御祈念肝要候、
巻数

之礼 、
追而自是可
申遣候、
此面無相
替儀候問、
可心
安候、
猶下川

兵太夫可
申候、
恐々
頓首 、

六
月二日
清正(花押)

藤
崎八
幡宮寺社中

5 
相田
内
匠書状
(断)

以上

肥
後守殿為御見
舞三
郎丸蔵人被差越候
儀、
御祝着被成候、
拙者J

能々
相心得可
申入
御意候、
向様罷下候刻、
可
申達候、
委曲三
郎丸

可
被申候条、
不
能細筆候、
恐慌謹言 、

三
月十五日

相田
内匠〈花押)

藤崎八幡
神主
中人々

中

6 
下川元真書状
(附)

御状本望に
存候、
忠広様為御見廻 、
従寺社中鬼丸権少副被差上候

儀
一
段被成
御満足候、
如書中 、
今度江戸御仕合よ
く被成御上洛

候、
愛元弥御無
事候問、
可
御心
安候、
随而
御祈幡之
御札並杉原十

帖・扇
子壱
本、
被懸御意候、
遠路別而
恭存候、
愛元仕合よく御供

仕罷下候節、
面上にて
可
申達候、
恐柏田謹言 、

七
月廿三日

下
川又左術
門尉

元
真
(
花
押〉

八
幡
宮寺社中御返

事
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7 
輝江主膳
書状
(断)

以上

忠広様為御見廻、
鬼丸
権少副被差
上せ 、
遠路別而
御
満足被成候、

臨而
我等方迄 、
御状井箱入
候扇
子弐
本送り被下恭存候、
何も頓而

罷下可得
御意候条 、
書中不
具候 、
恐
憧謹言、

七
月廿五日

柳時江主膳(花押)

宮内寺社中御報

8 
時江主膳書状

以上

虎松様御元服為御祝
儀 、
従寺社中一
人
被差上候、
則相田
内匠披
露

申候
処ニ 、
一
段御機嫌能被成
御満足候市可
御心
易候、
委敷者内匠

方より可
申入候、
臨而
我等方迄 、
扇
子箱λ弐本送被下
恭存候、
何

もへ
御心得願入
候 、
恐
慢謹言、

一一一
月八日

暢江主膳(花押)

郎丸
蔵人太夫様

御報

9 
加
藤正
方書状
(跡)

以上

豊
後様御元服付而 、
遠路人を
被上
御太儀存候、
拙者所へ
扇
子二本相

入給、
満足ニ
候、
御普請
早々
仕
舞帰国之刻可
申達候、
恐憧謹言、

三
月八日

藤寺崎社中
参る

10 
士口倉六
兵
衛書状

以上

加
右馬允

正
方(花押)

(耐)

旧冬
為上
意、
虎松様御元服之
儀被仰出 、
被為任松平豊
後守様一一 、

殊
御名乗
御字迄被成御拝領候 、
御外聞
御実無残所御仕合共-一両御

座候、
就其為御祝
儀 、
社家中よ
り
御
使者
御前様江杉原十帖・
五
明壱
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本御進上 、
御序を
以御披露申候、
遠路之
所別而
御満足被思召候、
拙

者ユ
能々
相心得、
御礼可
申入
旨ニ
候、
次ニ
五
明二
本被懸御意候、

御懇意之至、
難申尽
候、
委曲御使者へ
申渡候問、
不
能具候、
恐々

謹言三
月九日

吉倉六
兵衛(花押)

社家中人々
御中

1 1  
三
郎丸
能治害状
(
断)

以上
謹耐
奉言上
候、

虎松様御元服 、
殊以被任松平豊
後守様之

然者

由、
皆々
傾祝不
斜奉存候、
国技
御祝儀為申上 、
従寺社中一
人進上

仕候、
巻数並杉原十帖・
末広一
本御祝言に
候、
倍於御神前、
御武

運長
久国家安穏之御祈掛冊、
無怠
慢可
奉抽精誠候、
此旨宜
預御披露

候、
恐
悼謹言、

二
月十四日

一
郎丸
蔵人太
夫能治(花押)

寺
社
中

時
江
主
勝
正
殿

相田
内医助殿

1 2  

(附)

細川忠利書状

己上

八
月十三日之
芳
札令披
見候、
藤崎八幡宮造営相調 、
八
月十二日選

官成就之
由、
珍重之至
候、
御札御神酒御
供米被差越候、
何茂令頂

戴候、
猶加々
山主馬可
申候、
恐々
謹一言 、

九月七日

越中忠利(
花押〉

神謹寺法印

三
郎丸蔵人太
夫殿

行
藤
左
近
太
輔
殿

1 3  
林元智書状

太守年頭之
御祈
稽執行之
由ニ
而 、
御札於其許被指上候通
被聞召 、

御満足之
段、
自我等方可相達旨エ
候間如斯候 、
恐々
謹一吉田 、
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二
月廿七日

藤崎宮社家中

林外記
元智(花押〉

1 4  

(附)

加々
山主
馬
書状

藤之御連寄百的、
夏中千
句余井神酒御肴両種、
如例年可上候、
即

披露申候処ニ 、
可
有御頂戴旨候、
恐々
謹言、

七
月九日

加々
山主
馬
(花押)

藤崎寺社中
1 5  

(
断)

林太郎四
郎書状

今
度八
幡宮へ 、
肥
後様御太刀
就
被成御奉納、
為御名代田
中弥次右

ヱ
門致社参候処、
成神前之
儀式、
無残所御祈念、
被抽誠
精之
由に

て、
御札並神酒
被差上候、
則懸御目候処、
被為成御満足
旨に
て、

御
札神酒
被成御頂戴、
被成遺御書候、
弥我等かたよ
り
相心得 、
可

申入
旨 、
被成御意候間如此候、
猶期後音之時
候、
恐々
謹一言 、

極月十九日

林太郎四郎(花押)

寺社中
神主蔵人太夫殿御報

1 6  

(
断)

沢村大学書状

尚々
此
社人、
次而ニ
愛元妙解寺なと
見物仕せ 、
又
少々
用之儀共

御座候雨、
今日
迄留置申候、
以上、

三
人之
社人差戻申候問 、
一
筆致
啓上候、
先以六
所大明神遷宮 、
如

御差図、
去
十二日之
寅ノ
刻L、
首尾能相済申、
千々
万々
目出度重

畳
存候、
遷
宮之次分其許λo之
御書付之こ
とく執行申候、
亀太夫

(マ、)

儀 、
御差図之
役儀を
則緒方左近太
夫指南にて
仕候、
別而勝殊千万

之
儀共に
て
御座候、
肥
後様も同
十三日之
朝被成御社参候、
遷宮之

様子を
其億置候而 、
懸御目申候、
殊外御満足不
大形儀共ニ
御座候、

追々
建立之
儀共 、
可
被申付旨御所存候、
三
人之社人共 、
則十三日ニ

御目見へ
仕せ
申候、
委細ハ
社人
物語可
有候、
吉田刑部様へ
も、
遷

宮首尾能相済申候段を申 、
井遷宮之次第之書立、
又絵図なとをも

仕
候而、
差上
申事ニ
御座候、
亀太夫
儀も、
従肥後様御扶持方御合

力米等も
被仰付候、
何も其許へ
も
被越、
御礼可
申上候、
猶期後音

之時
候、
恐悼謹言、

六
月十四日

沢村大学助(花押〉

吉田
菊道様

人々
御中
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1 7  
吉田左兵
衛書状

家来方迄之御手紙令拝覧候 、
然者大明神御遷宮、
弥今晩ニ
而候由、

定一川
先日之
趣ニ
御奉行
所6御
沙汰候一川 、
可相調
様-一
存候、
日
和も

能一
段之御事と奉祝候、
先年も
拙者事社参仕候問、
此
度も可
参様

-一
一被存 、
御知せ之
通件
其意満足
申候、
然共我等
事此中気重ニ
而所

々
を州 、
何方へ
も不
罷出引龍居申程ニ
候条、
社
参申間
敷候、
左様

一
御心件可
給候、
以上、

間六月十
日

端
哀
「
山本←
引」

行
藤
右
衛
門
殿

御報

回
左兵
衛

1 8  
研草居
律

享保丁未九月十一
日
祭

六
所神因設宴 、
各言
志規祝之、
余予亦賦一
律、

今日入
佳
境 、
衆人仰社頭 、
菊延甘谷寿 、
楓照
楚江
秋 、
一
曲過雲

遠 、
三杯侍坐周 、
歓
侍無限
意 、
待月上南
楼 、

研草
居

jt 

家

文
吾字国

宇佐公員寄進状

肥
後国飽田郡
宮内荘
八
幡藤崎宮御社領之
内百町
分之
主

右社領、
武光以来
被充行武領 、
神事社
役等難相勤 、
依為非道 、
菊池

之一
族、
可
被罰之通、
至子延寿寺之
住持快恵 、
有御託宣 、
御神慮

無
滞 、
彼御一
一族無連続 、
三
十余年
成
他国、
同十町
配之給人迄、
其

筋目
令退転畢 、
神罰如此無疑之
旨 、
従社官中度々
預御催促之問、

当時
格護之分、

三
郎
嶋四
段下回
井二
段
池田四
段

御
供田一
町

池
鰭
村

八
講田
三
段三丈

池鰭
村

二
段

一
月一一一日
御供田

町 四
屋 月
敷 三一 日 仙グ 御嶺所 宮村

段 二

池鰭
村一一

名越御供田段

池鰭一
一段連回井
瀬一
段

神
楽団
ド

同郡末永名之内、
燈油田
等奉還付処也 、
其外流鏑馬田 、
早苗男女

回、
放生
会回 、
仮殿問、
雷宅勉等之
役所者、
為百姓等相勤之条 、

不
及
沙汰欺 、
以此旨子孫繁栄武運長
久之御祈念奉溜者也、
的為後

証
所記如件 、
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天
文元年間一一一
月十七日

島崎宇佐公員(花押〉

八
幡藤崎宮寺社御中

2 
大友義鑑判物

藤崎社家
職、
同
拘之
地、
不可
有相違候、
倍祭礼等無怠
慢馳走肝要

候、
恐々
謹言、

三
月九日

義鑑(花押)

三
郎丸治部
丞
殴

(包紙)
率引」

3 
大友義鎮判物

(包紙ウハ
書)

「三郎丸治部少繍般

宮

義
鎮

L 

一房

藤崎社領之
事、
如前々
静不可
有相違候、
倍祭礼等無怠
慢様馳走肝

司

要候、
猶年
寄共可
申候、
恐々
謹言 、

十一
月九日

義鎮(花押〉

宮

司

行
藤宮内少輔殿

鬼
丸
大
膳
亮殿

吉永左衛門尉股

三
郎丸
治部少輔殿 房

4 
清図
鑑祐・
田
吹宗遁等連署書状

就藤崎御神領之
儀、
委細一ホ給候趣、
令披
見候、
城兵部
左衛門尉方

如在有間
敷候、
恐々
謹言、

知行
候段付、
愛元不
存知候、
近日
加隈本可
罷下候
条、
可申談候、

三
月十四日

宗趨〈花押〉

志賀左馬助守直ハ花押〉

士口問中務少輔
鑑香(花押〉

清田越後守鑑祐(花押〉

夏見式部少輔
鑑秀(花押)

大津留常陵介
長清(花押〉

鑑富(花押)
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三
郎丸
治部少輔殿

宮

司

房御

(
包
紙ウハ
書)

「三
郎丸治部少
輔殿

宮

房

御
報

司

5 
大
津留長
清書状

就藤崎御神領之
儀 、
巨細示
給候、
近日
如御方用罷越候之条、
各々

報

清田遠江入道

田
吹
上
総
介

宗

趨L 

申談、
疎意有間
敷候、
猶鬼丸可
被申候、
恐々
謹言、

(
大
津
留
常
盤
介)

長
清(花押)

一一
月廿一一一日

鬼丸
大膳
亮殿

行藤宮内少
輔殿

吉永左衛
門尉殿

二
郎丸
治部少
輔殿

宮

坊
敵

司

御

6 
前安一房守親
守書状

(包紙)「肥
後国検
使
中

前安房
守親
守」

報

肥
後国飽田郡
宮内庄之内大屋野主馬允跡三
郎嶋弐町五
段分 、
同
志

柿五
郎左衛門尉
跡三町分
事、
至藤
崎八
幡宮被成御寄附畢 、
任御判

之
旨厳重
対彼社家衆中 、
可
被打渡之
由、
依仰執達如件 、

天
文廿年六
月廿三
日

前安房守(花押)

大和守(
花押)

大津留常陸介股

回
吹上総介殿

志
賀左馬助殿

清田
遠
江入道股

夏見民部少
輔殿

清田
越
後守殿

吉岡三
河守殴

岐部
能登守殿

越
後守(花押〉

遠
江守

安房守
若狭守

7 
藤崎社家領段銭請取叫が

藤崎社家領之
御段銭四
貫五百
文、
慌請
取申所如件 、

十一
月二日

回
吹
越
前入道

宗順(花押)

城三
河
守鎮冬(花押)

不
二一房清祝〈花押)
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8 八嶋崎
藤崎
宮
御供請人数事

藤崎宮御供詩人数写

七升
盛

一
宮

同二
宮

同三
宮膳喜

一同
同同同膳五

升盛
一
膳

一同
同

宮司坊
成徳坊

成満坊

阿
蘇
十二膳之
内

宮司坊郊丸
士同
永尾

奉
行

若宮四膳之
内

二
郎丸

-1T 
藤

(マ、)
高郎三
膳之
内

二
升盛

一
膳

成満坊

一同
同

宮
坂

惣ノ
市
三
度
二
度
誇侯

一
升盛

荒人一
膳

三
人ニ
テカタメク
リユ
ヲロ
ス
也

福岡二
同

二
同

二
同膳|司

成行吉永因幡守

成鬼

二
升盛

大神一
膳一

升盛

外前神王
二
膳之
内

徳

一
升盛

内前神王

二
膳

坊藤

天
神

二
升モ
リ一

膳

御前

一
升モ
リ一

膳

仕

二
升モ
リ一

膳

松童
子

永
禄十二
回年五
月五
日

語悶三
郎丸

鬼

良日

ヮ“今i

丸

丸

膳膳
吉鬼永丸

宮
司
坊

宮
司
坊

士口

永

土

器

佳偲
坊

二
勝
喜次郎丸小飯
十二
勝

一
升盛五
膳御供屋ニ
アリ三

勝アツカリ
三
人

メL

御内殿アル
写

三
郎丸蔵人能種(花押〉



9 
大友宗麟
書状

(

包

紙
ウ
ハ

書
)

「
三

郎

丸
殿

宮

司

坊

，三�方言

麟L-

越中守可
申候、
恐々
謹言、

義統家督為祝
儀 、
巻数一
新井嶋織
物一
端絵候、
令悦喜候、
猶臼
杵

五
月一
日

宗麟(花押〉

宮
司
坊

行
藤
但
馬
守
股

鬼
丸
大
膳
亮
殿

吉
永
民
部
丞
殿

三

郎

丸
股

1 0 
大友義
統書状

(

包

紙
ウ
ハ

書
)

「
三

郎

丸

殿

宮

司

坊

義
統L-

為家督祝
儀、

令悦喜候、

儀 、
任前々
之
旨、
不可
有相違候之
条、
社家衆中申談 、
弥可
被励懇

伺当社之

巻数一
柏井嶋織物二
端給候、

祈事肝要候
猶
臼
杵越中守可
申候
恐々
謹言

五
月-
日

義統ハ花押〉

宮
司
坊

行
藤
但
馬
守
殿

鬼
丸
太
膳
亮
殿

吉
永
民
部
丞
殿

三

郎

丸
殿

造

営

文

書

伏
見上皇院宣写

「
具

書

本
マ
、
」

以肥
後園、
可
被造営藤崎宮者、

院宣如此、
何執達如件 、

正
和元年三
月廿七日

八
幡前検校法印御房

2 
肥
後国国宣写

在御判

造藤崎宮料所当国
吏務事 、

写官襲
内
卿

御
判

正和元
年四
月
九日

院宜如此、
案文遺之、
可
存其旨 、
何執達如件 、

肥
後圏在庁官人等中

前隠岐守秀度
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3 
沙
弥
某
下
知
状
写

在御判

造藤崎官事始間事、
神
宮以下
寄事於左右無沙汰之条 、
太不可
然、

所
詮被差下奉行人
隠岐左衛門尉・
筑前九
郎左衛門尉井大工
宮内大

夫国則也 、
日時
来十月十一
日
十六日廿一
日、
可
為此三ケ
日
内也、

然者早臨
奉行之
所勘、
云
神官官人等、
云
在
庁官人等、
面々
相共無

慨怠可
被致其
沙汰之
旨 、
依国宣下知、
如件 、

在判

沙弥

文保元
年八
月十七日

藤崎宮神
官井在庁
官人中

4 
藤
原
師
信
奉
書
写

肥
後国為藤崎社造営料所、
如元可
令知行之
由、
可
被下知
朝清
法印

給
旨、
被仰下候也、
何執達如件

文

保
三

一一一
月十二日

大
納
言
師
信

上

六
条
前
大
納
言
殿

5 
藤
原
師
信
雑
掌
奉
書
写

肥
後国為藤崎社造営料所、
如元可
令知行之
由、

此 、
可
令存知之
状、
如件

文保三
年三
月十二日

一
位
大
納
言
奉
書
如

御判

壇
前検
校法印御一房

追上
啓

藤
崎宮造営事、
殊可
令致其沙汰給之
由、
同被仰下候也、

恐憧謹言、

6 
後醍醐天皇倫旨写

肥
後国可
令知行給者、
天
気如此、
伺上
啓如件 、

4mpwza

 

大
蔵卿

元
亨二
年九月十八日

謹
上

滋
野
井
中
納
言
殿

追
申繍旨被遺之候、

又藤
崎宮造営事、
可
被其沙汰之由、
同
被

載
締旨候、
可
令存知給候也、

7 
左
衛
門
少
尉
仲
光
奉
書
写

肥
後国可
辺、寸3
知行給之由所候

左 也街 、
門 的
少 執
尉 達士 如箱 角

元
亨二
年九月十九日

謹
上

大
夫律師御房

左
衛
門
少
尉
仲
光
奉
書
写(マ、)

藤崎宮造営事、
檀法印知行当国
後沙汰分 、
被問答子社家、
可
被注

8 
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進
員
数
候 、

所
造
立
之
挽
毛 、

眼
前
定
不
可
有
其
隠
候
敗 、

委
可
被
尋
究
之

由
所
候
也、

的
執
達
如
件 、

元
亭
二

奉

九
月
十
九
日

左
衛
門
少
尉
仲
光

謹
上

大
夫
律
師
御一
防

9 
田
中
朝
清
請
文
写

造
藤
崎
宮
料
所
肥
後
園
吏
務
問
事 、

為
前
司
之
身
致
押
妨
之
由 、

被
仰
下
候

之
条 、
殊
以
驚
存
候 、
御
改
替
事 、

不
存
知
候
之
処 、

其
比
始
承
及
侯
之
問 、

且
尋
申
入
御

沙汰
実
符
候
畢 、

就
其
御
左
右
則
可
罷
退
之
由
加
下
知
候
畢 、

彼
使
者
未
下
着
之
程
候
哉 、

其
以
前
東
国
之
輩 、

沙汰
之
次
分
不
存
知
炉 、

如
此
被
仰
下
候 、

殊
以
恐
入
候 、

生
死
可
加
下
知
候 、

且
可
得
此
御
意
候

乎 、
恐々
謹言

元
亨
二

十
二
月十
日

蔵
人
大
輔
殿

法
印
朝
清

謹上1 0 
後
醍
醐
天
皇
締
旨
写

副
朝
泊旧
法
印

肥
後
国
朝
清
法
印
撹
妨
事 、
恐
望
状

論
文

加
此 、
子
細
見
子
状
候
以

早
可
令
全
吏
務
給
之
由 、

天
気
所
候
也、

仇
雌
如
件 、

季
房
謹
一言 、

一
克
亨
二十

二
月
廿
八
日

勘
解
由
次
官
季
房

車中

進
上

滋
野
井
前
中
納
言
殿

1 1  
四
条
天
皇
官
宣
旨
写

左
弁
官
下
大
宰
府

応且
依
度
度
宣旨
御
教
書
井
関
東
下
知
状 、

且
任
宇
佐
造
営済
例、

不

諭
神
社
仏
寺
権
門
勢
家
領
国
中
庄
公 、
不
諭一
所
平
均
支
配 、
管
肥
後
国

藤
崎
造
営
用
途
事 、

右
得
彼
国
守
藤
原
朝
臣
盛
時
今
月一
日
解
状
俗 、
当
官
者
大強口
麗
垂
跡
五
所

別
宮
分
三 、

鎮
護
国
家
之
霊
社 、

当
州
沖
三
之
宗
廟
也 、

霊
瑞
是
新
之
故 、

尊
神
異
他 、

悶
弦
自
承
平
建
立
之
昔 、

至
子
保
延
年
中 、
造
営
国
術
造
勤
之

条
委
見
子
社
解
等 、

愛
去
寛
喜
二
年
八
月
八
日
暴
風
俄
吹 、

霊
木
尽
倒
之 、

剰
神
殿
以
下
具
屋
併
以
願 、

何
任
旧
記
勧
子
細 、

度
度
経
奏
聞
之
処 、

毎
度

案
被
下

宣
旨 、

被
下
御
教
書
井
関
東
御
下
知
状
撃 、

依
而
地
頭
名
主
等
狼

忘
先
規
符
語 、

本
家
領
家
等
年
貢
有
妨
之
由 、
巧
申
無
実
之
条 、
極
虚
誕
也 、

凡
自上
古
子
今 、

如
此
等
臨
時勅
事
等 、
全非
領
家
費 、
一
国
平
均
課
役
先

企 例
尖 也

抑 而
考 寄
先つ 事
縦 : 於
国) 領
広 家
博 方
之
背 勘、

所
伏
之
地

多
対
拝
之
所 、

仰
未
及
巧
之

尚
不
漏
立
針
之
地、

庄
園
競
立
之
今 、

争
終
終
莫
大
力
哉
之
由
言
上
問 、

去
嘉
禎
三
年
七
月
廿
六
日、

重
被
下
御
教

書 、

尚
以
不
合
期 、

故
大
菩
臨
御
体
九
筒
年
之
間
仮
殿
子
今
御
座 、

冥
慮
有

怖
事
也、

然
而
重
被
下

倫
旨 、

欲
終
其
功 、

宣
望
請

天
裁 、

且
任
保
延
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例 、
且
如
宇
佐
宮
済
例 、
不
嫌
神
社
仏
寺 、

不
論
権
門
勢
家
領
家
一

国
庄
公 、

不
漏
一

所
平
均
支
配
之
由
停
止
自
由
元
道
新
儀 、
准
拠
一

円
勤
仕
旧
例 、
不
日

可
終
造
畢
之
由 、

被
下

宣
旨 、

将
仰
聖
仁
元 、

偏
弥
知
神
徳
厳
重
者 、

権

中納言藤原
朝臣為家
宣
奉

勅
依
請
者 、

府
宜
承
知
依

宣
行
之 、

嘉禎四
年六
月十六
日
大中小槻
宿禰

デi三
平
朝
国

1 2  
関
東
御
教
書
写

肥
後
国
藤
崎
宮
造
営
背景 、

宣
旨
副
兵
書

此
事
度
々
被

宣
下
候
之
処 、

千
今

退之

不
事
行
云
々

、

尤
不
使
任
宇
佐
造
宮
済
例 、

不
漏
神
社
仏
寺
権
門
勢
家
領
国

中
庄
公 、

不
漏一

所
平
均
可
支
配
之
由 、

被
載
之 、

任
状
可
被
催
促
也 、

地

頭
之
中
有
難
渋
之
輩
者 、

早
可
被
注
申
交
名
之
状 、

依
仰
執
達
如
件 、

嘉禎四
年七
月八日

左
京権大夫
御判

修理
権大
夫
御判

1 3  
後
醍
醐
天
皇
倫
旨
写

藤
崎
社
造
営
料
所
肥
後
国
正
税
段
米
巳
下
事 、

勘
解
由
宰
相
状一一

回穴
如
此 、

子
細
見
状 、

早
可
被
申
関
東
之
旨 、

天
気
所
候
也 、

仰
上
啓
如
件 、

「元
徳二」(
呉
筆)

三
月十
二
日

内
蔵
頭
実
治

謹
上

春宮大
夫殿

1 4  
後
醍
醐
天
皇
論
旨
写

副勘解由宰相

藤
崎
社
造
営
料
所
肥
後
国
正
税
段
米
日
下
事

紛
旨

状
井
雑
掌
解

如
此
候 、

何
執
達
如
件 、

「元
徳二」(
異
筆)

三
月十七
日

春
宮大
夫
公宗

相
模
守
殿

1 5  
関
東
御
教
書
写

肥
後
国
藤
崎
社
造
営
事 、

倫
旨

一一
百円

如
此 、
早
任
被
仰
下
之
旨 、
可
致
其
沙
汰
之
状 、
依
仰
執
達
如
件 、

元
徳
二
年
五
月
九
日

武
蔵
修
理
亮
殿

相
模
守
御
判

1 6  
鎮
西
探
題
奉
書
写

肥
後
国
藤
崎
社
造
営
事 、

論
旨
関
東
御
教
書

割
具

如
此 、

任
被
仰
下
之
旨 、

厳
密
可
被
致
沙
汰
候 、

何
執
達
如
件 、

元
徳
二
年
八
月
十
日

修
理
亮
御
判

上
総
掃
部
朗
殿

1 7  
鎮
西
探
題
奉
書
写
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肥
後
国

藤
崎社
造

営
事 、
論
旨
関
東
御
教
書

割 具
如
此 、
任
被仰
下
之
旨 、

守
護
代
相共
厳
密
可
被
致
沙
汰候
也、
何
執
達
如件 、

元
徳
二
年
八
月
十
日

修

理

亮

御
判

大
宮
司
殿

造

営

文

書

藤
崎
八
幡宮
造営
注
文

(

端

裏

書)

「

進
上

御

奉

行

所

」

肥
後国藤
崎八
幡宮 、
可
被遂造営之
由事、
当社神
官等申状

前 回共
如此

候、
謹進上之
子細
戴干
状候敗、
以此旨可
有油御披
露候哉、
恐地謹

言
正
平
十
二
年
十一
月
十
七
日

肥
後守藤原武光上

(

裏
)「

御
在

判
」

進
上

御
奉行
所

2 
藤崎宮社司神
官等解

(

裏
)

(

端

哀
)

「
八

幡

藤

崎

宮

神

官

等

申

状
候
正
平

十
二

、

十
一

、

十
七
」

「

在

判
」

八
幡五
所別宮肥
後国
藤崎宮社司神官等謹解

請特
蒙

院
宣
御
教
書
旨 、
且
依
社
家
旧

恩
裁 、
唯
先
例 、
且
任
代
々

規
、

被

寄

当

国

吏

務

井

段

米

銭

以

下

料

所
、

遂

造

営

節 、

致

御

祈

時

精

誠

子
細
状 、

副進一
巻
十
八
通

院
宣
締
旨
御
教
書
家
井
宮
寺
注
文

右謹
考 、
当社
旧
貫 、
出
本
地
大
自
在
王
仏
跡 、
示
垂
跡
応
神
天
王
聖
霊 、

鹿
法
幡
於
海
外 、
振
神
威
武
威
於
異
朝
以
降 、
日
域
擁
護
之
社
壇 、
瑞
鱗
歳

| 日

霊
験
日
新 、
現
奇
瑞
於
詫
宣
事
不
可
勝
計
突 、

且
延
喜
神
名
帳
明
白

也、
愛
朱
雀
院
聖
代
承
平
年
中
之
比 、
為
伏
将
門
逆
乱 、
奉
崇
八
幡
之
別
官

於
九
州
五
所 、
以
藤
崎
社
被
立
芳
三
畢 、
依
之
朝
敵
凶
徒
等
退
散
削
跡 、
扶
桑

一
州
静
誼一川
無
驚 、
而
万
芳
年
中、
当
社
炎
上
之
時 、
追
承
平
之
例 、
課
国

司
被
遂
造
営
畢 、
其
後
康
平
長
承
保
延
寛
喜
大
風
破
壊 、
建
長
火
災 、
毎
度

任
次
分
記
録 、
准
宇
佐
済
例 、
被
下

院
宣
御
教
書 、

造
営
遷
宮
如
旧
奉

崇
敬 、
加
之
正
応
嘉
元
風
破
之
時 、
亦
以
如
此 、
市
去
延
慶
二
年
之
比 、
当

(マ
、)

社
亦
炎上
之
問 、
任
先
規
被
経
奏
聞 、
被
下
厳
蜜
院
宣
御
教
書 、
以
当
国

吏

務
雄
被
遂
造
営 、
尚
以
不
事
行、
重
申
成
段
米
銭 、
任
宇
佐
済
例 、
被
遂
造
営

之
処、
依
世
上
動
乱 、
被
閤
造
営
皐 、
京
大説口
薩
神
供 、
干
今
仮
殿
御
座
之

(マ
、)

条 、
社
家
愁
歎何
事
如
之
哉 、
依
之社
司
等
合
強
訴
之処 、
剰
去
潤
七
月
十

五
日
夜
暴
風
俄
吹 、
半
作
正
殿
破
損
井
楼
門一
宇
顕
倒 、
其
外
具
屋
以
下
寺

社
霊
木
悉
以
破
壊
蹴
倒
誌 、
社
家
荒
廃
税
当
干
斯
時 、
所
詮
任
先
規 、
被
寄
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吏務段米銭敗 、
不
然者以当社領地頭
職閥所地、
被寄進造営
料所、

被
遂
造
畢
者 、
尤
可
為
神
慮
哉 、
併
仰
高
察 為
的
謹
動
状
解 、

正
平
十
二
年
十一
月
日

3 
八
幡
藤
崎
宮
寺
造
営
注
文

八
幡
藤
崎
宮
寺
注
文、
可
被
造
営
注
文

一
大
宮三
所御殿九間一
面

同
拝殿五
間一
面

同二
階楼門
二子

同廻
廊四
十六
間

一
若宮殿五
間一
面

同
舞蹴三
間二
面

一
阿
蘇殿六
間一
面

一
高良殿三
間一
面

一
中央武内大
臣一
間一
面

一
御崎殿一
間一
面

一
荒人一
間一
面
橘能貞

一
経蔵五
間二
面

一
宝蔵六
間四面

一
也殿五
間四間

一
二
階鐘楼一
字

7月 一

一
庁屋七
間四面

左 四 四
右 方 壁普 門 築
神 内 地
芸 東 南
fI 平 北

門 棟

各 門

間
字

西四
足

一
鳥居三
本

一
弥軸寺三間四面

一
勝成
寺三
間二面

一
妙楽
寺三
間二
面

一
愛染王
堂一
宇

一
尺迦堂一
間四国

一
御韓・草宿二
字
各四間

右
大
略
注
進、
如
斯

4 
藤
崎
宮
造
営
日
記

藤
崎
宮御造
営
之
事、

大
永
二
年何
回
月
三
日

wrr 
\r 

同
八
月
三
日

石
居

同
月
十
六
日

往
立



同
十一
月
十
二
日

大
永
田
年

申 甲
四
月
七
日
御
遷
宮
也

一
日
数
己
上

一
木
切
同
木
分
之
人
数
六
百
九
十
七
人
也、

二
百
七
十
九
日
也、

棟
上

一
材
木
同
板
之
代
鳥
目
之
事、

百
四
十
二
貫
八
百
文
也 、

一
柱
立
之
時
祝
之
事

，馬

一
疋

一
地
鉄
之
事

馬
整
子
一
万
五
千
六
百
四
十

謹

二
百
二
十

&� 
鏡
十
二
丁

一
棟
上
之
時
祝
之
事

四
日要

右
三
種
之
代、
鳥
目
百
品川一
貫
六
百
文
也、

墨
十
七
連

一
茶
五
十
五
斤

一
味
曾
桶
十
二

一
塩
俵
二
十
七

一
白
米
同
酒
之
米
各
百
五
十
八
石
八
斗
五
升

一
大
工
作
料
之
鳥
目
二
百
廿
六
貫
九
百
文

一
種
々
仕
鳥
目
之
分
百
廿一
貫
七
百
十
文

右
己
上
鳥
目
七
百
七
十一
貫
十
文
也、

一
大
工
数
四
千
七
百
八
十
九
人
也、

一
鍛
冶
六
百
九
十
五
人
也、

太
万

腰

織
筋一
端

鳥
目
二
十
三
貫
四
百
文

俵
親
三
十
四

太
刀

，罵

二
疋

鎧

領

甲

勿リ

翼
ij\次

弓

張

征
矢

腰

網

疋

織
筋
四
端
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袷
仕
立

染
布
白
布
各
六
十
六
端



一
御遷
宮之時

瓶
子

曲桶

二
百六

銚
子
同
提一
対

御酒桶

中
紙

束

杓

白
錦

四
経

草
履鳥目七

十二
貫六百
文

十八
足

鳥 大 同目 永 拝巳 四 殿上 年 造申 甲 営八 十 之
十 月 事四 十
貫 二
六 日百
文

鑑

四
枚

詳全Z--r-

九十

草
履
五
足

鳥目
五
十
二
貫文

白米
俵

一
白米己上

一
・味曾稿

太刀

腰

一
塩俵

馬
鞍
置

ニ
疋

一
茶

小
袖
仕立
-'"・
ノ 、

nu

 

oo

 

九
石
二
斗
五
升

占
ノ 、七

斤

告自

十
二
端

鳥 大 同日 永 経巳 七 坊上 年 造七 亥 7 営
十 二 時七 月 之
貫 十 事百 二
文 日

絹

十
疋

布

束

中
紙

一
白米

束

沈
香

両

一
糠
米

油

升

一
味曾楠

六
石十

石



一
温
俵

一

茶

五

一
木
切
木
分

右
御
社
頭
拝
殿
楼
門
経
坊
造
営
之
時
仕
鳥
目
之
事、

二
百
九
十一
人

十
斤

己
上一
千一
百
品川
五
貫
七
百
品川
三
文
也、

享 同
禄 楼
五 門
年 造

辰 丙 営
十 時
月 之
仕 事
日

一
鎧
甲

一
弓同
征矢

一
太
刀
馬

絹
-
板物布

一
茶

同
白
米
己
上一
百
四
十
六
石
五
斗
九
升
也、

正
遷
宮

疋

一
板
御
座

一
かミ
御
座

一
錦
御
座

一
戸
張

二
端

一
御簾

四
十
二
端

十
五
斤

一金
と
う
ろ

一
き
ぬ

四
十

一
時一J

一
綿

一
白
米
廿一
石
七
斗
四
升

一
ぬ
の

四
十

一
わ
け
桶

一
に
し
き

一
味
曾
桶

一
鳥
目
二
百
三
貫
品川
三
文

四

桶

一
塩
俵

五

一
ひ
し
ゃ
く
五
ツ

小
釘
三
千
六
百

一
あ
し
打

一
地鉄

一
大
釘
二
千
五
百

各
二
千
四
十
二

一
く
き
ゃ
う

四重四重
一
重

一
端但たん引

かり
数ヨ
リ
間次沖

高
壱尺二寸

さし渡し九寸

ニ
ツ

五
十
膳
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六
内

きゃうの謄

沓
の
た
い



一

あ
し
打

一
へ
き

膳
五
十枚

一

御
供
屋

旦疋一ニ
ハ
百
町
分
よ
り

一

損
崎
よ
り 、

は
り

一

本 、

さ
す
一

本 、

一

ち
ゃ
う
し
い
さ
け

か
や
二
駄 、

な
ハ
入
次
分

一

し
ほ

一

御
供
米

一

か
ミ

一

ま
く

一

神
酒

餅
一

御
菓
子

油
一

あ
ん
と
ん

一
へ
い
じ

一

御
神
殿

一

勅
使
屋

両
度八

斗
四
升

一

か
や
方 、

九
郎
丸 、

右
同

一

池
ば
た
よ
り 、

木
弐
本
出
し
て
の
上-一
南
の
妻
一

方

束
ニ
は
り

大
竹一

束 、

小
竹一

束 、

梓
六
ツ
但
斗
入

な
ハ
入
次
LK

一

れ
ん
た
い
じ 、

五
郎
の
口
よ
り 、

木
弐
本 、

竹
大
小
二
束 、
か
や
二
駄 、

五
百

一

初
こ
ん

こ
ふ
か
ち
く
り

一

川

肴

ひ

ら

き

豆

一

好

物

の

御
さ

か

な

三
升

一

島
田
か
た 、

津
保
井
よ
り 、

右
同

一

三
島
か
た 、

津
保
井
こ
か
よ
り 、

右
同

一

本
島
崎
か
た
よ
り 、

右
同

九
目7て

かや山城殿

一

内
田
か
た

よ
り 、

木
弐
本
出
し
て
の
上
ニ
北
の
妻
一

方

城
四
郎
左
エ
門
尉
ミ

た
木
弐
本、
竹
大
ト

二
束 、
か
や
二
駄 、
な
ハ
入
次
分

一

志

戸

岡

殿
ヵ

J

a
安
竹
之
儀

一

隈
部
近
江
殿
か
た
よ
り

か
や
二
駄 、

祭

事

関

係

文

書

は
り

一

本 、

な
ハ
入
次
分

藤
崎
官
放
生
会
祭
次
分

さ
す一

本 、

竹
大
小
二
本

放
生
会
御
祭
之
次
LK

二
聞
は
り五
間

一

が
く
や 、

島
ノ
岡
本
左
近
允 、

野
田
一

町
付
而
一

人
に
て
仕
候

二
聞
は
り
三
間

一

勅
使
屋 、

損
崎
よ
り 、

木
一

本
並
一

束 、

品1

か
や
一

荷

内400

 



一

律
保
井
大
茂
名
よ
り 、

一

出
国
山
城
蹴
よ
り 、

木
一

本 、

竹
一

束 、
右
同

一
ひ
し
ゃ
く

一

岡
村
殿
か
た 、
れ
ん
たい
し、

上 浄 島
代 土 田
鳥 井 か
井 殿 7こ
殿 方 よ

よ ょ 京 え
i 1)_ 聖
崎 . 担
方 ι

一

内
田
方、

か
やの
山
城
殿

一
竹
崎
殿 、

問
崎

一

隈
部
近
江
殿
方、

常
田
土
佐
殿

一
御
供
屋
右
之
人
数
に
て
出
物
相
同

‘
く
ら
屋
也

一

は
い
て
ん

巻
崎
七
ケ
所
ノ
屋
敷
よ
り

か
り

殿
以
上
大
小
五

御
こ
し
か
き
の
事

か
や
一

荷

折
三
膳

ひ
ら
米
紙
ノ
袋
三
ツ

右
同

一

は
ん
さ
う

右
同

一

て
の
こ
ひ

右
同

一

三
社
の
ほ
こ
も
ち
三
人 、

ゑ
ほ
し
し
ろ
ひ
た
L
れ

右
同

一
ぴ
れ
い、
か
う
さ
ま
ち
よ
り
出
申
候、

右
同

一

き
せ
な
か
の
具
足
に
て
馬
ニ

乗
申
候 、

右
同

一
す
い
ひ
や
う 、

願
主
次
沖

右
同

一

ほ
こ
か
さ 、

願
主
次
分

一

寺
社 、

乗
馬
よ
り

御
供
申
候 、

一

勅
使 、

乗
馬
あ
り

下
宮
ニ
出
申
候
御
酒
之
事

一
へ
い
じ

五
具

一

あ
し
お
け
十
荷

一

本
社

但一
社-一
ゑ
ほ
し

上
下
に
て
四
人

山
鹿
石
村
よ
り

か
た
う
ち
か
た
き
ん
は
か
ま
に
て
四
人

右
之
酒
入
用
之
事

宮

巻
崎
七
ケ
所
ノ
屋
敷
よ
り

池
は
た
よ
り
四
人 、

上
代
士口
行
名
四
人 、

一

勅
使
座
へ
へ
い
じ
一

具

一

三
宮神

馬
三
疋

一

社
人
座
ニ
へ
い
じ
三
具

丙ー く
人疋 ら
ツ ニ を
、 口 き

ゑ取』馬ほ し
しつ
上な
下 さ
に し
て

一

ミ
こ
座
へ
へ
い
じ
一

具

御
供
一

日ニ
三
度

右
之
酒
以
上
百
町
分
よ
り
出
申
候 、



百町
分之次沖

寺社ノ
ひ
くワ
んへ
たへ
さ
する
也 、
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番
本十町

四頭の
ひ
くワ
ん
四人下座へ
参也、

四 三 二
番 番 番

か
やかた

一
十一
日
御供如常蔵ひ
らき 、
御祈
鵡はしめ 、

池はた
岡村方

大般若い
もの
しるにて
御酒御供所よ
り 、

4
4
4
4
AV
A布
、
キ

一
十四日
御供如常
ほ
たれ
菜吉行名より上代 、

六 五
番 番

志戸岡方

今十町
本島崎方

内聞かた

一
十五日かゆ暁楽加常其後御供、

七
番

十 九 八
番 番 番

二
月一
日御供加常

志摩回かた

赤星
佐馬
殿

七日ノ

彼岸O
護経 、
すうせん
吉永殿より 、

宮司
知蔵坊
鬼丸
副別当あっ

かり三人

2 
藤
崎
宮
年
中
祭
礼
次
分

十五日
粥暁其後御供楽両度如常、

(O前欠)

十五日之
内此あひ
/\も御供米
有次沖ニ
参 、

付市鬼丸二せん、
是ハ
諸司役-一
付て
御祭礼-一
此分也 、

い
もの
しるハ
三
枚、
きゃうハ
八
枚、
下ハ
五
枚

一
二月八
月両度之
彼岸御供之事、

宮坂殿よ
り

みこ
座い
もの
しるにておもの
酒きゃう七せん

二
月
八月

一
両度之すうせん
吉永股より、

五

枚

。
是もお
もの
酒上
也 、

'

を
う
く
る
事

護経 J
下おめし
伊
知人

数

中間酒之
事

鬼丸ひ
くワ
ん
分
別にて

宮司坊

副別当



成
徳
坊

あ
っ
か
り

三
人

成
満
坊

知
蔵
坊

鬼
丸

し
ゃ
う
t主

/へ ん
草 池
も は
ち た
上 名
巳 之

小内犬蔵
我丸薗 お

等 き
古口 宏
常 咽

上
童 吉代
子 行
丸 名

三
月
三
日

一
ケ
度

一
藤
之
御
会
之
事、
御
供
米
o
以
御
供
所
ま
は
し
て
取
次
あ
る
也、
御
酒
ハ

衆
儀
中
よ
り

調
申
也、

そ
う
ま
ん
所
よ
り
同
酒 、

(マ、)

へ
ひ
し回目
調
候 、
す
う
ま
ん
所
よ
り

へ
ひ
し、

て
ひ
し
むハ

へ
ひ
し
五
具
上
候 、
す
う
ま
ん
所
よ
り

へ
ひ
し一
具 、

又
す
う
ま
ん
所
よ
り
て
ひ
し
ん
同
酒 、

三
ッ、

一
四
月
三
日、
祭
之
取
次
御
供
所
前
よ
り
さ
か
な
い
も
の
し
る
三
枚
引
益。

た
て
め
さ
れ
候
て 、
其
後
お
も
の
一命
に
て
め
す
也、

一
き
そ
ひ
馬
之
事

宮 すご 宮
坂 う し 司
殿 ま 坊

ん
所

末
永
殿

久
玉
方

惣
大
工

一
物
之
事

三
郎
丸
股

三
宮
司
か
た
まハ
リ
ニ
め
さ
る
L
也、

鬼
丸
殿

吉
永
殿

聖
徳
守
よ
り
め
さ
る
L
分 、

牛
に
か
ひ
具
を
き
て 、
乗
人
の
支
度
ぺ
し
ろ
か
た
ひ
ら
を
う
ち
か
ふ
り 、

く
ひ
を
帯
に
て
い
ふ
也、

太
刀
も
ち
両
人

長
万
も
ち
両
人

弓
え
ひ
ら
両
人

宮
め
く
り
の
次
沖

先一
一物 、
牛 、
大
万
長
大
万 、
弓 、
え
ひ
ら
の
衆 、

き
そ
ひ
馬

五
月
五
日
せ
っ
と
う

百
町
分今
十町せ
は
き回一
町、

御
神ュ
上
ち
ま
きハ
御
供
所
よ
り

調
候 、

四
日

酒
ひ
ら
きニ
出
る
人
数
之
事 、

宮
司
坊
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副
別
当

村 小 添
頭 使 使

せんふ

人

あっ
かり

人

酒ひ
らきこ
んか
すの
事、(マ、)

初こ
ん
うちへ
きの上ニ
め 、
二こ
んめ
竹の
子のしる、
三こんめ

山のい
ものしる、
其次回
二
に
ちま
き 、
其次-一
ときちま
き 、
上

ハ
五
下ハ
三、
其次上ハ
三下ハ
二、
五こ
ん
過者心見とて 、
茶ハ

んにて一
へ
ん 、
其次
二百司坊副別当-一
茶ハ
ん
査 、
其次ハ
大盃

にて
白酒 、

同四日ニ
心ミ
の酒へ
ひ
し一
具清
鬼丸般へ 、

五
日
宮座之
事

へ
ひし二
具
清

初こ
んのさかなめ 、
二こんめ
竹の
子のしる、
三こんめ
山のい
も

のしる、
其次ユ一
わちま
き 、
下ハ
五
其次と
きちま
き也 、
上ハ
五

下ハ
三、
其次ときちま
き 、
上ハ
三
下ハ
二 、

此時にお
け
酒二
荷 、
お
もの査にてめ
さるL
也 、

初こ
んハ
五
枚 、
下ハ
三
枚 、
三こ
んめ
上ハ
八
枚下ハ
五
枚、
きくか

けなかく

みこ
座之
事

宮司
坊ニせん 、
鬼丸、
二せん

- 86 ー

へ
ひし一
具白酒ちま
き五ツッ、 、
きくかけなか
く 、

やふさミ
の
次芳

二
番

四
番

五
番六

番 番
すうまん
所

番
石 末 吉 行村 永 永 藤殿 股

久玉かた

地頭分

き
安寺

さうとめの
儀之
事

さ
うとめ一
人

寿光寺
今十町

池は
た

さ
うとめ一
人

さうとめ一
人

牛は
鬼丸より さうとめ一

人

は
なとりハ
行藤より

まか
とりハ
弥使



ヘ

水
ハ

五

郎

左

衛

門

尉
J

ひ
っ
ハ
あ
っ
か
り
か
し
ら(

}

/
は

し

弥
四

郎

、

つ
L
ミ
に
て
は
や
し
候 、

宣
命社

之
御
前

武
内
大
神
宮-一

宮司坊
同別当しょく

成徳坊
成満坊

智
蔵
坊

三
郎
丸
殿

行
藤
殿

鬼
丸
殿

吉
永
殿

宮坂殴
杉尾殿

次
郎
左
術
門
尉
し
ょ
く

左
術
門
大
夫
し
よ
く

森
崎
殿

御
供
所

瓶
子
一

双
ッ
、

瓶
子
一

双

二
具具具くかたく

二
具目7て

六
具

二
目一(具具くく

a
ミ・・

一
くカ犬く

か
た
く

主目玉叩
そ
う
の
い
ち

中
座

い
や
の
い
ち

な
い
し

阿
蘇
い
ち

わ
か
い
ち

夏
越
祭

具
かたく

一
く
か
た
く

かたく
かたく

かたく
かたく

寺
社
中

神
人

廿
八
日
え
ん
の
座
敷
之
事、

初
こ
ん
の
さ
か
な

あ
ほ
ひ
て
ひ
ら
き 、
二
こ
ん
め
タ
か
ほ 、
三
こ
ん
め

め
の
し
る 、
四
こ
ん
め
ま
ん
ち
う、

五
こ
ん
め
さ
う
め
ん 、

宮
座
之
事、

同
廿
九
日

こ
ん
め
瓜 、

初
こ
ん
あ
ほ
ひ
て
ひ
ら
き 、
二
こ
ん
め
夕
顔 、
三
こ
ん
め
め
の
し
る 、
四

白
酒
荷
桶一
か、

お
ろ
し
物
之
事

鬼
丸
殿
六
升 、
吉
永
蹴
五
升 、
ひ
れ
ひ
八
升 、
小
使
二
升 、
地
頭
分ニ
付

而
六
升 、
弥
使
二
升 、
宣
命
八
升、
土
器
三
升、
副
別
当
五
升、
記
二
郎

丸
二
升、
す
う
の
い
ち
二
升、
か
も
り一

升 、
あ
っ
か
り
三
人一
升
ッ、 、
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せ
ん
ふ
三
人
二
升
ッ、 、
女
さ
う
し
三
人一
升
ッ、 、
大
鼓
も
ち
二
升、

牛一
升 、
は
な
と
り一

升 、
み
こ一
升
ッ
、 、

八
月
放
生
会

両
度
之
検
見
之
康
之
事

さ
ひ
ち
ゃ
う
両
人、
御
供
所
奉
行
隈
本
城
奉
行
よ
り一
人 、
小
使
副
別
当

(
マ
、

)

せ
ん
ふ
三
人、
百
町
分
百
性
十
人 、
さ
ひ
ち
ゃ
う
両
人、
又
奉
行
両
人
の

ひ
くワ
ん
座一一
参
出
候 、

天
馬
四
疋
之
事

か
や
方
九
郎
丸
よ
り一
疋、
志
摩
田
か
た
よ
り一
疋、
宮
司
坊
よ
り一
疋、

本
嶋
崎
か
た
よ
り一
疋、

お
り
ま
し
検
見
の
座
之
事

初
こ
ん
あ
ほ
ひ
て
ひ
ら
き 、
二
こ
ん
め
い
も
の
し
る
二ニ
こ
ん
め
な
ま
す、

一
所こた
のうしろ

大
検
見
田
五
段、

初
こ
ん
あ
ほ
ひ
て
ひ
ら
き 、
二
こ
ん
め
い
も
の
し
る
二ニ
こ
ん
め
な
ま
す、

四
こ
ん
め
ハ
お
め
し
お
り

せ
ん
八
枚 、
五
こ
ん
め
ハ
ひ
ん
す
い 、

御
馬
三
疋
之
事

(
マ
、

〉

本
社
の
御
馬 、
隈
本
御
奉
行
よ
り 、
三
宮
御
馬
三
郎
丸
殿
よ
り 、
三
宮
の

御
馬
百
町
分
か
た
まハ
り
に 、

百
町
分よ
り

馬
引
の
し
た
く 、
え
ほ
し
上
下o
ま
く
ち
う
し
ひ
さ
け
持
て一
人、
み
こ

座
の
し
ゃ
く
取一
人、
此
し
た
く
ハ
上
下
こ
の
ま
ヘ
ち
う
し
ひ
さ
けハ

百
町
分
の
御
馬ニ
付
て
出
候 、

かた
まハ
りに

三
宮
の
御
馬
百
町
分
よ
り
o

臨
而
ま
く
ち
う
し
ひ
さ
け
出
候 、
ち
ゃ
う
の

屋
の
ま
く
也、
さ
い
ち
ゃ
う
の
座
の
し
ゃ
く
と
り、
み
こ
座
の
し
ゃ
く
と

り 、
此
両
人
八
百
町
の
御
馬ニ
付
て
出
候 、

馬
引
の
支
度
之
事 、
何
も
え
ほ
し
上
下 、
し
ゃ
く
と
り
も
同
前 、

か
い
ち
ゃ
う
か
き
の
事 、

本
社
石
村、
使
小
使 、

二
宮

巻
崎
七
ケ
所
の
屋
敷

使
副
別
当

宮

池
は
た
名士口
行
名 、
彼
両
所
よ
り 、

四
人
ッ、
以
上一
社ニ
八
人
ッ
、

支
度

鳥
か
し
ら
に
上
下 、

下
之
宮
の
御
供 、
か
い
ち
ゃ
う
か
き
請
候 、

下
之
官へ
御
供
は
こ
ふ
人
足 、
手
取
石
よ
り
両
人
出
候 、
是
も
御
供一
本

つ
L
う
け
候 、

下之宮へ
百
町
分
よ
り
瓶
子
五
具 、
足
柏十
前
出
候 、
瓶
子
三
共ハ
寺
社
開へ 、
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い
ち
ゃ
う
の
座へ
一
く 、
み
こ
座へ
一
具、
以
上
五
く
也、
足
桶
ハ
お
ろ
し

酒ニ
な
る
な
り 、

寺
社

三座
敷
い
も
の
し
る
三
枚
に
て
ひ
き
盃一一一
ッ
、 、

其
後
大
器
に
て
め
さ
る
L

也 、

さ
い
ち
ゃ
う
の
し
ゃ
ぢ
ん
社
門家
ノ一
老
し
ゃ
く
あ
っ
か
り

鉢
持
次
LK

一
番
村
頭 、
二
番
め
弥
使 、
三
番
め
小
使 、

番
百町
分
之
次
分

本
十日J

二
番番

四
番

五
番

六
番

七
番

八
番

九
番

十
番

う
け
酒
之一都 HH同川崎出子IJ

-BHH叫叶ノ
也
主

た
岡
村
方

志
摩
田
方

今
十
町

本
嶋
崎
方

内
田
方

志
戸
岡
方

近
江
守
方

か
ひ
ち
ゃ
う
か
き一
社ニ
八
升
ッ、 、
下
之
官へ
御
供
持
人
足
両
人一
升

ッ
、 、

大
鼓
持
両
人一
升
ッ
、 、

御
馬
さ
し
六
人
に
て
六
升 、

は
り二
聞の
三
け
ん

か
り
殴

ち
ゃ
う
の
屋 、
御
供
匿 、

こ
れ一ニハ
百
町
分
よ
り、
催
促
小
使

は
り

三
け
ん
の
五
け
ん

楽
屋

一ニッ
か
嶋
野
田一
町
よ
り
作
候 、

拝
殿

そ
ひ
そ
く

巻
崎
七
ケ
所
ノ
屋
敷ヨ
リ

副
別
当 、

(マ
、)

(マ
、)

下
と
宮

岩
清
水
両
所ノ
住
連
縄
あ
っ
か
り
か
し
ら
調
候 、

八
月
彼
岸
御
供 、
又ハ
す
う
せ
ん 、
二
月
に
お
な
し 、

九
月
九
日

御
供
上
候

足
柄 、

祭
之
御
酒

カミ
さ
か
な
い
も
の
し
る
三
枚 、
御
供
所
よ
り

調
候 、
瓶
子一
双
み
こ

座
へ
ち
う
け
ん
有
也 、

や
ふ
さ
め
の
次
分

(
。

以
下
欠〉

3 
藤
崎
宮
年
中
祭
礼
次
LK

八
幡
藤
崎
宮
祭
次
分
之
事

一
正
月
九
日

射
去
御
祭

右
之
御
ま
つ
りハ

為一
天
泰
平
四
海
安
口
国
家
豊
鏡 、
神
前
大
的
を
掛 、
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は
矢
を
天
下
泰

寺
社
よ
り

大
床
式
法
あ
っ
て
後 、
彼
大
的
に
む
か
つ
て 、

島

村

池
畑
村

- 90 -

一
勅
使
匿

弐
間
三一
間

同

平
と
射 、
乙
矢
を
国
土
安
穏
と
射 、
社
官
中
次
分ニ
奉
射
納
也 、

一
神
楽
匡

二
聞
こニ
間

坪
井
村

同

一一一
月臨時之まつ
り
中
古断絶 、

一
御
供
屋

弐
間
三二
間

上
代
村

同

藤
之
御
発
句
御
座
候 、

当
社
者
藤
を
以
神
霊
の
地
と
す
る
の
問 、
此
会
分一
の

十五日

一
三
月
藤連寄

一
御
桟
敷

一
御
台
所

国
の
カミ

不伏
則

、日I
、主御、名作

代
。 御

旬発

右

祭
礼
也、
従
上
古
己
来
御発
句ハ 、

一
御
馬
屋

前;
助
寺
妙
楽→ー
寸J

�� 
メL

、蔵
、入
、太
、夫

行
、島
?i手天骨入に
、夫て

宅御
会ペコ
と
来キ輩霊

致
当
町
人

御
能
五
番

致

年
々
致。
執
行
候、

み
こ
し
か
き
申
者
之
事

石
村
ヨ
リ

八
人

一
宮
山
鹿
郡之
内

寒
頭
ハ
是
も
藤
之
御
発
句
右-一
同

一
夏
二
千
句
乃
は
し
め
o

千
句
者
寺
社
具
行、
千
句ハ
武

一
四
月
十
五
日

牧
崎
村
ヨ
リ

右
同

二
宮
飽
田
郡
ノ
内

-一
て
千
句

家
ヨ
リ
也 、
前
代ハ
寺
社
の
ミ

奉
致
執
行
也、

同
郡
川
尻
之
内

池
畠
村
ヨ
リ

右
同

宮一
て
ん
か
く
役
人

菊
池
郡
之
内

甲
佐
町
村

御
田
植

一
五
月
五
日

殿
様
御
桟
敷
御
台
所
米
公
儀ヨ
リ
出 、
御
郡
代
の
御
ま
か
な
い 、

菅
抜
御
蔵

一
六
月
廿
九
日

殿
様
より

随 御 神

長 塁
兵 柄 疋

大
ぶ

さ

五

十

本

三

百

人

千
句
の
連
寄
終
テ
寄

一
七
月
七
日

八
月
放
生
会
祭
礼
之
事

一
随
兵
頭
騎
馬
御
郡
奉
行ヨ
リ
出
ル

京
町
村

牧
附
村

一
宮かり
殿
は
り弐
間
三ニ
間

一
笠
鉾
五
十
本
当
町ヨ
リ

出
ス

連
台
寺
村

一
寺
社
出
仕
座

同
二
間
-一

五
間

一
寺
社
二
十
人

騎
馬



光
永

(
前
出
第3
号
文
書の
う
ち「
八
月
放
生
会
祭
礼
ウ包事」
と
同一
につ
き
省
略
する。)

外
同
騎
馬
三
人

勅
使
代

三
郎
丸
蔵
人
太
夫

寛
永
十
年
正
月
十
九
日

副
別
当

神
楽
人

行
藤
左
近
太
夫

御
馬
伺
茂
御
家
中
御
侍
衆ヨ
リ
出
ル

国
遠
道
倫
老

一
九
月
九
日

(マ
、)

流
鏑

小
崎
与
次
兵
エ
殿

神
足
三
郎
左
エ
門
殿

一
十一
月

初
卯
神
楽

一
十
二
月

時
祭

以
上

5 
藤
崎
宮
放
生
会
駕
奥
丁
次
分

郎
丸
蔵
人
太
夫能

治
(
花
押)

御
み
こ
し
か
き
之
事

寛
永
十
年
正
月
十
九
日

行
藤
左
近
太
夫

宗
俊
(
花
押)

山
鹿
郡
之
内

石
村

従
八
人

宮

国
遠
道
倫
老

二
宮口
飽
田
郡
之
内

牧
崎
村
右
同

小
崎
与
次
兵
衛
股

川
民
之
内

池
畠
村
右
同

宮

神
足
三
郎
左
衛
門
殿

て
ん
か
く
菊
池
郡
之
内

甲
佐
町
村
三
人

能
治
(
花
押〉

宗
俊
(
花
押〉

4 
藤
崎
宮
放
生
会
祭
礼
次
沖

八
月
十
日

藤
崎
社
人

三
郎
丸
(
花
押〉

ヘ
幡
藤
崎
宮
八
月
十
五
日
御
祭
之
事

留
田
庄
左
エ
門
尉
殿

行

藤
(
花
押)
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e 
藤
崎
宮
神
事
乗
馬
差
出

笠 長
鉾 柄

五
十
本

町
d
出

八
幡
宮
御
神
事
乗
馬
差
出

御
神
馬

弥
動
寺

勝
成
寺

妙
楽
寺

三
郎
丸
蔵
人
大
夫

行
藤
左
近
太
輔

鬼
丸
権
少

吉
永
左
兵
衛

宮
坂
治
部

宮
坂
右
近

杉
尾
掃
部

吉
永
次
郎
太
夫

森
崎
市
郎
太
夫

神
楽
人

副
別
当

光
永

随
兵
頭

付
随
兵
匝

疋壱
疋

補

任

書

関

係

文

同同

藤
崎
社
領
家
下
文

同

(
花
押)

同

下

藤
崎
宮
神
官官
清
所

可
阜
任
申
状
道
理
停
止
憲
平
非
分
望
蕗土ロ
清
座
上
当
宮
御
放
生
会
御
羽
役

井
判
形
牧
崎
宮
勅
使
役
事、

同同

右
吉
清
者
為
譜
代
神
宮
之
処、
憲
平
以
非
重
代
之
身 、
致
蕗
以
相
諭
之
問 、

可
為
育
情
言
上
之
由 、
去
建
長
年
中
之
比 、
被
成
御
下
知
之
処、
憲
平
正
嘉
年

中
上
表
神
官
職
畢 、
而
令
致
自
由
之
出
仕 、
重
及
相
論
云々
、

甚
狼
籍
也、

早
任
建
長
御
下
知
之
旨 、
停J一
語
平
非
分
之
望 、
可
為
吉
清
座
上
之
由 、
依

同同同同

領
家
之
仰
下
知
加
件 、

同

弘
安
元
年
六
月

日

執印
権
寺
主
(
花
押)

同同同

2 
橘

政
能
注
進
状

同

(

端

裏)

「
三

郎

丸

太

郎

政

能

所

進
」

注
進
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A、口 藤
崎
社
重
代
神
官
三
郎
丸
名
内
消
却
田
畠
在
家
等
事 、

団
地壱

町
壱
段
弐
杖

弐
段

参
段
参
杖

11忌
地陸

段
坪
井
村
内

壱
段
余
井
口
畠

弐
段
荒
尾

弐
段
口
坪

f

苅草

壱
所
堂
薗

:ー

村
内

在
家

-
Z
庁
坪
井

一

月
村
内

壱
所
田
宮

消 長
太 太
。 郎 入

入 道
道 凡
凡 下
下

釈
住
弥
三
郎
凡
下

同
人
間

億
万
法
師
凡
下

久
末
入
道
凡
下

出
家

長
右
術
門人
道非民仁

同
人

同
人

K
L22
出家

住
0
・H

非民
仁

河
尻
馬
大
夫
凡
下

壱
所

何一都
畠

弥
藤
太
郎
後
家
凡
下

右
大
慨
若
斯 、
此
外
雄
在
之
不
謹
注
進、
重
可
注
申
也、
伺
注
文
如
件

正
安一万
年
六
月

十両
政
能
(
花
押〉

日

3 
橘
政
能
補
任
状

補
任八

幡
藤
崎
社
御
準
車
別
当
職
事

二
郎
丸
政
能

右
当
職
者
鬼
丸
親
実
所
職
也 、
而
依
為
親
実
不
法
緩一応 、
就
令
宝
蔵
荒
破 、
或

被
取
神
宝
於
盗
賊、

或
被
侵
推
車
於
雨
語、

是
併
為
国
家
之
費、

社
家
之
は

之
問 、
可
改
彼
職
之
由 、
経
神
宮
中
於
内
談
之
処 、
一
撲
之
最
中
政
能
令
買

得
件
職
之
旨
支
申
之
上、
適
器
量
之
間
令
下
知
政
能
畢 、
然
早
恒
例
臨
時
神

役
等、

任
先
規
無
憾
な
可
致
其
沙
汰、

何
所
補
任
如
件、

延慶三
年三
月廿二日

僧道円(花押)

4 
橘
能
政
譲
状

譲
与

大
夫一
房
能
智
所

肥
後
国
藤
崎
社
領
内
三
郎
丸
田
畠
在
家
所
職
等
事 、

一
南
池
元
上
万
作
団
地
息
壱
段
壱
丈
又
壱
段
妙
楽
寺
正
月
八
日
修
正
僧
膳
壱

筒・
日
同
白
酒
可
勤
之 、
同
名
内
参
丈
田
加
之 、

一
仏
堂
前
畠
井
自
道
者
西
畠
在
家
在
之 、
向
上
林
加
之 、

- 93 ー



坪井
原内フ巳
太輔別
当作
畠弐
段
御
輩
牽
役
在
之

一
同
村
内
元
太
郎
丸
入
道
薗
壱
所
役
同
前 、

一
当
宮
三
御
燈
職 、
相
副
御
下
知
等
譲
渡
之、

右
件
名
目
畠
在
家
所
職
等
者 、
能
政
重
代
相
伝
之
私
領
也、
而
今
相
副
次
沖

文
書
等 、
所
譲
渡
子
能
智
也、
於
有
限
社
役
者 、
閥
惣
領
之
催
促
可
令
勤
仕 、

自
今
以
後
者 、
自
此
状
之
外 、
号
能
政
之
譲
状
於
出
来
者 、
為
謀
書
不
可
用

之、
何
為
後
日
譲
状
如
件 、

元
弘
参
年
醗
三
月
十
日

橘

能
政
(
花
押)

5 
橘
能
次
譲
状

譲
与

三
郎
丸
二
男
宮
寿
殿
の
と
こ
ろ
に
譲
与
回
畠
井
当
住
屋
敷
御
宮
の
庁
屋
座
敷

同
御
供 、

等
事一

膳

右
田
畠
屋
敷
等ハ
宮
坂
五
郎
種
次
の
重
代
相
伝
し
り
ゃ
う
也、
し
か
り
と
い

へ
と
も
宮
寿
御
前
を
や
う
し
と
し
て 、
能
次
の
知
行
分一
跡
を
本
証
文
て
つ

き
等
あ
い
そへ
て
永
代
を
か
き
て
所
譲
与
也、
坪
付
は
別
需
あ
り 、

此
内
を

し
ち
け
ん
に
入
て
候 、
回
畠
等
は、
本
物
を
も
て
う
け
か
へ
し
て
御
知
行
あ

る
へ
く
候 、
今
ま
て
干
の一
人
も
も
た
す
候 、
其
上
志
あ
る
に
よ
て
宮
寿
御

せ
ん
に
譲
与
所
也、
社
役
等ハ
任
先
規
可
被
勤
仕
者
也、
も
し
此
内
に
し
せ

ん
と
望
申
等
人
あ
り
と
ゅ
う
と
も、
此
譲
状
を
も
て
御
知
行
あ
るへ
く
候 、

仰
為
後
日
譲
状
如
件 、

嘉
慶
二
年
四
月
廿
五
日

橘

能
次
(
花
押)

6 
橘
能
興
譲
状

(

端

裏

書)

「

譲

状
」

譲
与

能
和
所

肥
後
国
藤
崎
社
三
郎
丸
所
職
紘一寸
事、
国
高
等
之
事
者
別
紙
注
渡
所
也、

(マ、)

右
件
田
昌
者 、
能
興
住
代
相
伝
之
私
領
也、
然
間一
跡
相
続
之
事
能
和ニ
譲

与
所
也、
於
社
役
等
者 、
守
先
例
可
令
勤
仕 、
自
今
以
後
者 、
自
此
状
之
外

号
能
輿
之
談
状
於
出
来
者 、
為
謀
書
不
可
用
之、
何
為
後
日
譲
状
如
件 、

寛
正
三
年
特
九
月
十
七
日

蔵
人
大
夫
橘
能
輿
(
花
押)

7 
藤
崎
社
神
官
三
郎
丸
祖
子
分
次
分

(

端

裏

書)

「
三

郎

丸

祖

子

分

次
芳

状
」

八
幡
藤
崎
宮
神
官
三
郎
丸
祖
子
分
次
分

宮
師
万
力
坊

三
御
燈
成
満
坊

(マ、)

同
宣
命
式
事

宮
坂
職

左
術
門
大
夫
職

自
是
成
成
敗
所
也
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末
、氷

小
末
永

今
者
栖
本
方
知
行

何
方
之
所
領
惣
領
別
分
也、

何
為
後
日
譲
状
如
件 、

寛
正
三
年
特
九
月
十
七
日

蔵
人
大
夫
橘
能
興
(
花
押)

神
藷
院
以
下
書
状

吉
田
神
竜
院
吉田
左
兵
衛
佐
書
状(断)

猶
々
従
伝
奏
被
仰
越
候
問 、
必
前-一
社
役
己
下
為
社
家
中
被
申
付
候

儀 、
可
然
候 、

今
度
鬼
丸
与
蔵
上
洛
候
而
承
候
趣 、
得
其
意
候 、
先
年
神
楽
之
左
衛
門
尉
上

洛
之
時、
冠
抱
着
用
候
由
不
審
存
候 、
即
九
兵
衛ユ
申
聞
候
処 、
其
儀ハ
任

社
例、

風
折
烏
帽
子
狩
衣
御
裁
許
候
キ、

右
之
条
被
驚
入
候、

其
段
左
術
門

尉
方へ
可
申
越
候
由
候 、
此
使
如
何
候
問 、
以
後
便
可
申
遺
候 、
先
被
相
受

得 、
於
其
国
可
被
申
理
候
儀 、
専
用
存
候 、
恐
々
謹
言 、

閏
二
月
廿
八
日

吉
田
神
竜
院
(
花
押)

藤
崎
八
幡
宮

惣
社
家
中御

宿
所

2 
大
炊
御
門
家
雑
掌
書
状(糊)

藤
崎
八
幡
宮
神
楽
人
之
中
左
衛
門
尉 、
先
年
於
京
都
吉
田
左
兵
衛
佐
殿
受
御

異
見
之
由 、
以
虚
説
冠
抱
令
着
用
之
儀 、
今
度
就
鬼
丸
与
蔵
上
洛
其
段
相
聞

候 、
於
冠
装
束
品
々
差
別
在
之
古学
候 、
不
帯
官
位
凡
侶
任
我
意
着
用 、
太
以

擾
敷
次
沖
候 、
為
社
家
中
急
度
遂
穿
磐
札
明
北
候
也、

大
炊
御
門
家
雑
掌

月
六
日

行
賢
(
花
押〉

藤
崎
八
幡
宮社

家
中

3 
大
炊
御
門
家
雑
掌
書
状

書
状
之
趣
承
候 、
然
者
当
年
之
御
祝
儀 、
為
御
樽
代
銀
子
壱
枚
令
披
露
候 、
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珍
重
之
段
我
等
λe
相
心
得
候
て
可
申
旨
候 、
早
々
与
蔵
可
下
着
候
処 、
御
譲

位
叉
者
御
即
位ニ
御
隙
入
候マ
、

今
迄一退
留
被
申
候 、
雄
然
左
衛
門
申
掠
候

通 、
其
地
御
奉
行
衆
御
聞
分
候
て 、
社
法
如
前
々
与
之
儀 、
近
比
被
成
御
満

足
候 、
猶
与
蔵
可
被
申
候
間
不
能
委
細
候 、
恐
々
謹
言 、

大
炊
御
門
家
雑
掌

卯
月
廿
八
日

行
賢
(
花
押〉

4 
大
炊
御
門
家
雑
掌
書
状(糊)

尚
以
冠
四
位
抱
之
儀 、
不
及
申
儀
候へ
共 、
左
衛
門
着
用
申
事
中
々

有
之
間
敷
候 、
其
通
肥
後
守
殿へ
も
被
申
入
候 、
以
上、

今
度
藤
崎
神
楽
人
左
術
門
儀ニ
付 、
鬼
丸
与
蔵
上
洛
之
事、
御
様
子
被
相
聞

居 、
則
吉
田
神
竜
院
御
直
談
之
処 、
去
年
天
地へ
之
如
直
札
之
趣 、

冠
装

束
之
儀
免
申
儀 、
柳
以
無
之
由
候 、
其
旨
を
以
肥
後
守
肢へ
も
御
入
魂
被
申

候 、
菟
角
従
先
規
如
有
来 、
社
法
紛
有
之
間
敷
与
之
儀 、
肥
後
守
殿
御
奉
行

衆
も
其
通-一
候 、
弥
其
方
に
て
被
得
御
意 、
如
前
々
社
法
被
相
定
候
様
専
要

候 、
其
上
被
窺

叡
慮
儀
候
者 、
可
被
申
越
候 、
猶
口
状-一

申
渡
候
間
不
能

具
候 、
恐
々
謹一言 、

卯
月
廿
八
日

大
炊
御
門
家
雑
掌

行
賢
(
花
押〉

藤
崎
八
幡
宮

社
家
中

5 
滋
野
井
家
雑
掌
大
炊
御
門
家
雑
掌
連
署
書
状(断)

宮
坂
左
衛
門
方
ぷ
使
者
進
上
被
申
候
而 、
一
書
令
啓
候 、

各
何
比
入
国
候

哉 、
掠
市一
儀
之
様
子 、
急
度
御
年
寄
中へ
被
申
渡
候
事
候
哉 、
近
衛
様
被

御
遺
候
御
返
事、
急
被
申
候
て
可
然
候 、
定
而
仰
之
通
に
て
候
而 、
手
前
別

儀
有
間
布
と
被
仰
候 、
先
以
今
度
下
之
海
上、
波
風
之
儀
迄
も
無
御
心
元
被

思
召
候 、
弥
愛
元
之
通
相
替
儀
無
之
候 、
御
上
洛
候
て
可
被
申
上
候 、

々
謹吾一一同 、霜

月
十
四
日

滋
野
井
般
家
雑
掌

三
上
丹
後
守

忠
治
〈
花
押)

大
炊
御
門
殿
家
雑
掌

行
堅
(
花
押)
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藤
崎
神
主

三
郎
丸
蔵
人
殿

鬼
丸
権
少
股

宮
坂
左
衛
門
殿

6 
真
継
美
濃
守
書
状

(附)

日
上

追
而
申
候 、

重
而
も
其
分

大
炊
殿
御
音
信
中
々
不
被
成
御
請
取
候 、

に
候 、
以
上 、

預
御
折
紙
本
意
此
事
候 、
然
者
内
神
御
幣
役
之
事
被
仰
上
候 、
今
度
神
楽
人

左
衛
門
方
上
洛
は、
吉
田
駿
御
馳
走
に
而 、
社
務
に
被
罷
成
候
者豆 、
普
之

系
図
等
写
に
て
上
申
候
写
被
差
下
候 、
於
愛
許
兎
角
御
沙
汰
如
何
敷
候 、
各

相
談
有
之
駿
府へ
御
理
主
に
存
候 、
於
様
子
て
口
上
二
可
有
伝
達
候
問 、
申

入
候 、
恐
々
謹一言 、

六
月
十
日

真
継
美
濃
守
(
花
押)

三
郎
丸

蔵
人
太
夫
股貴

報

r 
真
継
美
濃
市寸
書
状(断)

御
折
紙

本意
此
事
候、
吉
田
殿
御
使
者へ
之
返
事
之
通
被
御
越
侯
承
届
候 、

此
方
相
替
儀
無
之
候 、

委
細
之
儀
者
自
行
堅
具
可
有
之
候
問 、

不
及
二一

候 、
折
節
内
侍
所
御
移
徒ニ
付
而 、
神
事
彼
是
不
得
寸
隙
候
問 、
早
々
申
入

候 、
無
御
油
断
来
春
者
早
々
可
被
申
上
事
専
用ニ
候 、
猶
期
後
音
之
時
候
間

令
省
略
候 、
恐
々
謹
言 、

十
二
月
十一
日

真
継
美
濃
守
(
花
押)

藤
崎
八
幡

一
社
御
中

8 
藤
崎
社
神
主
社
人
条
書

乍
恐
申
上
条
々

一
藤
崎
神
主
とハ
申
候
者ハ
三
郎
丸
事、
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一
九
人
之
社
人ハ
往
古
よ
り
冠
抱
着
仕
来
候
事、

一
神
楽
人
とハ
左
衛
門
尉
か
事
に
候 、
然
処-一
為
神
主
由
吉
田
殿へ
申
掠
候

事、
右
之
趣
被
成
御
礼
明 、証

文
等
被
成
御
覧 、
如
先
規
之
被
仰
付
候
様
に

奉
頼
候 、
罷
上
候
事
肥
後
守
家
老
之
衆
依
申
付
之
事
候 、
此
旨
可
預
御

披
露
候 、慶

長
十
八
年

九
月
廿
日

古屋
治

親
定

純
重

能
賢

進
藤
左
兵
衛
太
夫
殿人

々
御
中

9 
三
郎
丸
能
治・
鬼
丸
親
定
連
署
訴
状
索

乍
恐
申
上
条々

一
九
州
於
肥
後園 、
藤
崎
八
幡
宮

勅
願
所
也、
承
平
年
中ニ

勧
請
之
刻 、

男
山
よ
り
藤
崎
の
為 、
神
主
橘
能
貞
罷
下 、
其
子
孫
即
神
主
と
し
て
有
之

事
候 、
今
之
三
郎
丸
能
治
神
主
是
也、
然
処
御
子
座
に
有
之
神
楽
人
之
左

衛
門
と
申
者
虚
言
申、
往
古
6
伝
た
る
神
主
三
郎
丸
を
さ
し
の
け 、
新
儀

一
御
子
座
の
者
と
し
て 、
神
主
の
仕
内
神
之
へ
い
や
く
を
望 、
か
り

事
を

た
く
ミ

候
て 、
吉
田
殿
御
内
の
す
L
か
釆
女
を
頼 、
神
主ニ
罷
成
侯
由
申

付
而 、
三
郎
丸
其
外
之
社
家
之
者 、
数
通
之
証
文
を
持 、
雌
罷
上
候 、
吉
田

殿
御
紛
被
成
候
付 、
数
日
を
送
申
事、
遠
国
之
者
之
儀 、
久ハ
迷
惑
仕
候 、

兎
角
吉
田
社
之
釆
女 、
彼
左
衛
門戸一
被
頼 、
種
々
の
虚
言
共
被
申
候
事、

一
近
衛
様へ
も
数
通
之
証
文
懸
御
目ニ
由・
候 、
其
外
国
本
よ
り
も、
肥
後
守

年
寄
中 、
彼
左
衛
門
を
御
子
座
の
神
楽
男
と
紙
面ニ
乗 、
大
炊
大
納
言
様

吉
田
之
神
竜
院へ
折
紙
被
発
候 、
肥
後
守
年
寄
衆
の
申
分
ぺ
此
二
通
之

折
紙
に
で
も
し
れ
申
儀
を 、
又
神
竜
院
御
ま
き
れ
に
よ
っ
て 、
肥
後
国へ

彼
御
神
楽
人
之
左
衛
門
を
御
下
被
成 、
其
者
罷
上
候
ま
て
逗
留
仕 、
久
の

儀
迷
惑
仕
候
事、

一
藤
崎
八
幡
宮
之
儀ハ 、
別ニ
御
伝

奏
御
座
候
故 、
吉
田
社
少
も
御
か
ま

い
な
き
社
頭
に
て
候 、
任
証
文
社
法
之
儀 、
如
前
々
被
仰
付
候
者 、
一恭
可

奉
存
者
也 、
以
上

慶
長十八
年

十
月
四
日

神主
三
郎
丸
蔵
人
大
夫

能
治
花
押
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鬼
丸
権
少
副

親
定
花
押

宮
坂
右
衛
門
丞

能
重
花
押

御
奉
行
所
様

1 0  
石
原
左
兵
衛
起
詩
文

一
夫
我
験
者 、
自
前
々
為
神
楽
之
役
之
処 、
左
衛
門
於

禁
中
構
虚
言 、
冠

抱
依
令
着
用 、
各
亦
被
達

今
上
之
上
聞 、
左
衛
門
ヲ
追
放
シ 、
彼
職
被

改
易
某
被
仰
候 、
然
上
者 、
自
今
以
後 、
至
社
中
柳
疎
意
ヲ
存
間
敷
候 、

万
端
者
御
下
知
を
以 、
如
先
規 、
神
役
等
致
慨
怠
間
敷
候 、
若
背
此
旨 、

於
企
新
儀
者 、
可
被
成
其
沙
汰
者
也 、
仰
状
如
件 、

元
和
五
年
十
二
月
十
八
日

由
同ZW石

原
左
兵
衛
(
花
押)

行
藤
佐
渡
守
殿

鬼
丸
権
少
副
殿

宮
坂
治
部
少
殿

杉尾

掃
部
殿

森
崎

進
大
股

吉
永
二
郎
介
殿

宮
坂

式
部
殿

吉
永
左
兵
衛
殿

神
主三

郎
丸
蔵
人
太
夫
殿

参

1 1  
神
楽
人
伊
勢
・

主
蹴
起
諮
文

一
今
度
案
外
之
処ニ
参、
各
社
中
之
回
目
を
う
し
なハ
せ
申
候
付
而 、
我
柑一叩

神
楽
職
被
筏
上
候
処ニ 、
種
々
御
他一宮
市中
上
候
付
而 、
如
前
々
可
被
仰
付

之
旨
添
奉
存
候
事、

一
我
等
約
束
等 、
い
に
し
へ
之
こ
と
く
た
る
へ
く
候
事 、

一
殿
様へ
両
度
之
御
礼
申
上
候
事、
ち
ゃ
う
し
た
る
へ
く
候
事 、

一
自
今
以
後 、
新
儀
を
企 、
各へ
慮
外
仕
間
敷
候 、
若
左
様
之
儀
御
座
侯
者 、

其
時
我
等
職
可
召
上
事、

右
之
条
々
於
相
背
者 、
急
度
可
被
仰
付
候 、

仰
如
件 、元

和
拾
年
三
月
廿
四
日

神
楽
人

伊
勢
(
花
押)

三
郎
丸
蔵
人
様

寺
社
中

様

同

主
殿
(
花
押)



1 2  
諸
社
人
供
僧
法
度
次
芳
写

(マ
、)

諸
社
供
僧
法
度
次
沖
付
形
儀

一
上
官
座ニ 、
従
下
官
上
申
間
敷
候
事、

一
社
壇
仏
堂
香
花
ヲ
暴
申
間
敷
候
事、

一
衣
装
束
狩
衣
は
な
し
申
間
敷
候
事、

一
神
事
万
事
之
先
例
ヲ
か
L
し
申
間
敷
候
事、

一
前
々
よ
り 、
か
ん
む
り

装
束
不
仕
者 、
今
末
代-一
・お
い
て
ち
ゃ
く
し
申
間

敷
候
事、

一
む
さ
と
紫
衣
高
衣
ヲ
ち
ゃ
く
し
申
間
敷
候
事、

一
高
官
之
人
ニ 、
能
々
其
礼
儀
ヲ
可
仕
候
事、

一
九
ケ
所
之
内
之
社
人
らハ 、
勅
使
之
御
手
前ニ
て
官
位
可
仕
候
事、

一
其
外
社
人
等ハ
吉
田
ユ
可
参
候
事、

一
吉
田
か
もハ
不
申
候 、
宮
社
者
万
事
勅
使
手
前ニ
て
其
形
儀
可
仕
候
事、

一
諸
社
人
等
形
儀
悪
敷
仕
候ハ
\

何
時
に
て
も
つ
い
ほ
う
申
可
被
仕
候
事 、

一
社
且
仏
堂
之
先
例 、
か
く
し
申
間
敷
候
事、

一
神
前
万
事
之
様
子 、
供
物
先
例
に
か
与
し
申
間
敷
候
事、

一
諸
社
人
等
持
諸
宮
家 、
此
法
度ニ
も
れ
候ハ
、 、

何ユ
て
も
我
々
可
承

候
事 、

一
其
神
其
仏
に
仕
申
宮
守
坊
主 、
神
前
仏
前-一
興
り
申
候
時 、
高
衣
に
て
も

下
衣
に
て
も、
は
な
し
申
間
敷
候
事、

一
社
人
供
僧
之
儀ハ 、
何
時
に
て
も
不
形
儀
仕
候
は
ハ
、 、

つ
い
は
う
可
被

申
付
候
事、

右
条
々
堅
相
守
可
申
也 、

白
川
左
大
臣
在
判

十
八
歳
書
之

享
禄
丁
商
八
月
十
日

諸
社
人
供
僧
宮
家
中
以
下

1 3  
肥
後
国
府
中
祇
園
宮
社
人
等
官
位
証
文
写

証
文

一
肥
後
闇
府
中
祇
園
宮
社
人
井
供
僧
神
楽
人
舞
楽
座
諸
社
役
人
官
位
之
事 、

一
勅
願
所
井
社
僧
代
々
大
僧
都
也、

一
社
人
五
人
ぺ
代
々
六
位
な
り、

(マ
、)

一
権
大
宮
佐一
階
諸
太
夫
也、

一
神
楽
人
右
同
前
也 、

一
舞
楽
人
代
々
諸
太
夫
也、
内
ニ
六
人ハ
本
座、
三
人ハ
新
座、

一
肥
後
園
寺
社
方
々
之
勅
使
代
々
大
納
言
也、

一
勅
願
所ハ、
祇
園・
藤
崎・
健
軍・
津
守・
釈
迦
院・
池
辺
寺・
高
橋
山
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高
佐・
逢
回・
郡
浦
等 、
右
之
宮
寺
法
事
祭
礼
不
思
様ニ
勤 、
勅
役
可
被

申
旨
肝
要 、
勅
定-一
候
間
其
通
能
々
御
心
得
可
然
候 、
分
圏
中ニ
公
事
沙

汰
万
事
六
ケ
敷
儀
共
於
有
之ハ 、
何
時
に
で
も
両
人
可
承
候
問 、
祇
園
社

中ニ
て
も、
除
申
候ハ
、 、

此
方ニ
可
被
言
越
候 、
何
時
も
可
承
候 、
為

後
日
如
此ニ
候 、
恐
怯
謹
言 、

享
禄
四
両
八
月
十
日

白
川
左
大
臣
在
判

十
八
歳
書
之

(マ
、)

勅
使
代
在
聴
弁
社
人
頭
以
下

参

1 4  
藤
崎八
幡
宮
室
会
院
次
沖
書

九
州
肥
後
国
飽
田
郡
宮
内
民
藤
崎
八
幡
之
社
務 、
以
勅
詑
ヲ
九
肥
之
後
州
江

下
向
仕
候 、
則
宣
命
御
論
旨
ヲ
勅
許
有
之 、

次
対ア

藤
崎
宮
神
主

宣
命
院従

三
位
中
務
卿
伴
家
朝

右
之
五
代
之
後
致
参

内

従
三
位
中
務
太
夫
伴
家
政

近
衛
院
之
御
宇ニ
致
参

内、
藤
原
氏
ヲ
被
下
候 、

宣
命
院従

三
位
中
務
太
夫
藤
原
家
友

宣
命
院
申
付
分神

楽
人
五
人

八
人

五
月士口
日

八
乙
女

官一Am

1 5  
藤
崎
八
幡
宮
社
家
家
筋
注
文
写

御
勧
請
之
節
・8
相
続
仕
候
家
筋
之
事 、

一
三
郎
丸
家
先
祖
者 、
橘
能
員
と
申 、
則
荒
入
社
の
神
霊
に
祭
り
御
座
候 、

御
宮
御
勧
請
之
節 、
御
神
鉢
奉
守
護 、
下
向
し
て
永
く
神
主
と
相
成 、
社

頭
之
官帯
此
家
よ
り
取
計
居
申
候 、
輩
車
別
当
鬼
丸
家
受
持
之
処 、
訳
御
座

候
而 、
延
慶
三
年
此
家ニ
補
任
之
書
付
御
座
候 、
宮
坂
両
家
此
家
之
庶
流

-一
而
御
座
候
事、

一
行
藤
家
先
祖
者 、
平
宗
定
と
申 、
御
勧
請
之
節 、
為
捧
幣
使
下
向
有
之
候

家ニ
而 、
杉
尾
家
者 、
此
家
の
庶
流一一
一印
御
座
候
事、

一
鬼
丸
家
先
祖
者 、
伴
親
直
と
申 、
御
勧
請
之
節 、
供
奉
之一
人ユ
而
御
座

候 、
尤
往
年
三
郎
丸
家
よ
り
上
座ニ
着
申
候
事
茂
御
座
候
様ニ、
相
見
居
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申
候
事、

一
吉
永
家
先
祖
者 、
藤
原
秀
政
と
申 、
御
勧
請
以
前
よ
り
当
地
所
務
之
郷
土

之
由
申
伝
候
得
共 、
委
敷
事
相
分
不
申
候 、
御
勧
誘
の
節
・8
神
職
相
成
申

候
由ニ
御
座
候 、
吉
永
森
崎
両
家
此
家
之
庶
流ニ
而
御
座
候
事 、

右
者
御
尋-一
付 、
大
概
を
書
付 、
進
達
仕
候 、
以
上、

寛
永
十
年
正
月

郎
丸
蔵
人
太
夫

能
治

同MMU車十

国
遠
道
倫
老

小
崎

与
次
兵
衛
殿

神
足
三
郎
左
衛
門
殿

行
藤
左
近
太
夫

宗
俊

叫HMUdリ寸

1 6  
杉
尾
徳
右
衛
門
起
請
文

杉
尾
職
相
定
書
物
之
事

一
今
度 、
従
母
前
各へ
御
理
申ニ
付
而 、
以
御
相
談
杉
尾
子
孫ニ
被
召
定 、

恭
次
沖
存
事、

一
当
社
者 、
代
々
社
職
之
養
子 、
武
家
之
子 、
其
外
他
処
之
者
不
罷
成
之
通

承
及
侯
処ニ 、
社
中
以
御
分
骨
杉
尾
被
対 、
私
ヲ
跡
目ニ
相
定
被
下 、
悉

候
事、

一
杉
尾
職 、
何
廉
従
前
々
相
定
之
こ
と
く 、
自
今
以
後
社
中へ
相
背
申
間
敷

候 、
若
又
新
儀
企
相
背
於
申
者 、
何
時
成
共 、
可
被
仰
付
候 、
各
御
分
別

次
第
可
仕
候
事、

右
之
条
々
相
背
申
間
敷
候 、
為
其
書
物
如
件 、

寛
永
廿
年
六
月
十
五
日

杉
尾
徳
右
衛
門
(
花
押)

社
家
中

1 7  
神
楽
人
惣
太
夫・
清
太
夫
起
請
文

書
物
之
事

一
今
度 、
私
手
前
不
罷
成
候-一
付
而 、
御
訴
訟
申
上
候
処ニ 、
被
聞
取
分
此

日
前
ぷ
御
神
楽
米
半
分
御
神
物-一
納
り

候
を 、
先
当
分
御
借
被
下
候
問 、

朔
月
十
五
日
之
御
初
尾 、
惣
太
夫
と
等
分ニ
配
当
可
仕
之
由 、
被
仰
付
恭

奉
存
候 、
以
来
少
に
て
も
越
度
之
儀 、
又ハ
各
様
背
御
意
候
向
者 、
何
時

に
で
も
右
之
御
神
物
如
前
々
可
被
召
上
候 、
其
節一
言
茂
異
議
を
申
上
間

敷
候 、
尤
御
神
楽
社
役
等
之
儀 、
如
前
々 、
無
僻
怠
相
勤
可
申
候 、
為
後

証
書
物
如
件 、

万
治
元
年
十
月士口
日

神
楽
人

惣
太
夫
〈
花
押)

同

清
太
夫
(
花
押〉

寺
社
御
中
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寿
永
二
年
旧
記

袋

異
筆)

寿
永
二
年
旧一
記

壱
通

(
朱
筆)

帝
国
博
物
館
技
手
兼
臨
時
全
国
宝
物
取
調
所

鑑
査
者

小
杉
雄
邸

サ
五
年
三
月
廿
八
日
小
杉
槌
邸
出
一政
ニ
テ
写
取
候
布

後
白
河
上
皇
院
宣
写

五
畿
内
東
山
東
海
山
陽
山
陰
北
陸
南
海
西
海
己
上
諸
国 、

早
以
頼
朝
朝
臣
可

令
為
征
夷
将
軍
事 、

右
左
大
臣
宜 、

奉
勅
早
以
源
朝
臣
静
治
諸
国 、

依
宣
行

之
者 、

院
宣
如
此 、

何
執
達
如
件 、

寿
永
二
年
九
月

日

(マ、)

左
大
史
小
規
宿
禰

右
中
弁
藤
原
動
臣

2 
弐
目
追
加
及
び
近
評
定
写

追
加

一
貞
応
嘉
禄
以
後
盗
賊
跡
所
領
事、

右
縦
雌
為
捌
取
其
身 、

於
所
領
者 、

不
及
没
収 、

早
可
被
返
付
本
所 、

但

龍
置
悪
党 、

殴
触
子
細 、

至
拘
惜
者 、

為
懲
狼
耕 、

尤
可
被
捕
地
頭
也 、

一
畿
内
近
国
井
西
国
堺
相
論
事、

右 、

共
以
為
公
領
者 、

尤
可
為
国
司
之
成
敗 、

於
圧
園
者 、

為
領
家
之
沙

汰、

経

奏
聞 、

可
議

聖
断、
而
地
頭
等
任
自
由
之
相
論
之
条、
世
可

令
停
止
語 、

一

依
芸
能
被
布
仕
輩
所
領
事 、

右 、

或
譲
渡
他
人 、

或
非
器
量
之
輩
相
伝
之
条 、

無
其
尚
之
由 、

議
定
先

皐 、

初
付
器
量
可
令
相
伝
也 、

一
盗
賊
臓
物
事、

右、
己
依
蹴
物
之
多
少、
被
定
罪
科
之
軽
重
了、
仮
令
銭
百
文
若
二
百
文

巳
下
之
軽
罪
者 、

以
一

倍
令弁
償 、

可
令安
堵
其
身 、

三
百
文
己
上
之
重

科
者 、

縦
雄
行一
身
之
科 、

莫
及
三
族
之
罪
者 、

於
親
類
妻
子
井
所従
等

者 、

如
元
可
令
居
住
本
宅
也 、

次
同
宿
所
家
主
懸
罪
科
否
事 、

不
知
其
意

者、
不
及
家
主
罪
科
之
由、
度
々
一経
其
沙
汰
事、

一
所
預
置
召
人
令
逃
先
罪
科
事 、

右 、

預
置
謀
反
人
之
処 、

其
召
人
於
令
逃
失
者 、

依
為
重
事 、

可
被
召
所

領
也、
其
巳
下
者 、
不
可
処
重
科 、
随
軽
重
可
被
行
過
怠 、
所
謂
寺
社
修

理
組一寸
是
也、
但
逃
脱
之
後 、
為
令
尋
求 、
三
ヶ
月
者
可
被
延
引 、
若
三
ケ
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月
内
不
尋
出
者 、
聞
事
勝 、
可
有
其

沙汰
欺 、

一
以
団
地
所
領 、
為
饗
六
賭
事、

右 、
博
戯
之
科 、
禁
制
惟
重 、
而
近
年
非
膏
背
制
符 、
剰
以
団
地、
為
賭

之
由 、
間
有
其
聞 、
自
今
以
後 、
可
従
停
止 、
若
猶
令
違
犯
者 、
早
被
処

重
科 、
可
令
没
収
其
賭
也、

近
評
定
云

一
証
文
証
人
起
請
文
事、

右 、
諸
人
相
論
事、
証
文
顕
然
之
時
者 、
不
及
子
細 、
若
証
文
不
分
明
者 、

可
被
叙
用
証
人
申
状
也、
叉
証
文
顕
然
之
時
者 、
証
人
申
状
不
能
殺
用
敗 、

又
証
文
与
証
人
共
以
不
分
明
者 、
可
及
起
請
文
敗 、
証
文
証
人
顕
然
之
時

者 、
不
及
起
請
文
欺 、

一
新
補
井
本
地
頭
不
叙
用
御
下
知
事、

右 、
新
補
地
頭
者 、
云
本
司
跡 、
云
新
補
率
法 、
不
可
混
領
両
様
之
由 、

被
下
知
之
処、
不
純
用
其
状 、
猶
令
違
犯
者 、
改
易
其
所 、
可
被
宛
行
勲

功
未
給
之
輩
也、
次
本
地
頭
之
輩 、
或
背
先
例 、
或
違
父
祖
例
之
由 、
訴

訟
之
時 、
不
従
御
下
知
者 、
筏
其
所 、
可
宛
行
官
仕
忠
労
之
輩
件
所
知
之

替
也、
次
御
祈
勤
仕
入
之
跡
事、
若
如
先
条
之
子
細
者 、
召
其
所 、
可
宛

給
御
祈
勤
仕
之
仁
也、

但
己
上
三
ケ
条 、

訴パ政
定
多
出
来

就
此
式
目、

欺 、
委
細
札
明
可
有
御
成
敗
敗 、

一
御
家
人
任
官
事、

右 、
依
御
要
被
召
成
功
之
時 、
進
納
功
物 、
遂
所
望
者 、
公
益
之
其一
也、

而
近
代
為
語
付
功
人 、
可
令
減
納
之
由 、
京
都
奉
行
人
内
々
椙
議
之
問 、

伺
如
然
之
便
宜 、
火
急
御
要
之
時 、
催
促一
切
不
合
期 、
過
則
不
忠
之
至

也、
縦
難
為
神
事
仏
事
用
途 、
以
非
不
日
之
究
済 、
為
扶
弱
之
計 、
更
不

可
有
減
納
之
儀 、
況
亦
本
数
日
建
久
以
往
之
本
法 、
被
減
定
花 、
非
被
省

過
分
之
矧
哉 、
次
自
元
不
及
成
功
官
職
之
外 、
不
可
有
御
推
挙
之
儀 、
加

之 、
至
所
望
之
輩
者 、
都
以
不
可
及
御
沙
汰
者 、
可
存
此
旨 、
被
召
所
領

者 、
就
之
所
々
之
訴
訟 、
無
過
期
版 、
何
可
被
布
簿
屋
用
途
也、
但
臨
其

所
多
少 、
可
被
祝
之 、
仮
令
五
十
町
所
者 、
可
被
祝
銭
五
十
貫
文、
但
地

頭
跡
分
也、
寄
事
於
左
右 、
不
可
成
士
民
之
以 、

一
御
家
人
後
家 、
任
亡
夫
譲 、
給
安
堵
御
下
文
事 、

此
条
平
均
之
例
也、
愛
於
令
改
嫁
輩
者 、
可
宛
給
他
人
之
旨 、
被
定
置
以

来、
為
免
其
難 、
或
少
年
或
無
病
之
族 、
寄
事
於
所
身 、
譲
与
子
息
親
類、

申
給
安
堵
御
下
文
之
後 、
及
改
嫁
云
々 、
甚
以
枇
吹
也、
於
自
今
以
後
者 、

不
臨
重
病
危
急
者 、
不
可
被
許
其
譲 、

一
諸
堂
供
僧
事 、
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右 、
諸
堂
供
僧
等 、
或
臨
病
患
附
属
非
器
之
弟
子 、
或
立
名
代
之
後 、
落
臨

世
間 、
猶
食
其
利
潤
事、
云
彼
云
是 、
共
以
背
仏
意
敗 、
縦
雌
為
師
譲 、

不
可
被
許
非
器
之
輩 、
縦
雄
為
器
量
之
仁 、
不
可
被
用
蹴
僧
之
譲 、
於
自

今
以
後
者 、
固
守
此
明
誠 、
撰
法
器、
抜
群
之
人
譲
之、
専
戒
行、
敢
不

可
違
越 、

一
改
嫁
事、

右 、
或
致
所
領
成
敗 、
或
行
家
中
雑
事 、
於
令
現
形
者 、
尤
可
有
其
誠 、

此
外
内
々
密
儀
者 、
縦
雌
有
風
聞
之
説 、
非

沙汰
之
限 、

一
以
御
恩
所
領 、
入
負
物
質
券
事 、

右 、
沙
汰
出
来
之
時 、
過
半
分
以
上
致
弁
者 、
差
日
数
令
弁
償
之、
可
被

札
返
彼
券
契
也、
其
弁
不
足
半
分
者 、
可
宛
給
所
領
於
他
人
也、

一
敵
対
干
祖
父
井
父
母、
致
相
論
輩
事 、

右 、
告
言
之
罪
不
軽
之
処、
近
日
間
有
此
事、
教
令
違
犯
之
罪
科
是
重 、

自
今
以
後 、
可
令
停
止
之、
若
猶
及
敵
対
者 、
惜
任
本
条 、
可
被
行
重
科

也
一
関
東
御
家
人 、
以
雲
客
以
上
為
饗
若 、
譲
所
領
於
女
子
事、

右 、
於
公
事
者、
臨
其
分
限 、
可
被
省
宛
之
由 、
先
日
雄
被
定
置 、
自
今

以
後 、
至
子
相
具
雲
客
己
上
之
女
子
者 、
不
可
譲
与
所
領
也、

一
凡
下
輩
不
可
買
領
売
地
事 、

右
以
私
領
令
消
却
事 、

為
定
法
之
由 、

先
度
雄
被
害
載 、

自
今
以
後 、

縦

難
為
私
領 、
於
売
渡
凡
下
輩
井
借
上
等
者 、
任
近
例
可
被
収
公
所
領
也 、

又
雄
為
侍
己
上 、
非
御
家
人
者 、
不
及
知
行
央 、

一
諸
人
訴
訟
対
決
時 、
進
懸
物
状
事、

右 、'
甲
乙
之
輩 、
訴
訟
之
時、
遂
対
問
之
処 、
或
不
預
裁
許
之
族 、
為
散

前
憤 、
称
懸
物
捧
押
書 、
或
所
申
為
非
拠
者 、
以
論
人
之
所
領 、
可
宛
給

敵
人
之
由、
相
互
載
其
状
之
問、
各
住
貧
欲
之
心 、
弥
好
噴
嘩
之
論
服、

自
今
以
後 、
進
懸
物
状
之
時 、
於
致
撒
訴
者 、
早
以
所
載
懸
物
之
所
領、

可
宛
給
他
人
之
旨 、

可
令
書
載
也 、

又
以
山
僧
為
地
頭
代
事 、

可
停
止
之

由 、
被
載
事
書
了 、

一
一小
家
御
免
許 、
企
遁
世
後 、
猶
知
行
所
領
事 、

右 、
或
及
老
童 、
或
依
病
患 、
以
所
領
所
職 、
譲
与
子
孫 、
給
身
暇
企
遁

世
者 、
普
通
之
法
也、
市
未
及
老
年 、
無
指
病
悩 、
不
蒙
御
免 、
無
左
右

令
出
家 、
猶
知
行
所
領
事 、
甚
自
由
之
所
行
也、
自
今
以
後 、
如
此
之
輩 、

処
不
忠
之
科 、
可
被
召
所
領
也 、
但
兼
日
以
子
孫
再
養
子 、
為
代
官 、
於

致
奉
公
者 、
不
及
子
細
敗 、
為
遁
世
俄
称
養
子 、
至
令
吹
挙
者 、
不
能
叙

用 、
兼
又

乍
浴
関
東
御
恩 、
居
住
京
都
井
他
所 、
不
致
官
仕
者 、
同
以

不
可
領
知
其
所 、
抑
本
自
詔
候
京
都
之
輩 、
預
関
東
之
御
恩
者、
非
沙
汰
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之
限
君、

一
被
止
鎌
倉
中
僧
従
徒
類
太
刀
腰
刀
事、

僧
徒
之
所
従 、
常
致
闘
乱 、
多
及
殺
害
云
々 、
武
士
之
郎
従
猶
以
不
及
如

此
之
狼
籍 、
何
況
於
僧
徒
之
所
従
哉 、
是
則
好
而
召
仕
武
勇
不
調
之
輩 、

専
不
加
禁
渇
故
也 、

於
自
今
以
後 、

僧
徒
之
児
共
侍
中
間
賞
部
力
者
法

師 、
横
雄
創
差
腰
刀 、
一
向
可
停
止
之、

若
背
此
制
止 、

及
刃
傷
殺
害

者 、
宜
被
処
主
人
於
過
怠 、
堅
存
此
旨 、
不
可
違
犯
之
由 、
可
令
触
供
僧

給
之
旨 、
所
候
也 、
仰
執
達
如
件 、

三
月
三
日

前
武
蔵
守

大
御
堂
執
行
御一
房

若
宮
別
当
御
房

大
夫
法
橋
御
房

逐
申件

輩
創
万
者 、
仰
小
舎
人、
御
見
合
抜
取
之、
可
施
大
仏
之
由 、
被

仰
下
了 、
同
可
被
仰
聞
其
旨
候
也 、

勝
長
寿
院
僧
坊、
連
々
有
閑
乱
事、
度
々
及
殺
害
云
々 、
武
士
之
郎
従 、

猶
以
不
及
如
此
之
狼
蒋 、
何
況
僧
徒
従
類
哉 、
是
則
好
而
召
仕
武
勇
不
調

輩 、
専
不
加
禁
過
之
所
致
也、
加
之
三
昧
僧
等 、
偏
事
酒
定
借
疎
其
節
之

由 、
有
風
聞 、
非
骨
破
戒
行 、
剰
背
尋
遠
之
法 、
自
今
以
後 、
僧
徒
之
児

共
侍
中
間
・京
部
力
者
法
師 、
横
雄
創
差
懐
刀 、
一
向
可
停
止
之、
若
猶
不

拘
制
止 、
及
刃
傷
致
害
者 、
宜
被
処
主
人
於
過
怠 、
堅
存
此
旨 、
更
不
可

惑
乱
之
由 、
各
可
令
相
触
給
之
由
所
候
也 、
的
執
達
如
件 、

三
月
三
日

前
武
蔵
守
泰
時

(
異
筆)

天
正
十
六
九
月
廿
六
日
写
之
畢

3 
徳
川
家
康
印
判
状
写

本
山
之
山
伏
対
真
言
宗 、
不
認
儀 、
令
停
止
畢 、
但
真
言
宗 、
立
寄
非
仏

法
祈
令
執
行
輩
有
之
者 、
役
儀
可
相
掛 、
自
今
以
後 、
堅
守
此
旨 、
可
有

下
知
者
也 、慶

長
十
八
五
月
廿一
日

御判

聖
護
院

4 
徳
川
家
康
印
判
状
写

修
験
道
之
事、
従
先
規
如
有
来
諸
国
之
山
伏 、
往
筋
目
可
致
入
峰 、
当
山

本
山
各
別
之
儀ニ
候
条 、
諸
役
等
互ニ
不
可
有
混
乱 、
自
今
以
後 、
堅
守

此
旨 、
無
諦
様-一
可
有
下
知
者
也 、

慶
長
十
八
五
月
廿一
日

御判

聖
護
院
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藤
崎{
呂
の
美
術
工
芸

松

， 本

す盤

明

彫

刻

ー 、
木
造
僧
形
八
幡
神
坐
像
(
重
要
文
化
財)

�i 

2 、
木
造
女
神
坐
像
(
重
要
文
化
財)

A底

男
神
像 、
高
さ
七
九・
五
セ
ソ
チ 、
肩
張
り
四一
セ
γ
チ 、
膝
張
り
六
五
セ
ソ
チ。

女
神
像 、
高
さ
八
二
セ
ン
チ(
宝
冠を
含む) 、
身
高
八
Oセ
γ
チ 、
肩
張
り
三
七
セ
γ
チ 、
膝
張
り
五
八・
五
セ
γ
チ。

男
神
坐
像
は
僧
形
で 、
柄
衣
の
上
に
七
条
の
袈
裟
を
ま
と
い 、
左
手
の
揖
指
と
中
指
と
で
印
を
結
び 、
右
手
に
錫
杖(
今は
欠
く)
を
も
っ
て
い
る 。
女
神
坐

像
は
垂
髪
に
宝
冠
を
つ
け 、
両
肩
に
掛
帯
を
か
け 、
膝
の
上
に 、
左
手
を
下
に
右
手
を
上
に
し
て
重
ね
て
組
み 、
両
手
の
栂
指
先
を
つ
け 、

掌
の
上
に
蓮
華
台

上
の
宝
珠
を
さ
さ
げ
る 。

い
ず
れ
も
楠
の一
木
造 、
彫
限
で
あ
る
が 、
両
腕
は
別
木 、
胎
内
は
内
ぐ
り
を
ほ
ど
こ
し 、
底
部
を
板で
ふ
さ
ぐ 。
男
神
は 、
右
耳
下
よ
り
肩
に
い
た
る
部

分 、
左
腕
内
側、
左
後
ろ
脇
に
補
修
が
あ
り 、
女
神
は
掛
帯
背
部
の
三
角
の
部
分 、
両
側
の
後
ろ
協
下 、
右
袖口
に
後
補
が
あ
り 、
頭
部
両
側
面
の
割
目
も
う

め
ら
れ
て
い
る 。

彩
色
は
剥
落
し
て
い
る
が
処々
に
白・
赤・
金・
青
黒
を
と
ど
め
る。
男
神
の
顔
面
は 、
鼻
の
わ
き 、
目 、
ひ
た
い
の一
部 、
あ
ご 、
首 、
耳
に
胡
粉
を
と

ど
め 、
瞳
が
黒で
あ
る
ほ
か 、
多
く
剥
落
し
て 、
地
塗
の
青
黒
の
漆
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る 。
唇の
は
し
に
は
朱
が
の
こ
っ
て
い
る 。
袈
裟
も
納
衣
も 、

彩
色
が

は
げ
地
塗
が
で
て
い
る
が 、
袈
裟
の
環
は
金 、
中
央
下
方 、
左
肩 、
左
柚 、
右
肩
後
ろ
の
四
ケ
所
に
四
角の
朱
の
巾
を
は
り 、

そ
れ
に
四つ
な
い
し
六
つ
の
金
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の
珠
文
を
え
が
く。
金
文
は
三
つ
の
巴
文
か
ら
な
る
よ
う
に
み
え
る
が 、
袖
口
の
ほ
か
は
消
失
し
て
い
て
明
か
で
は
な
い。
袈
裟
の
左
袖
に
は
黒の
大
き
な
網

目
文
を
え
が
く。
彩
色
は
最
初
の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る。

男
神
は 、
相
貌・
体
躯・
衣
文
い
ず
れ
も
き
わ
め
て
力
づ
よ
く 、
張
り
を
も
っ。
頭
頂
は
小
さ
く 、
短
頭
で 、
下
ぶ
く
れ
で
あ
る
が 、
秀
で
た
額 、
豊
満
な

そり

は
し
の
反
上
っ
た
唇 、
大
き
く
て
短
い
耳
が
あ
る 。
耳
は
頭
骨
の
な
か
に
半
ば
埋
ま
り 、
耳

頬 、
が
っ
し
り
し
た
あ
ご 、
切
れ
長
で
つ
よ
い
眠 、
大
き
な
鼻 、

穴
が
ふ
か
く
刻
ら
れ
て
い
る 。
胸
は
つ
よ
く
張
り 、
襟
の
線
と 、
左
上
か
ら
右
に
く
だ
る
袈
裟
の
線
と
が 、
右
胸
下
方
に
集
中
す
る。
膝
の
衣
文
も
き
わ
め
て

大
き
く 、
深
く 、
力
に
あ
ふ
れ
て
い
る 。
両
柚
の
写
実
的
な
扱い 、
つ
よ
い
聾
も
そ
う
で
あ
る 。

女
神
像
で
も
地
塗
の
青
黒
の
漆
が
で
て
い
る
が 、
目・
鼻・
頬・
首の
あ
た
り
に
胡
粉
を
と
ど
め 、
冠
に
金
が
の
こ
る 。
唇
の
は
し
に
わ
ず
か
に
朱
を
の
こ

す。後髪

が
衣
の
上
に
か
か
る
と
こ
ろ
は 、
彩
色
の
上
に
墨
で
線
描
き
を
す
る 。
衣
は
朱
で
あ
る
が 、
方々
剥
落
し
て
地
塗
の
青
黒の
漆
地
を
あ
ら
わ
し
て
い

る。
襟
と 、
両
肩
か
ら
胸
に
か
け
後
ろ
で
む
す
ぷ
掛
帯
と
が
黒
で 、
衣
の
朱
と
美
し
い
階
調
を
な
し
て
い
る。
掛
帯
は
中
世
に
婦
人
が
神
に
詣で
る
と
き
に
つ

け
る
も
の
で 、
女
神
像
に
も
そ
れ
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る。
両
肩
に
は
火
炎
状
に
検
に
ひ
ろ
が
る
黒の
文
様
が
描
か
れ
て
い
る
の
は 、
或
い
は
鳳
風
の
羽
で
あ

る
か
も
知
れ
な
い。
衣
の
肩
か
ら
袖
に
か
け
て 、
葉
先
に
切
れ
こ
み
の
あ
る
大
き
な
三
葉
の
植
物
を
緑で

え
が
く

。

宝
冠
は
前
髪
に
つ
け 、
金
で
い
ろ
ど
る 。
そ
の
中
央
に
径
二・
五
セ
ン
チ
の
水
晶
の
宝
珠
を
は
め 、
そ
の
中
に
紙
に
描い
た
化
仏
(阿
弥
陀
如来坐
像)
を
い

れ
る。
化
仏
は
蓮
華
台
上
に
結
伽
K
坐
し 、
墨
線で
描
き 、
衣
は
朱 、
蓮
華
座
は
緑
で
い
ろ
ど
る 。
両
側
に
文
字
が
あ
る
が 、
紙
に
し
わ
が
あっ
て
よ
く
読
め

な
い。
た
だ
右
側
に
は
コ一
大ハ
も
し
く
は
二
天)」
と
あ
る 。

定
印
を
結
び 、
そ
の
上
に
蓮
華
台
上
の
宝
珠
を
い
だ
く
が 、
蓮
華
座
は
緑 、
宝
珠
は
朱(
剥
落)
で
い
ろ
ど
る 。

男
神
と
お
な
じ
く
短
頭
で 、
豊
頬 、
彫
眼
で
あ
る 。
目
は
き
れ
な
が
く 、
下
向
き
の
弧
線
を
二
つ
重
ね
た
よ
う
で 、
目
尻
は
や
や
さ
が
る 。
瞳
は
小
さ
く 、
口
も

ま
た
小
さ
く 、
唇
の
両
端
は
少
し
厚
ぼ
っ
た
く
上
に
反
っ
て
い
る 。
鼻
は
ひ
た
い
か
ら一

直
線
を
な
し 、
頬
は
き

わ
め
て
ゆ
た
か
で
あ
る 、
襟
の
線 、
抑
揚
を

も
ち
胸で
い
ち
ど
か
え
る
掛
帯 、
内
側
に
集
中
す
る
袖
の
ふ
か
い
衣
文 、
膝
の
大
き
な
横
の
衣
文
な
ど 、きわ

め
て
力
づ
よ
い
が 、

同
時
に
男
神
と
ち
が
っ
た

女
性
的
な
温
潤
さ
を
た
た
え
て
い
る 。
全
体
に
張
り
が
あ
り 、
掛
帯・
衣
文
な
ど
い
ず
れ
も
厚
く
力
づ
よ
く
彫
ら
れ
て
い
る 。
し
か
し
女
神
像
に
は
特
有
の
や
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さ
し
さ 、
神
秘
的
な
微
笑
が
た
た
え
ら
れ
て
い
る 。

藤
崎
宮
は
鎌
倉
時
代
末
の
延
慶
二
年(一
三
O
九)
に
焼
亡
し 、
正
平
十
二
年
(
=二
五
七)
こ
ろ
肥
後
守
菊
池
武
光
に
よ
っ
て
ふ
た
た
び
造
営
さ
れ
た 。

在 、
正
和
元
年(
二二
二一)
の
神
体
注
文
案
が
の
こ
っ
て
い
る 。

八
幡
藤
崎
宮
去
年
二
月
廿
四
日
御
仮
殿
炎
上
時
之
焼
失
給
御
神
駄

注
文
事

ぷ泊、日

大
宮
殿

一
宮
御長
三尺
錫宝冠勿

f曽
鉢

杖

イ曽
鉢

二
宮
御長
三尺

三
宮
御長
三尺

蓮
肇

女
神

若
宮
四
所

二
所御長二
尺

俗
身本

� 

二所御長二
尺

童
身本

右
注
文
如
件

正
和
元
年
七
月

日

す
な
わ
ち
現
在
の
男
女
神
は
ほ
ぼ
大
宮
殿
の一
宮・一ニ
宮
に
ち
か
い。
男
神
は
今
は
錫
杖は
な
い
が 、
た
し
か
に
そ
の
形
を
と
る
し 、
女
神
の
蓮
華
も 、
蓮
華

台
上
の
宝
珠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る 。
高
さ
も
ほ
ぼ
ひ
と
し
い 。
し
か
る
に
女
神
の
胎
内
に
は 、

応
永
廿
五
年
十
月
二
日
鏡秀(花押)

と
い
う
墨
書
銘
が
の
こ
っ
て
い
る
と
い
う 、
現
在
ふ
さ
が
れ
て
見
る
を
え
な
い
け
れ
ど
も 、
熊
本
県
教
育
会
編
「
熊
本
県
史
蹟
調
査
報
告
第一
回」
(

大
正
七

年
十ご
月)
中
の
「
藤
崎
八
幡
宮
及
古
文
書
宝
物」
に
お
け
る
松
原
祥
雲
氏
の
文
章
で
は 、
右
の
銘
に
よ
っ
て 、
両
神
像
を
応
、氷
品川
五
年(一
四一
八)
の
作
で 現
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あ
る
と
み
て
い
る 。

し
か
し
深
く
力
づ
よ
い
刀
法 、

写
実
的
な
描
写
は 、

応
永
末
年
の
作
と
み
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

け
れ
ど
も
藤
崎
宮
の
社
記
や
そ
れ

に
も
と
づ
く
「
肥
後
園
誌
」

の
記
事
に
は 、

正
和
の
後
の
造
営
の
延
引 、

正
平
十
二
年
七
月
十
五
日
の
暴
風
に
よ
る
破
壊 、

応
安
年
中
の
火
災
の
こ
と
が
み
え

て
い
る 。花

園
帝
延
慶
二
年
当
社
炎
上
ニ

付
テ 、

同
帝
ノ
御
宇
正
和
文
保
年
中
ヨ
リ 、

後
醍
醐
帝
元
享
年
中
迄 、

国
宣
下
知
状
ヲ
賜
フ
ト

雄
モ
事
行
ハ
レ
ス
。

同
御

字
元
徳
二
年
肥
後
国
藤
崎
宮
造
営
料 、

肥
後
国
正
税
段
米
以
下
之
事 、

可
被
申
関
東
之
上
啓
ア
リ
テ 、

論
旨
並
相
模
守
武
蔵
守
修
理
亮
下
知
状
等
ニ
、

藤

崎
宮
為
造
営
肥
後
国
正
税
段
米
以
下
之
事 、

厳
密
可
致
其
沙
汰
之
旨
ア
リ
ト

雄
モ
、

程
ナ
タ
天
下
動
乱一一
及
ピ 、

故
ニ
造
営
ノ
事
延
引
シ
神
体
久
敷
仮
殿

一
置
泰
ル

。

(肥
後国誌)

延
麗
二
年
当
社
炎
上 、

経
二
年
而
従
正
和
元
年 、

文
保
元
享一
冗
徳
迄
十
八
年
之
問 、

以
当
国
之
吏
務
可
被
発
造
営
旨 、

度
々
院
守一
細
教
書
齢
被
発
下、

不

一
一一

事
行 、

且
世
上
依
動
乱
不
至
造
畢、
神
体
仮
股

御
座
事
既
四
十
有
三
年

八
年
ニ
及
プ
。

(
社記)

社
殿
ノ
造
営
猶
行
レ
ス 、

仮
殿
ユ
御
座
ノ
事
既
ニ
四
十
三
年 。

之
レ
ユ
加
ル
ニ
南
朝
正
平
十
二
年
間
七
月
十
五
日 、

暴
風
又
仮
般
ヲ
破
ル
。

(
社
記)

武
光
造
営
ノ
解
状
ヲ
呈
ジ
テ
造
営
ア
リ 、

後
円
融
帝
ノ
御
字
応
安
年
中 、

当
社
炎
上 、

康
応
年
始
及
造
畢。

後
土
御
門
帝
御
字
文
明
長
享
年
中
菊
池
肥
後

守
重
朝
代
ニ
造
営
ノ
事
ア
リ 。

(
社記)

正
和
・

文
保
・

元
享
・

元
徳
・

正
平
の
こ
と 、

お
よ
び
の
ち
の
重
朝
の
造
営
の
こ
と
は 、

書
状
の
中
に
み
え
て
い
る
。

し

か
し
応
安
年
中
の
炎
上 、

康
応
元
年

の
造
営
終
了
を
し
る
す
文
書
は
の
こ
っ
て
い
ず 、

社
記
に
あ
る
の
み
で
あ
る 。

と
も
か
く
右
に
よ
る
と 、

正
和
元
年
(
一
三
二一)

の
神
体
注
文
の
の
ち 、

正

平
十
二
年
(一
三
五
七)

の
暴
風
に
よ
る
仮
肢
の
破
壊 、

応
安
年
中
(一
三
六
八
|一

一
一
一
七
四)

の
炎
上 、

康
応
元
年
(
一
三
八
九)

の
造
営
が
あ
る 。

女
神
の
胎
内

銘
に
は
応
永
廿
五
年
(
一
四
一
八)

と
あ
る
の
で 、

も
し
応
安
の
炎
上
の
の
ち
注
文
さ
れ
た
も
の
と
す
る
と 、

年
代
は
か
な
り
あ
う 。

し
か
し
こ
こ
に
は
疑
問

が
な
い
わ
け
で
は
な
い

。

そ
れ
は 、

応
安
の
炎
上
後
四
十
五
年
以
上
も
神
体
が
な
く 、

康
応
の
造
営
完
了
か
ら
し
て
も 、

三
十
年
も
神
体
が
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
き
わ
め
て
異
様
で
あ
る
。

そ
れ
は
先
に
延
慶
二
年
(
二
ニ
O
九)

の
炎
上
後 、

四
年
目
の
正
和
元
年
(
二
三
二)

に 、

社
殿
の
復
興
に
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先
ん
じ
て
神
体
が
注
文
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
比
較
し
て
も
わ
か
る。

つ
ぎ
に
彫
刻
の
技
法
か
ら
み
て
も、
こ
の
力
づ
よ
い
写
実
的
な
作
は、
と
う
て
い
応
永
来
年
に
は
考
え
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る。
い
ま
肥
後
の
他
の
神
像
と

比
較
し
よ
う。
応
永
十
年
の
作
で
あ
る
こ
と
の
た
し
か
な
神
像
と
し
て 、
菊
池
の
北
宮
(
菊
池
市
北
宮)
の
男
女
神
像
十
体 、
菊
池
神
社
の
僧
形
神
像
(
伝
菊
池

武
士
像)
が
あ
る
が 、
後
者
も
も
と
北
宮
に
あ
り、
明
治
初
年
に
移
さ
れ
た
も
の
で
あ
る。
男
神
は
高
さ
四
八
1

五
八
セ
ン
チ 、
女
神
は
高
さ一一一一ニ
|

四
O
セ

ン
チ 、
僧
形
神
像
は
高
さ
五
二
セ
ン
チ 、
前
者
は
い
ず
れ
も
檎
の一
木
造、
僧
形
神
は
槍
の
寄
木
(
彫
阪 、
内
ぐ
り
な
し)

で
あ
る。
神
像
の
底
部
に
は、

大
願
主
肥
後
守
藤
原
朝
臣

武

朝

願
主
藤
原
氏
女
道
朝

応
永
浩〈
未
六
月一
日

の
よ
う
な
墨
書
銘
が
あ
る。
願
主
銘
は
神
像
に
よ
っ
て
奥
り、

現
在 、
男
神
に
は
「
藤
原
都
都
丸」
「
道
口」
「
藤
原
叉
法
師
丸」
「
藤
原
道
利」 、
女
神
に
は

先
の
「
道
朝」
の
ほ
か 、
「
藤
原
氏
女
東」

「
藤
原
氏
女
口」
「
藤
原
氏
女
慈
環」
な
ど
の
銘
が
の
こ
っ
て
い
る。
僧
形
神
像
に
は、
大

「
藤
原
氏
女
慈
見」

願
主
は
同
じ
く 、
願
主
は
「
宇
治
氏
女
慈
俊」
と
な
る。
年
号
は
応
永
の
下
は
不
分
明
で
あ
る
が 、
同
時
の
作
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る。
こ
れ
ら
は、

藤
崎
宮
神
像
が
力
づ
よ
く
は
げ
し
い
万
法
を
も
ち、
相
貌
も
衣
文
も
き
わ
め
て
写
実
的
で
あ
る
の
と 、
全
く
こ
と
な
っ
て
い
る。
す
な
わ
ち
北
宮
神
像
は
す
で

に
相
貌
温
雅
で 、
衣
文
も
い
ち
じ
る
し
く
浅
く 、
刀
法
は
簡
略
化
さ
れ 、
像
自
身
の
均
術
も
写
実
性
も
い
ち
じ
る
し
く
変
化
し
て
い
る。

こ
れ
は
中
央
の
作
と
地
方
の
作
と
い
う
変
化
で
は
な
く 、
す
で
に
彫
刻
史
上
全
く
こ
と
な
る
時
代
の
到
来
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
み
て 、
藤
崎
宮
の
男
神・
女
神
像
は、
正
平
の
破
壊 、
応
安
の
火
災
に
も
事
な
き
を
え
た
の
で 、
正
和
の
作
が
現
存
す
る
も
の
と
考
え
ら

れ
な
い
で
あ
ろ
う
か。
私
に
は
応
永
の
胎
内
銘
は、
上
の
事
故
で一
部
分
傷
ん
だ
女
神
像
を
修
理
し
た
時
の
銘
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。

2 、
木
造
狛
犬

二
躯



絵

画

阿
像 、
高
さ
六
五
セ
ン
チ 、
長
さ
五
八
セ
ン
チ 、
昨
像 、
高
さ
六
三・
五
セ
ン
チ 、
長
さ
五
四・
五
セ

ン
チ。
い
ず
れ
も
楠
の一
木
造
で
あ
る 。
彩
色
は
剥
落
し
て
い
る
が 、
処
々
に
問
粉
を
と
ど
め
る。

木造狗犬

前
足
を
踏
み
は
り、
胸
を
あ
げ
て
前
方
を
に
ら
む
形
で
あ
る。
い
ず
れ
も
頭
上
に一
角
を
も
っ。

角
の
前
面 、
頭
部
の
左
右
下
方 、
あ
ご
の
下 、
な
ど
の
毛
が
そ
れ
ぞ
れ
渦
巻
形
に
美
し
く
様
式
化
さ

第49図

れ
て
い
る 。
胸
・

前
足
は
そ
れ
ぞ
れ
鋭
い
丸
の
み
で
削
り
目
を
い
れ 、
こ
こ
に
も
素
朴
で
巧
み
な
刀

法
が
み
ら
れ
る。
尾
の
先
が
火
炎
状
に
わ
か
れ
て 、
巻
上
っ
て
い
る。
胸
・

前
足
の
上
部
は
こ
と
に

力
づ
よ
い。
小
像
で
あ
る
が 、
が
っ
し
り
刻
ら
れ 、
雄
健
の
う
ち
に 、
と
ぼ
け
た
ユ
ー

モ
ア
を
た
だ

よ
わ
し
て
い
る。
室
町
前
期
の
作
で
あ
る。

ー 、
絹
本
著
色
藤
崎
宮
絵
縁
起

藤
崎
宮
に
は
現
在 、
江
戸
時
代
初
期・
中
期
の
四
幅
の
縁
起 、
十
二
幅
の
十
二
天
像
が
の
こ
さ
れ
て
い
る 。

幅

縦一
五
九・
五
セ
ン
チ 、
幅一
O
三
セ
γ
チ。
表
装
裏に、

藤
崎
絵
縁
起一
幅、
小
田
原
角
右
衛
門
尉
勝
政
多
歳
臥
疾 、
百
肢
解
千
筋
断 、
良
医
空
手 、
兜
術
失
力
央 。
自
語
余
目 、
若
愈
病 、
須
画
縁
起
尖。
偏
待

延
宝
三
乙
卯
暦
八
月
吉
日

尊
神
之
加
護
悩
悉
差、
衆
患
求
除 、
明
神
所
資 、
信
力
所
成
也
実。

豊
嶺
山
神
護
寺
現
住
憲
応
奥

と
墨
書
し 、
ま
た
別
に、

明
治
廿
年
五
月
日
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奉

進

奇奉
納
者

本
田
宇
三
郎

と
大
書
さ
れ
て
い
る 。
本
縁
起
の
成
立
の
ゆ
ら
い
を
示
し
た
も
の
で、
小
田
原
角

右
衛
門
勝
政
が
大
病
平
癒
の
祈
願
成
就
に
揮
竜
せ
し
め 、
そ
れ
が
延
宝
三
年
(

六
七
五)
に
藤
崎
宮
の
神
護
寺
で
あ
る
豊
嶺
山
明
王
院
に
お
さ
め
ら
れ
た
こ
と
が

藤埼宮絵緑起 ( 部分 ・ 放生会)

わ
か
る 。
明
治
の
奉
寄
進
は、
そ
れ
が
お
そ
ら
く
神
仏
分
離
の
た
め
に 、
新
町
の

明
治
二
十
年
(一
八
八
七)
に
本
田
氏
に
よ
っ
て
他

お
堂
に
移
さ
れ
た
も
の
を 、

の
三
幅
と
と
も
に
修
復
し 、
ふ
た
た
び
藤
崎
宮
に
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る 。
し

か
も
そ
の
箱
書
の
表
に、

八
幡
宮
絵
縁
起

豊
嶺
山

と
あ
り 、
そ
の
裏
書
に 、

第50図

請
込御

勘
定
根
取

渡
辺

文
太
夫

寛
延
二
己
己
歳
七
月

八
旗
宮
絵
縁
起
御
修
覆

神
護
寺
究
室

大
僧
都
憲
明

文

次

表
具
師吉

田

と
あ
る
の
を
み
る
と 、
そ
れ
が
寛
延
二
年
(一
七
四
九)
に
修
復
さ
れ
た
こ
と
が

わ
か
る 。
現
在
の
藤
の
花
を
描
く
表
装
は 、
そ
の
と
き
の
修
復
と
思
わ
れ
る 。
し

。。

か
し
こ
の
箱
は
大
き
く 、
よ
り
広
い
2・
3
の
縁
起
を
も
と
も
に
入
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は 、
そ
の
と
き
す
で
に 、
2・
3
の
画
幅
も
完
成
し
て
い
た



こ
と
を
示
す
も
の
で
る
る 。

画
面
は
七
段
か
ら
な
り 、
絵
巻
物
の
か
た
ち
を一
幅
の
な
か
に 、
上
か
ら
下
に
な
ら
べ
る 。
第一
段
は
平
将
門
の
乱 、
第
二
段
は
八
幡
神
勧
請、
藤
を
も
つ

勅
使
の
行
列
を
え
が
く 。
第
三・
四
段
は
藤
崎
八
幡
宮
の
建
立 、
鐘
を
地
中
に
見
い
だ
し 、
鐘
楼
に
か
け
る
と
こ
ろ 、
岩
倉 、
楠
の
大
樹
が
あ
る 。第
五
段
は

菊
池
氏
と 、
加
藤
清
正
の
朝
鮮
の
役。
第
六
段
は
御
神
幸 、
第
七
段
は
放
生
会
で
あ
る 。

細
線
を
も
っ
て
え
が
き 、
放
生
会
を
見
る
民
衆
は 、
近
世
前
期
の
風
俗
画
に
ち
か
い。
土
佐
派
の
手
に
な
る
と
思
わ
れ
る 。
縁
起
の
画
幅
の
う
ち
で
は
も
っ

と
も
古
く 、
ま
た
す
ぐ
れ
て
い
る 。

2 、
紙
本
著
色
八
幡
宮
絵
縁
起
(
第一)

幅

縦
二
二
O
セ
γ
チ 、
幅一
一
九・
五
セ
ン
チ 。
右
わ
き
に
「
狩
野
広
信
筆
(
印)
」
の
落
款
が
あ
る 。

印
は
「
広
信」
の
朱
印
で
あ
る 。
表
装
一英
に
は
や
は

り
明
治
廿
年
五
月
吉
祥
日

奉
納
主

本
田
宇
三
郎
重
次

の
墨
書
が
あ
る 。
こ
れ
も
七
段
に
わ
か
れ 、
八
幡
神
の
起
源
を
え
が
く 。
第一
段
は
宮
齢 、
第
二
段
よ
り

六
段
まで
は
神
功
皇
后
の
築
紫
行
幸 、
武
内
宿
禰
等

の
伝
説 、

す
な
わ
ち
三
時
征
伐
を
中
心
と
す
る
八
幡
神
出
現
の
神
威
を
え
が
い
て
い
る 。
次
幅
と
と
も
に
第一
幅
に
先
ん
ず

第
七
段
は
三
韓
征
伐
で
あ
る 。

る 、
八
幡
神
の
来
歴
を
え
が
い
た
も
の
で
あ
る 。

肥
後
の
狩
野
派
に
は 、
第
五
代
に
弘
信
(一
六
四
O
l一

七
O一
己
、

第
九
代
に
弘
信
(
|一

八
三
三)

、
そ
の
お
と
う
と
弟
子
匡
信
の
弟
子
に
ま
た
弘
信
が
あ

る
が 、
い
ず
れ
も
年
代
が
あ
わ
な
い
し、
「
広」
と
「
弘」
と
が
こ
と
な
る 。
従
っ
て
こ
れ
は
お
そ
ら
く 、
江
戸
の
画
家
狩
野
広
信
で
あ
ろ
う。
広
信
は
伯
円

方
信
の
二
男、
素
仙
成
信
の
弟
で
あ
る 。
幼
名
は
九
八
郎 、
円
俊
と
号
し
た。
寛
延・
宝
暦
こ
ろ
の
人
で
あ
る 。
箱
書
の
寛
延
二
年
(一
七
四
九)
以
前
の
作

で
あ
ろ
う。
第一
幅
よ
り
も
線
を
強
調
し、
流
麗
に
な
っ
て
い
る
が 、
よ
り

新
し
い。
第一
憾
の
主
題
を
増
補
す
る
た
め
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る 。
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3 、
紙
本
著
色
八
幡
神
絵
縁
起
(
第
二)

幅

縦
二
二
0・
五
セ
ン
チ 。
幅一
一
九
セ
γ
チ 。
左
わ
き
に
「
狩
野
広
信
筆
(
印)
」
の
落
欺
が
あ
る 。
朱
印
は
前
幅
と
お
な
じ 。
表
装
裏
に
は
前
二
幅
と
お

な
じ
く 、明

治
廿
年
五
月
吉
祥
日

奉納主
本
田
宇
三
郎
重
次

と
あ
る 。
画
幅
は
七
段
よ
り
な
る 。
第一
段
は
三
韓
征
伐 、
第
二
段
は
三
韓
の
平
定 、
第
三 、
四
段
は
八
幡
宮
の
出
現 、
第
五
段
は
神
刀
の
鍛
冶 、
第
六 、
七

段
神
護
寺
の
出
現
で
あ
る 。
第
二
幅
に
つ
づ
け 、
と
も
に
第一
幅
を
増
補
し
た
も
の
で、
前
幅
と
同
時
の
作
で
あ
る 。

4、
紙
本
著
色
藤
崎
宮
絵
縁
起

幅

縦
二
二
O
セ
ソ
チ 、
幅一
一
九・
三
セ
γ
チ 。
表
装
裏
に
や
は
り 、

明
治
廿
年
五
月
吉
祥
日

奉
奇
進
奉
納
主

本
田
宇
三
郎

と
あ
る 。
構
図
は
ほ
と
ん
ど
第一
幅
と
か
わ
ら
な
い 。
お
そ
ら
く
前
者
の
写
b
で 、
そ
れ
を
整
理
し 、
画
面
に
追
加
し
た
も
の
で
あ
ろ
う。
第一
幅
の
第
五
段

の
菊
池
氏
が
な
く
な
り 、
清
正
の
み
と
な
っ
て
い
る
ご
と
き
で
あ
る 。

第
二
幅
以
下
は
お
な
じ
表
装
で 、
画
幅
の
大
き
さ
も
お
な
じ
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は 、
第
二・
三
幅
が
完
成
し
て
の
も 、
そ
れ
に
合
わ
せ
る
た
め
に、
第

一
幅
の
醜
案
模
写
を
行
な
っ
た
も
の
で
あ
る 。
第
二 、
三
幅
に
後
れ
る
と
思
わ
れ
る 。
筆
者
も
具
っ
て
い
る
が 、
狩
野
も
し
く
は
矢
野
派
に
属
す
る
人
の
作
で

あ
ろ
う。

5 、
紙
本
著
色
十
二
天
画
像

十二
幅
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い
ず
れ
も
縦
八
七・
五
セ
ソ
チ 、
幅
三
九・
ニ
セ
ソ
チ
で
あ
る 。

右一
・

地
天 、
右
二・
月
天
子 、
右
三・
見
沙
門
天 、
右
四・
風
天 、
右
五・
水
天 、
右
六・
羅
剃
天 、
左一
・

党
天 、
左
二・
日
天
子 、
左
三・
伊
舎
那

天 、
左
四・
帝
釈
天 、
左
五・
水
天 、
左
六・
炎
魔
天
と
な
る 。
い
ず
れ
も
表
装
の
裏
に 、

嘉
永
七
甲
寅
冬
修
補
之

豊
嶺
千
如

と
あ
る 。
藤
崎
宮
の
神
護
寺
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で、
嘉
永
七
年
(一
八
五
回)
に 、
住
職
の
千
如
に
よ
っ
て
修
補
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る 。
江
戸
時
代
の

中
期
の
作
で
あ
る
と
思
わ
れ
る 。

晶、

線
に
つ
よ
い
抑
揚
が
あ
り、
天
衣
の
は
し 、
袖 、
台
座
の
下
部
の
奉
文
な
ど
の
反
り
か
え
り

が
つ
よ
く 、
温
和
な
相
貌 、
大
き
な
頭
部
は 、
や
や
均
衡
を
失

し
て
い
る 。
い
ず
れ
に
し
て
も、
こ
の
時
代
の
仏
画
の
特
徴
を
あ
ら
わ
し
て
い
る 。
赤・
青・
控・
金・
紫
な
ど
の
色
調
を
主
と
し
て
い
る 。
保
存
は
き
わ
め

て
良
好
で
あ
る 。

工

芸

ー 、
後
奈
良
天
皇
御
筆
木
造
扇
額

面

杉 、
高
さ
二二
七
セ
ン
チ 、
幅
七
六
セ
γ
チ 、
厚
さ
二
セ
ン
チ 。
わ
く
の
う
ち
高
さ一
一
七
セ
ソ
チ 、
幅
四
四
セ
ソ
チ 。

後
奈
良
天
皇
の
鹿
筆。
た
て
の
扇
額
で 、
強
い
筆
力
で 、

藤
崎
八
雄
官

と
し
る
す。
文
字
党
鋭
角
に
ほ
り
こ
む 、
い
わ
ゆ
る
薬
研
刻
で
あ
る
が 、
広
い
と
こ
ろ
は
丸
く
な
る 。
す
な
わ
ち
「
八」
字
は
二
鳥
が
向
き
あ
う
形
を
な
し 、

「
宮」
の
上
部
は
そ
れ
ぞ
れ
宝
珠
の
形
を
な
し
て
い
る 。
も
と
彩
色
を
ほ
ど
こ
し
で
あ
っ
た
も
の
で、
胡
粉
の
あ
と
を
と
ど
め
る
と
こ

そ

ろ
が
あ
る 。
わ
く
は
内
に
反
り、
外
周
に
華
文
の
き
ざ
み
め
を
い
れ
て
い
る 。
全
体
が
優
美
で
力
づ
よ
く 、
よ
く
室
町
の
古
風
を
と
ど
め
て
い
る 。

「
撫」
の
番
の
上
部 、

本
額
が
藤
崎
宮
に
も
た
ら
さ
れ
た
事
情
は 、
次
の
文
書
に
み
え
て
い
る 。
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藤
崎
宮
鳥
居
勅
額
事
令
奏
聞
相
調
進
候 、
早
々
造
畢
之
条、
為
天
下
惣
別
尤
舟
重
候 、
弥
E
可
致
安
泰
之
御
祈
龍
之
旨
可
申
付
之
旨
候 、
何
状
如
件 、

六
月
三
日

(
花
押)

鹿
子
木
参
河
守
殿

ま
た
そ
の
時
の
女
房
奉
書
に 、

見語
文
け
さ
んに
入
て
候 、

額

ふ
ち
さ
き
の
宮
の
か
く
の
御
れ
い
そ
千
疋
た
ハ
り

候 、
め
て
た
く
お
ほ
し
め
し
候
よ
し
申
い
れ
候 、
こ
の
よ
し
心
し
て
申
入
候、

か
し
こ 、

(
表
書)

天
文
十一
年
六
月一一一
日

尚
侍

と
あ
る 。
す
な
わ
ち
室
町
後
期
に
藤
崎
宮
が
大
風
の
た
め
に
大
破
し
た
と
き 、
鹿
子
木
参
河
守
親
員
が
神
官
ら
と
は
か
り、
大
永
二
年
に
造
営
を
は
じ
め 、
天

鹿
子
木
親
員
は
飽
田
郡
鹿
子
木
圧
の
地
頭

文
元
年
に
竣
工
し
た
の
ち、
勅
額
を
請
う
た
の
で
あ
る。

藤
崎
宮
は
御
礼
と
し
て
金
子
千
匹
を
献
上
し
て
い
る 。

で 、
入
道
し
て
寂
心
と
号
し 、
文
武
に
お
い
て
そ
の
名
が
高
か
っ
た。

後
奈
良
天
皇
(一
四
九
六
|一

五
五
七)
は
父
後
柏
原
天
皇
の
あ
と
を
う
け
て 、
一
五
二
六
年
に
践
俳。
し
か
し
当
時
は
足
利
幕
府
の
威
令
が
地
に
お
ち、
朝

廷
も
困
窮
し
て
い
た
時
で
あ
る
か
ら 、
十
年
後
に
よ
う
や
く
北
条・
大
内
氏
ら
戦
国
大
名
の
献
金
に
よ
っ
て
即
位
の
式
が
行
わ
れ
え
た。
こ
の
こ
ろ
の
宮
廷
の

窮
乏
と 、
疫
病
流
行
の
際
に
宮
中
で
修
法
し 、
般
若
心
経
な
ど
の
書
写
を
行
な
わ
れ
た
こ
と
は 、
と
も
に
有
名
で
あ
る 。
御
製
集
や
日
記
「
天
聴
集」
が
あ
る 。

般
若
心
経
は
肥
後
で
は
阿
蘇
の
西
厳
殿
寺
に一
部
伝
わ
っ
て
い
る
(
重
要
文
化
財)

。

2 、
木
庵
筆
木
造
神
額

面

檎、
高
さ一
O
七・
八
セ
ン
チ 、
幅
三
八・
七
セ
ン
チ 、
厚
さ
四
セ
ン
チ。
わ
く
の
う
ち
高
さ
五
九
セ
ン
チ 、
幅
二
六・
五
セ
γ
チ
で
あ
る 。

固八
膳
藤
崎
宮

黄
掠
木
庵
書
固
回
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と
あ
る 。
関
防
印
お
よ
び、
帯
欺
の
下
に
朱
印・
由
印
を
お
す。
黒
漆
ぬ
り
で 、
文
字
に
金
を
い
れ 、
簿
肉
刻
り
と
な
る 。
裏
に
左
の
墨
書
銘
が
あ
る。

明
暦
元
乙
未
年
秋
来
朝
之
僧

新
座

明
国
黄
柴
山
三
十
三
世
之
祖

木
庵
和
尚
於
長
崎
興
福
寺
之

真
跡
也
実

明
暦
二
丙
申
年
潤
四
月
廿一
日

西
佐
太
郎
正
延

明
暦
元
年
三
六
五
五)
は
江
戸
時
代
初
期
で
あ
る 。
西
氏
が
長
崎
に
お
い
て
木
庵
に
書
か
し
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る 。

しょ.、主ι←ヲ

木
庵
性
稲
(
二ハ一
一
l一

六
八
四)
は
中
国
泉
州
の
人
で 、
姓
は
呉
氏 、
清
の
順
治
五
年
ハ一
六
四
八〉
に 、
中
国
の
黄
柴
山
に
お
い
て
隠
元
ハ一
五
九二
l

一
六
七
三〉
に
師
事
し
て
法
衣
を
う
け
た。
明
暦
元
年 、
四
十
五
才
の
と
き
隠
元
と
と
も
に
来
日
し、
寛
文
元
年
(一
六
六一
)
に
宇
治
黄
柴
山
に
い
り 、
同
門

の
即
非
(一
六一
六
|

七一)
と
と
も
に、
両
堂
の
首
と
な
っ
た。
寛
文
四
年
に
責
柴
山
第
二
世、
寛
文
十
年
に
江
戸
端
聖
寺
の
開
山
と
な
り 、
そ
の
ほ
か
創
建

す
る
も
の
十
余
寺
に
及
ん
だ。

貞
享
元
年
正
月
二
十
日
に
寂 、
慧
明
国
師
と
勅
話
さ
れ
た。

「
東
来
語
録
七
巻」

著
書
に
「
広
録
三
十
巻」
「
語
録
十
巻」

「
紫
雲
山
草一
巻」
「
象
山
語
録一
巻」
「
紫
雲
開
士
伝一
巻」
が
あ
る 。

西
氏
は
肥
後
の
藩
士
で
あ
ろ
う。
墨
書
銘
の
下
に
「
新
座」
と
あ
る
の
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が 、
藤
崎
宮
の
座
の一
つで

、
西
氏
が
代
表
者
で
あ
ろ
う。

3 、
金
銅
押
出
懸
仏

面

み

い
わ
ゆ
る
御
正
体
で 、
三
面
が
残
存
す
る。
い
ず
れ
も
慶
長
ご
ろ
の
作
と
思
わ
れ
る 。

ω
三
仏
座
像

径
四
二
セ
ン
チ 、
厚
さ
三・
三
セ
ン
チ 。

中
尊
阿
弥
陀 、
右
尊
薬
師 、
左
尊
釈
迦
と
な
る。

仏
の
そ
れ
ぞ
れ
の
前
お
よ
び
両
脇
に
花
活
が
お
か
れ 、

尊・
光
背・
花
活 、
お
よ
び
周
囲
の
円
形
の
文
様
な
ど、
い
ず
れ
も
金
銅
板
の
押
出
か
ら
な
り、
そ
れ
を
銅
の
地
板
の
上
に
と
り
つ
け 、
全
体
を
杉
の
板
に
留
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め
て 、
外
わ
く
を
つ
け
て
補
強
す
る。
三
仏
の
下
の
岩
座
は
後
補
で 、
木
で
つ
く
る 。
地
板
の
外
周
に
は

列
点
の
刻
文
を
も
っ 、
二
重
の
円
形
の
文
様
帯
を
と
り

つ
け
て
い
る 。
仏
身・
衣
文・
蓮
華
座
の
線
は
点

」
の
像
に
お
い
て
こ
と
に
興
味
ふ
か
い
こ
と
は 、

線
で
え
が
か
れ
る 。
掛
手
の
わ引
か
く
し
は
獣
面 、
仏
体・
獣
面
と
も
に
い
ち
じ
る
し
く
立
体
的
で
あ
る 。

慶
長
六
年
半
丑

藤
崎
八
燦
宮
御
正
紘一
獅
大
願
主
体
山地

九
月士口
日
良
辰熊

本
城
の
体
脂
坂
で
有
名
な
下
津
(
久
我)
梼
庖
(
|
|一

六
三一)
の
寄
進
銘
が
み

え
る
こ
と
で
あ
る 。
棒
庵
は
加
藤
家
の
家
臣
が
加

と
墨
需
銘
が
あ
り 、

藤
右
馬
允・
加
藤
美
作
の
二
派
に
わ
か
れ
て
争
つ

た
と
き 、
並
河
志
摩・
森
本
儀
太
夫・
庄
林
隼
人

御正体下津棒庵寄進銘

ら
と
と
も
に 、
右
馬
允
派
に
属
し
た 。
元
和
四
年

(一
六一
入)
に
許
可
な
く
し
て
出
府
し 、

藤
堂

高
虎
に
頼
っ
て 、
五
月
十一
日
に
幕
府
に
訴
状
を

量
し 、
加
藤
美
作
父
子・
玉
目
丹
波
ら
の
非
違
を

訴
え
た 。
幕
府
は
棒
庵
の
訴
状
を
受
理
し 、
六
月

第52図

-
自
に
加
藤
忠
広
は
関
係
者一
同
に
出
府
を
命
じ

た。
七
月
二
十
七
日、
美
作
父
子
は
棒
庵
の
訴
状



の
事
実
と
異
る
こ
と 、
棒
庵
退
去
の
事
情 、
棒
庵
を
は
じ
め
下
川
又
左
衛
門
ら
め
私
曲
を
幕
府
に
答
申
し 、
体
庵
も
ま
た
自
己
の
行
動
に
つ
い
て
弁
明
し 、
か

っ
て
藩
中
に
大
坂
に
寵
城
し
た
も
の
が
あ
り 、
美
作
父
子
も
ま
た
大坂
方
に
好
意
を
寄
せ
た
こ
と
を
訴
ぅ 。
八
月
七
日・
十
日
に
幕
府
に
お
い
て
糾
明
し 、

い
に
美
作
派
の
罪
を
断
じ 、
関
係
者
を
斬
罪
も
し
く
は
配
流
に
処
し
て
事
は
決
着
し
た。
棒
庵
は
寛
永
八
年
五
月
十
九
日
に
没
し
た 。
熊
本
城
の
棒
庵
坂
は 、

彼
の
邸
が
そ
の
附
近
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う 。

(2) 
薬
師
如
来
坐
像

径
四
二
セ
ン
チ 。

中
央
に
薬
師
如
来
を
あ
ら
わ
し、
」
本
尊
の
両
脇
に
花
活 、
上
に
雲
形、
周
囲
に
円
形
板
(
前
作
と
異
り
こ
れ
に
は
文
様
は
な
い)
が
あ

り 、
そ
れ
ら
が
金
銅
の
地
板
の
上
に
と
り
つ
り
ら
れ
て
い
る 。
掛
手
の
釘
が
く
し
は
鬼
面
で
あ
る。
周
縁
に
文
様
帯
が
あ
る 。
前
作
と
手
法
構
成
は
似
て
い
る

が 、
よ
り
簡
単
に
な
り、

文
様
も
少
し
く
こ
と
な
る 。
ま
た
前
作
で
は
三
仏
も
鬼
面
も
押
出
が
ふ
か
く 、
立
体
的
で
あ
る
が 、
本
像
は
次
の
地
蔵
菩
龍
像
と
と

も
に
平
面
的
で 、
仏
身・
衣
文・
獣
面・
蓮
華
座
は
い
ず
れ
も
点
線
で
え
が
き
だ
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る。
裏
板
は
楠
で 、
杉
の
外
わ
く
を
と
り
つ
け
る 。

すか

光
背
は
唐
草
の
透
し
彫
と
な
っ
て
い
る 。
作
の
年
代
は
前
者
に
ほ
ぼ
ち
か
い
で
あ
ろ
う 。

(め
地
蔵
菩
薩
坐
像

径
四
二
セ
ン
チ。
本
像
は
地
蔵
菩
薩
を
あ
ら
わ
す
が 、
宝
冠
を
つ
け 、
錫
杖
を
と
る 。
前
者
と
お
な
じ
く 、
両
側
に
花
活 、
上
に
雲
形 、
周
囲
に
円
形
板
を

つ
け
る
が 、
下
部
の
円
形
板
は
欠
損
し
て
い
る 。
掛
手
は
鬼
面 、
光
背
は
唐
草
の
透
し
彫
と
な
る 。
前
者
と
全
く
同
巧
で 、
文
様
帯
も
か
わ
ら
な
い 。
時
代
も

お
な
じ
で
あ
ろ
う。
た
だ
あ
と
の
二
面
に
は
寄
進
銘
は
見
え
な
い 。
三
面
と
も
慶
長
こ
ろ
の
作
と
し
て
は
す
ぐ
れ
て
い
る 。

藤

崎

宮
の

銅

鉾
・

銅

文

坂

経

ー
発

本

熊
本
県
史
蹟
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告

第
二
冊
(
大
正
十
四
年
四
月
発
行)
に
報
告
さ
れ
て
い
る 。
社
記
に
よ
れ
ば
細
川
光
尚
奉
納
で 、
柄
を
附
け

て 、
六
社
宮
の
祭
典
に
威
儀
の
も
の
と
し
て
並
べ
た
て
た
と
い
う 。

》つ
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銅
鉾
は
広
鋒
の
中
位で 、
長
さ
八一
・

一
板 、
鋒
の
巾
七 、
二
糎 、
鋒
部の
厚
さ
O 、
五
糎
で
あ
る o
普
通
に
み
る
日
本
製の
広
鋒
銅
鉾
で
あ
る
が 、
形
と

-L
の
い 、
精
巧
な
作
で
青
緑
の
銅
色
は
光
沢
を
お
び
て
い
るo

銅
先
も
広
鋒
で
関
以
上
の
長
さ
三
七 、
O
糎 、
鋒
部の
巾
七 、
二
糎 、
厚
さ
O 、
四
糎で
あ
る。
ほ
と
ん
ど
舗
を
つ
く
ら
ず
広
鋒
通
有の
平
た
い
身で
あ

藤崎八幡宮所蔵の銅鉾 と 銅え第53図

の
柄の
附
し
か
た
は
異
式
で
あ
る)

る。
関
に
近い
身
の
両
側の
溝
に
は
羽
状
文
を
鋳
出
し 、
紐
と
ほ
し
の
孔
が
あ
る
こ
と
も
通
有
の
式
で
め
る。
茎
は
柄に
着
装
さ
れ
て
不
詳で
あ
る。
(
現
在

こ
の
鉾
と
支
と
の
出
土
地
に
つ
い
て 、
或
は
阿
蘇で
あ
ろ
う
と
の
説
が
あ
匂
が
確
か
は
ない。
奉
納
者
光
尚の
時
代
は
前
代
か
ら
の
瀬田
よ
り
大
津 、
原
水

を
経
て
坪
井
川
に
い
た
る
堀
川
の
工
事
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が 、
こ
の
姻
川
筋
に
あ
た
る
大
津
町
字
大
山
内
の
畑
地
か
ら 、
文
化
六
年
三
月
に
二
本の
広

鋒
銅
支
が
発
掘
さ
れ
て
い
る。
こ
の一
帯は
弥
生
中
期(
窯
髪
式)
か
ら
古
墳
時代に
い
た

る住居
祉
が
あ
るJJ
更
に
陣
内の
広

島編鉾 、
鳴
子め
広
鋒
銅
鉾 、

真
木の
銅
支
な
ど
が
あっ
て
銅
鉾
(
曳)
の
文
化
小
闇
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
牒
崎
宮の
幹
と

党の
出
土
地
が
こ
の
圏
内では
あ
る
ま
い
か
と
疑

わ
れ
る 。
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藤
崎
八
幡
宮

石造
美
術

)戸、

坂

川
・本'

経

発

創副V

藤
肱川
-V口
所
在
の
う
ち
藤
附
台
よ
り

移
転
し
た
も
の
に
つ
い
て 、

そ
の
概

要
を
記
す
る。

石

面司

明
治
以
前
建
造
の
三
桐
が
あ
る 。

灰

塚

社
木
宮
の
日
供
の
灰
を
納
む
る
と
こ
ろ
に
火
炎
除
け
の
神
と
し
て

間
っ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る。
灰
石
を
用
い
入
母
屋
前
唐
破
風

の
木
造
本
殿
を
模
し
た
精
巧
な
作
で
あ
る 。
懸
魚
や
桁
隠
に
桜
花

を
浮
出
彫
に
す
る。
高
さ
約
二
米 、
台
座
は
蕨
手
四
脚
と
な
り、

石
築
什抗
壊
に
安
世
し
格
狭
間
あ
る玉
垣
を
め
ぐ
らし
て
い
る 。
玉

垣
正
聞
に
「
文
久
二
壬
成
七
月
日

石
工
棟
梁
石
崎諮け一一
ご
の
銘

が
刻
ま
れ
て
い
る。

日
回
�L 

社

伝

で

は

豊

後

国

日

間

の

郡

司

で

治

績

あ

り

叉

相

撲

泊

を

す

す
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社塚灰第55図

め
た
鬼
蔵
太
夫
永
弘
外
四
往
を
杷
る
と
い
う。
こ
の
石
澗
は
祭
神
の
子
守
と
い
う

財
津
氏
同
族
の
建
立
で
あ
る。

社田日第56図

灰
石
を
用
い
切
妻
造
り
の
木
造
本
殿
を
模
し
た
も
の
で
高
さ
約一
・

七
米 、
正
面
端
巾一
・

五
八
米 、
石
築
基
壇
上
に
安
置
し 、
玉
垣
を
め
ぐ
ら
し
て
い

すはま

る。
扉 、
懸
魚 、
棟
な
ど
に
「
剣
頭
花
形
須
浜」
の
家
紋
を
刻
し 、
力
神
に
ふ
さ
わ
し
い
力
強い
作
風
で
あ
る。

玉
垣
に
「
弘
化
二
年
丙
午
三
月

傍
に
由
縁
を
綴っ
た
碑
が
建て
ら
れ
て
い
る。

島
崎
村
石
工
只
七」
と
刻
む。

「
文
政
十
三
庚
寅
六
月
府
学
教
授・半
島
憲
謹
述
と
あ
る。
碑
石
は
安
山
岩
の
自
然
石
を
用
い 、
高
さ一
・

七
九
米 、
巾
五
九
纏で
あ
る。



菅

社

原社
伝
で
は
文
久
七
年
十一
月、
石
厨
子
を
発
掘
し
寺
原
町
に
ま
つ
つ

菅原神社

て
い
た
が
明
治
十
年 、
境
内
に
移
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う。

灰
石
を
用
い
入
母
屋
造
り、

高
さ
約一
米 、
端
巾
八
九
糎 、

で
四
方
囲
い
の
基
壇
の
上
に
安
置
さ
れ
て
い
る 。

第57図

石

居

藤
崎
台
よ
り
移
転
し
た
石
鳥
居
は
参
道
正
面
の一
基
で
あ
る。
島
崎
石

を
用
い
た
明
神
鳥
居
で
高
さ
五・
二
三
米 、
柱
心
間
隔
五・
二
O
米 、
柱

径
六
五
極 、
豪
壮
な
造
で
あ
る 。
笠
木
の
端
は
少
し
く
反
が
島
木
端
の
反

- 124 一
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は
少
い。
柱
頭
に
台
輸
を
設
け 、
台
石
は
柱
と一
石
に
つ
く
り 、

柱
の
転
に
応
じ
て
い
る 、
径一
・

O
五
米 。

高
さ
と
聞
と
の
つ
り

合
い
は
ほ
ぼ
同
じ
で
横
に
広
い
古
式
の
鳥
居
で
あ
る。
銘
文
を
刻
ま
な
い 。
国
司
造
常
時
代
の
建
造
で
は
あ
る
ま
い
か。

狗

犬

参
道
の一
対
で
花
尚
岩
を
用
い
た一
石
彫
成
の
丸
彫
で
あ
る 。

江
戸
山
鹿
屋
政
吉」
の
刻
文
が
あ
る。

格
狭
間
に
牡
汁
を
浮
彫
に
し
た
台
座
に
の
り、
石
築
三
段
の
基
壊
が
あ

高
さ
九
五
糎、

「
嘉
永
六
年
奨
校
正
月

る。
阿
昨
の一
対
で
力
作
で
は
あ
る
が 、
姿
態
に
重
苦
し
さ
が
あ
る。

犬何吋v'勾JV造石第60図
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石

燈

寵

藤
崎
宮
が
藤
崎
台
よ
り

井
川
淵
町
の
現
在
社
地
に
遷
座
さ
れ
た
と
き
に
移
転
さ
れ
た
石
燈
寵で
復
原
さ
れ
て
い
る
も
の
は
六
十
六
基
を
数
え
る。
そ
の
他に

銘
文
あ
る
柱
石
二 、
笠
石
九 、
宝
珠 、
台
石
な
ど
が
あ
り 、

又
藤
崎
台
野
球
場
建
設
の
と
き
に
も
石
燈
寵の
笠
石
な
ど
数
個
が
認
め
ら
れ
た
の
で 、
藤
崎
台
上

で
の
総
数
は
更
に
多
数で
あっ
た
と
考
え
ら
れ
る。
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大
部
分
は
藤
崎
宮
寄
進で
あ
ろ
う。

銘
文
に
よ
れ
ば 、
藤
崎
宮
寄
進
二
九
基 、
六
社
宮
七
基 、
末
社
の
日
田
社
前
二
基 、
同
菅
原
社
前一
基で 、
社
名
を
刻
ま
な
い
も
の
二
八
基
あ
る
が 、
そ
の

建
造
年
代
は
慶
長
以
前
は一
基で
細
川
氏
入
国
頭
初の
寛
永
銘
十
七
基
で
最
も
多
く 、
正
保
七 、
慶
安
九 、
寛
文
て
延
宝
八
で
江
戸
前
期の
寄
進
に
な
る

も
の
は
計
四
二
基で
六一
・

八
形。
江
戸
中
期
は
天
和一 、
貞
享
て
宝
永
三 、
安
永
二 、
計
七
基
で一
0・
三
%。
江
戸
後
期
は
文
化
二 、
文
政
二 、
弘
文

二 、
嘉
永一 、
安
政
二 、
文
久
二 、
元
治
二 、
慶
応
四 、
明
治
て
計
十
八
基で
二
六・
五
%で
あ
る。

こ
の
よ
う
に
年
代
に
よ
っ
て
石
燈
寵
寄
進
の
多
少
が
あ
る
の
に
は
背
景
の
社
会
事
情
が
考
え
ら
れ
る 。

例
え
ば
寛
永
建
造
は
細
川
氏
入
国
叉
島
原
乱
が
あ

り 、
正
保に
は
六
所
宮
鎮
座
が
あ
り 、

慶
安
の
寄
進
に
は
新

興
の
京
町
新
座
が
あ
り 、
江
戸
後
期
に
い
た
っ
て
増
加
す
る

(No. 38) 

の
に
は
勤
王
敬
神
思
想
の
勃
興
と
幕
末
の
騒
然
た
る
世
情の

慶
応
三
年
建
造
(
Z。・
訟)

反
映
が
あ
ろ
う。

の
も
の
に

第 I 類A式

「
小
倉
出
張
御
番
方
五
番
組」
寄
進
の
銘
文
が
刻
ま
れ
て
い

る
が 、
そ
の
世
情
を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う。
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石
燈
龍
の
形
状
は一
様
で
な
く
時
代
に
よ
っ
て
違
い
が
あ

る。
別
表
の
よ
う
に
分
類
す
る。

(No. 12)  

第
I

類

宝
珠 、
笠
石 、
火
袋 、
中
台 、
竿 、
基
礎
あ
る
も

第 I 類 B 式

の
で
荘
重
の
感
が
強
い。
竿
石
の
形
状
に
よ
っ
て
三
式

に
区
分
さ
れ
る。

第四図

A
式

竿
が
四
角
の
も
の
で 、
下
広
の
梯
型
が
多
い。
寛

永一
二
年
銘
(
Z0・Nω)
を
は
じ
め
と
し
て
江
戸
全
期

に
わ
た
っ
て
い
る。

B
式

竿
が
六
角
の
も
の
で 、
宝
珠 、
笠
石 、
火
袋 、
中

台 、
台
座
な
ど
六
角
に
つ
く
る。
こ
の
式
は
江
戸
前
期

に
限
ら
れ
て
い
る。

C
式

竿
が
円
柱
の
も
の
で
宝
珠
を
は
じ
め
台
座
ま
で
六

(No. 10) 

角
に
つ
く
る。
こ
の
式
は
延
宝
二
基
で
前
期
に
限
ら
れ

て
い
る。

第 I 類 C 式
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(No. 46) 第 I 類A ;:\;第6Sf苅

A 
式

第
E
類
は
火
袋
を
柱
の
上
位
に
穿
っ
た
も
の
で
宝
珠 、
笠
石、
基
礎
の
有
無
に
よ
っ
て
二
式
に
区
分
さ
れ
る。

破
損
し
た
も
の
で
あ
ろ
う。

宝
珠 、
笠
石 、
基
礎
あ
る
も
の
で
江
戸
初
期
の
沢
村
大
学
寄
進
の
二
基
の
外
に
文
久一
基
が
あ
る。
慶
長
の一
基
も、
こ
の
式
の
股
袋
部
位
の

竿
の
上
位
に
燈
袋
を
穿
っ
た
だ
け
で
宝
珠
も
笠
石
も
基
礎
も
な
い。
江
戸
後
期
の
二
基
で
あ
る。
又
末
社
菅
原
社
前
の
「
明
治
元
年
十
二
月」

B
式銘

も
こ
の
式
で
あ
る。

台
座
の
下
に
数
段
の
積
石
基
壇
が
築
か
れ 、
竿
は
短
か
く
反
の
強
い
梯
形
と
な
る。
こ
の
式
は
文
化
以
降
の
江
戸
後
期
に
出
頭
す
る。

第
E
類

そ
の
他
文
久
二
年
の
雪
見
燈
龍
型
の一
基
が
あ
る。
又
北
鳥
居
西
側
の
雪
見
燈
龍
に
は
銘
文
が
な
い
が
江
戸
期
の
作
で
と
も
に
庭
苑
用
で
あ
ろ
う。
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石
燈
寵
に
刻
ま
れ
た
藤
崎
宮
の
社ロマ
名

社
号
は一
定
せ
ず
七
通
り
の
称
呼
が
あ
る。

一
)
藤
崎
宮

寛
永
四、
宝
永
三 、
弘
文
二 、
計
九
基。

寛
永
十
二
年
(
Z0・N
8
を
初
見
と
し
て
寛
永
年
間
三
基。

一
ザ生
で
あ
る 。

一一)
藤
崎
八
幡
宮

一ニ)
藤
崎
八
旗
宮

(No. 49) 第 E 類第66図

「
幡」
を
「
旗」
を
刻
ん
だ
も
の
で
寛
永
十
五
年
(
Z0・
ロ〉

(No . 52) 雪見燈籍第6ï図
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四)
八
幡
宮
寛
永
十
四
年
(Z0・H
S
を
初
見
と
し
て
延
宝
二 、
計
三
基

五〉
八
旗
宮
慶
長
九
年
と
寛
文
十
二
年
(
Z。・
ω
3
二
基

六)
八
幡
藤
崎
宮
寛
永
十
四
年
(
Z0・H
3
鋳
鉄
の
燈
寵の
外
寛
永
六 、
延
宝
三 、
計
九
基

七)
八
施
藤
崎
宮
天
和
十
四
年
(
Z0・
g)

基

「ハ
チ
マ
ン」
を
「
八
幡」
と
「
八
旗」
と
二
様
に
刻
む
が
「
八
旗」
は
慶
長一 、
寛
永
て
寛
文一 、
延
宝一 、
天
和一
計
五
基で
「
八
施」
の
十
五
基

に
比
し
て
少
な
い。

江
戸
後
期
に
な
る
と
「
藤
崎
宮」
四
基で
他
の
社
号
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い。

細
川
氏
入
国
以
前
の
石
燈
舗
は
慶
長
九
年
の
只一
基
で
寛
永
以
後の
多
数
に
し
て
荘
重
な
こ
と
に
比べ
て
異
常の
感
が
あ
る。
藤
崎
宮
が
勅
願
の
社で 、
そ

の
造
営
は
肥
後
国
主
の
責
任
に
よ
っ
た
とい
う
由
緒
か
ら
私
の
奉
献
を
を
許
さ
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か 。
叉
石
燈
龍
建
造
の
風
習
い
ま
だ
盛
で
な
く 、

木
造
の
燈
龍
で
後
に
残
ら
な
か
っ
た
も
の
か 、
戦
国
の
統一
に
あ
た
っ
て一
面
の
障
害
と
な
っ
た
社
寺
に
対
す
る
政
治
的
圧
迫
が
藤
崎
宮
石
燈
寵
に
も
反
影
し

た
の
か
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る。

石
燈
簡の
銘
文
は
寄
進
の
趣
意
を
表
す
が
年
代
に
よ
っ
て
相
違
が
あ
る。
寛
永
十
四
年
長
岡
大
監
物 、
橘
是
季
寄
進
の
燈
寵
に
は
「
祈
仰
食
奉
為
太
守

越
前
守
源
朝
臣
忠
利
武
運
長
久

所
凝
丹
誠
如
此」
と
あ
り 、

又
同
年
寄
進
の
沢
村
大
学
助
吉
重
の
願
文
は
「
右
者
肥
豊
大
守
細
川
忠
利
公

加
意
安
全

源
朝
臣
井

光
利
公
二
君
祈
武
運
長
久
及
国
家
安
市平
御
願
者
也」
「
さ
わ
む
ら
た
い
が
く」
と
自
筆の
願
文
が
刻
ま
れ
て
い
る。こ
の
よ
う
に
初
期
石
燈
龍

は
作の
荘
重
さ
と
相
応
し
て
公
の
丹
誠
が
祈
り
こ
め
ら
れ
て
い
る。

安
政
六
己
未
年
八
月
吉
日

(
Z。・

篠
原
氏」

し
か
し 、
後
期
に
な
る
と
「
奉
寄
進

ω
Aむ
と
刻
し
て
願
意
を
あ
ら
わ
し
て
い
な
い。
作
も
荘
重
さ
を
失っ
て
か
ぼ
そ
く
な
っ
て
い
る。
弘
化
三
年
美
作
九
平
次
寄
進
の
石
燈
寵
(
Z0・
1・
2)

は
第
E
様
式
で
全
高
四・
四一
米の
荘
大
な
も
の
で一
四
五
字の
長
文
の
願
文
が
刻
ま
れ
て
い
る。
そ
の
趣
意
は
祖
先
の
敬
神
の
事
績
を
のベ
「
而
頃
歳
家
運

鳴
呼
幸
福
此
如
不
在」
こ
れ
は
「
神
助
国
恩
之
悦
哉」
で
あ
る
の
で
又
こ
の一
燈
を
献
じ
て
恩
に
報い
奉る 。

，一
に
永
く
家

再
興
畜
産
富
殖
別
創
醸
酒
場

門
吉
昌
を
祈っ
た
も
の
で
「
私
の
願
意」
が
述べ
ら
れ
て
い
る。
こ
の
よ
う
に
初
期
の
「
公
の
願い」
と
後
期
に
於
け
る
「
私
の
願い」
と
の
対
照
は
第
E
様
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(石燈箆 第 1 表)

藤 崎 台 に 建造 忌 れた石燈龍 (藤 崎宮所在〉

番号片付 年 号 | 西紀 | 様式 | 寄 進 社 i 備
1 8  桃山 慶

寛
長
永1

9
2 

1604 ][ A 
藤
藤
藤

崎l
崎
崎宮八

宮
幡宮

燈袋欠失。 紋 所
23 1635 I A 南 庭
60 イシ イ少 。 。 宝珠

珠
欠

笠
. 燈

.
袋
台

に角石 . 共に後
刻す

次。 北 苑
12  。 14 1637 I B イシ 宝 . 座に蓮華を彫 る。 l放 所
1 3  。 。 ク ク 八幡宮藤

宮
。

17 。 。 。 。 八
藤

幡
崎

l埼宮 I 鉄鋳製。 。
1 9 。 イシ 。 I A 南 庭
20 ク 。 。 タ

入幡
。

藤崎宮 笠. 燈袋台 . 台座は六角につ く る。
イ少

21 。 。 。 。 。
22 。 。 イシ 1 B 。 。
44 イシ イシ 。 タ (宮内庄) 宝珠を 失 う . 銘長文。 藤井垣
45 江 。 。 。 イ少 ク イ少
46 イシ ク 4シ ][ A 入幡藤崎宮 荘重な造り . 刻文雄建。 イ少
59 イ少 イシ 。 I A ク 北 苑
1 1  。 1 5 1638 。 。 紋 所
38 。 ク ク 。 藤藤崎

崎
八
八

路
幡宮

宮 南鳥居
39 戸 。 。 。 。 No. 38 と と も に:t:l:重な造 り O 。
47 。 16 1639 。 ク 室珠を失 う 。 藤井垣
24 正保 2 1645 イシ 六所大明神 南 庭ー
27 。 。 。 。 。 イ少
53 。 。 -'/ 。 。 宝珠欠失。 北 苑
54 前 。 。 イ少 イシ 。 イシ
55 。 。 。 。 。 ク
56 。 。 。 。 ク

| ふ
57 。 。 。 E I 

A 
A 

。 No. 46共に沢村大学寄進。3 慶安 2 1658 台座な し。
4 期 4シ 。 。
5 。 。 。 。
6 。 。 。 。7 。 イシ 。 。
8 。 。 。 イシ
9 。 。 。 。

14 。 。 。 紋 所
1 6  イシ ク 。 。
37 寛

延
文
宝

12
3 

1672 。 八入
入

路幡幡
宮宮藤埼宮

宝珠を失 う 。 南 庭
15  1675 。 被 所
30 ク 。 。 I B 燈袋六角体。 南 庭
31 ペ少 。 ク ク ク イ少
36 。 。 。 I A 八施宮 宝珠を失 う 。 。
10 。 9 1 681 I C 

八
八幡幡宮藤崎宮 紋 所

25 。 。 。 イ少 燈袋に二つの斧を交叉 した家絞。 南 庭
61 。 。 。 I A 北鳥居
62 。 。 。 。 ク
58 

宝

天
貞

和
享
永

4 5 
2 

1684 。 八旗藤崎宮 宝珠欠失。 北 苑
26 江 1688 イシ 南 庭
32 戸

期中 1705 タ 藤崎宮 イシ
33 。 4シ 。 。 。 燈袋 . 同座を失 う 。 。
67 。 イシ 。 。 。 隼石のみ。 能楽堂裏
68 安永 4 1775 。 竿石のみ。 藤井垣
48 。 9 1780 。 ペ少
49 文化14 1817 E 柱の反 り 強 く 技巧の造 り 。 。
50 。 。 。 ィシ 。
64 文政12 1829 イ少 日 田社
63 。 13 1830 。 タ

1 弘文 3 1846 。 藤崎宮 参 道
2 江 ク 。 。 タ ペP 。

40 
安
嘉永

政 2 
3 1850 I A 笠を 失 う 。 藤井垣

51 戸 1855 E ク
43 。 6 1859 。 。
35 後 文久元 1861 ][ A 台座な し。 南 庭
52 。 2 1862 雪E見型 北 苑
28 

期
元治元 1864 南 庭

29 。 。 。 。 。
41 慶応 2 1866 I A 藤井垣
42 。 。 。 ][ B イシ
65 。 。 。 。 北 苑
34 4シ 3 1867 I A 宝珠を失 う 。 南 庭

ηJ

 



計

在 li 寛正書延小室計
永

保宝
10 6 1 17 
6 1 7 

期戸前 l 1 ) 9 9 
1 1 4 2 2 8 30 8 2 2 42 

江
譲天'ト和

計

1 1 
戸 1 1 
期中

2 2 1 1 
5 5 

2 2 2 2 江 2 2 
期戸後 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 

1 

第 2 表)

藤 崎 台 に 建造 苫 れた石燈簡 の年代 と 様式

年代 | 年号 I I Aj I B I 1 C I J[ AI J[ B I I Iその他!
桃山 | 慶長 1 I I 1 1 1 1 1 1 

(石燈籍

式
の
発
生
と
も
呼
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

Z
。・
]{

石
燈
寵
個
別
概
記

建
造

様
式

銘
文

参
道

2
と
一

対

一

八
四
六
年
か

E 
類
全
高
四・
四一
米 、
三
段
の
石
築
基
壇
の
上
に
基
礎
を
す
え
る 。

高
さ
0・
九
三
米
の
下
広
擁
型
竿
に
三
行
に
刻
む 。

為
報
恩

藤
崎
宮
奉
寄
進
国
家
安
全
五
穀
成
熟

明治 而治1-1 1 -1 -T 1-r- ，- ， 

| 小計 1 3 1 I I l '  3 1 10 I 1 1 18 
| 合計 I 38 I 2 1 8 1 2 I 3 1 10 I 1 1 66 

1 

宝永 1 .
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この他に銘文ある柱石 2 がある
安永 1 . と も に I A である 。

附記



Z0・
N

Z。・
ω

No . 2 第68図

参
道
ー
と
対

建
造
一
八
四
六
年

様
式
I 
類
Z0・
H
に
同
じ

銘
文

竿
の
正
面
に
「
為
報
恩」
と
あ
り

左
側
面
よ
り

背
面
に
わ
た
り

十
六
行
の
長
文
が
刻
ま
れ
る。

「
延
宝
七
年
祖
美
作
八
郎
兵
衛
献
石
股
二
基
五
燈
道
五
十
余
間

元
禄
十
三
年
祖
八
右
衛
門
一議
奉
祭
把
季
行
司日一
家
族
但
尼
子

孝
典
歯
簿

五
年
九
百
廿
五
年
祭
余
亦
献
石
燈一
隻

弘
化
三
年
九
月

花
殿
祝
宴
賜
饗
上
下
余
又
奉
其
行
司
後
賞
賜
銀
而
頃
歳
家
運
再
興
畜
産
富
殖
別
創
醸
酒

天
保

場
鳴
呼
幸
福
此
如
不
在
乎

神
助
国
恩
之
祐
哉
故
又
立
此一
燈
併
為
隻
基
口
奉
報
恩
之一
永
祈
家
門
吉
昌

美
作
九
平
次

参
道

建
設
慶
安
三
年
か

弘
化
三
年
十
二
月
吉
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Z0・
AF
・

u

Z0・
。
・

吋

Z0・
∞
・

@

Z0・
5

z。・
ロ

様
式
-

類
A
式

高
さ一
・

三
九
米
の
角
隼
に
刻
む。

参
道一
対

銘
文

建
設

現
高
二・
六
八
米 、
基
礎
を
失
う 、
火
袋
に
「
丸
に
立
沢
潟」
を
透
彫
に
す
る。

「
京
町一
丁
目・・・・」
(
以
下
土
中〉

様
式
-

類
A
式

慶
安
二
年
三
六
五
八〉

全
高
三・
一
五
米 、
火
袋
に
「
丸
に
立
沢
潟」
絞
を
透
彫
に
す
る。

銘
文

高
さ一 、
三
六
の
角
竿
に
刻
む 、

Z0・
AF
と
同
じ

Z0・
AF
と
向。し

融
所
周
辺

建
設

「
奉
寄
進
石
燈
龍

慶
安二
年
己
丑
九
月
十一
日
造

対

参
道

対

参
道

様
式
-

類
C
式

延
宝
九
年〈一
六
八一
〉

銘
文

新
座」

高
さ一
・

一
米
の
円
柱
の
中
央
に
め
ぐ
ら
す
三
条
帯
の
上
下
に
刻
む。

Z0・NU
と
同
型 、
全
高
二 、
九
五
米 、
笠 、
火
袋 、
中
台
は
六
角 、
竿
は
円
柱 、
笠
端
に
旗
手
を
刻
出
す
る。

延
宝
九
天
八
月
良
辰

「
八
幡
宮
奉
寄
進
石
燈
龍

陳
佐
次
右
衛
門
尉
安
勝」

紋
所
周
辺
Z0・
邑
と一
対

様
式
-

類
A
式

寛
永
十
五
年
(一
六
三
八)

全
高一ニ・
二
六
米 、
火
袋
は
中
張
り
四
角
で
九
耀
紋
を
透
す。
荘
重
の
作。

建
造

長一
・

三
七
五
米
の
四
角
竿
石
の一
面
三
行
に
刻
む。

銘
文

「
八
幡
藤
崎
宮
奉
寄
進
燈
龍
祈
尊
奉
為

陳
半
右
衛
門
尉
安
正

国
主
武
運
長
久
安
全
如
此
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Z。・
巳

Z。・一戸ω
寛
永
十
五
年
八
月
吉
祥
日い
0
0
0
左
衛
門
尉士口
降」

-T
3
1

 

3砂
防
F「ど
Z。・NO
と一
対

建造
寛
永
二
十
四
年
(一
六
三
七)

NO. l 1  NO . 12 .  第69図

銘
文
長
さ一 、
四
六
米
の
六
角
竿
石
に
刻
む。
「
藤
崎
宮
奉
寄
進
燈
寵

所
仰
実

宝
珠
座
に
請
花 、
六
角
笠
に
反
花 、
基
礎
に
反
花
を
刻
出
す
る 。
全
高
三 、
七
米
で
荘
重 、
火
袋
は
四
角
に
丸
を
透
す。

如
意
安
全
所
凝
丹
誠

様
式

-
類
B
式

如
此

寛
永
十
四
丁
判官一
年
孟
秋
吉
辰

長
岡
勘
解
由
左
衛
門
尉
藤
原
延
之
敬
白」

被
所
周
辺

建
造
寛
永
十
四
年
(一
六
三
四)

様
式

-
類
A
式

全
高
三 、
五
五
米 、
火
袋
に
三
日
月 、
三
つ
丸
の
透
し
が
あ
る 。

銘
文
長
さ一 、
五一
米
四
角
竿
の一
面
に
刻
む。
「
八
幡
宮
奉
寄
進
奉
為
国
家
安
全 奉

為
太
守
源
府
君
細
川
忠
利
武
運
長
久

寛
永
十
四
年
十一
月
吉
辰
清
田
石
見
守
乗
栄
敬
白」
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Z0・
E

z。・HU

Z0・
5

Z。・
弓

Z。・H∞
蹴
所
周
辺

建
造

Z0・
AF
と
同
型

様
式
-

類
A
式

慶
安
二
年
(一
六
五
八)

全
高
三 、
三
米 、
火
袋
に
日
月
の
透
窓 o
Z0・
AF
と
同
型

長
さ一
、

三
五
米
の
四
角
竿
石
の一
面
に
刻
む。

銘
文

被
所
周
辺

建
造

「
奉
寄
進
石
燈
寵

慶
安
二
年
己
売
九
月
十一
日
造

様
式
-

類
A
式

延
宝
三
年
(一
五
七
五〉

銘
文

長
さ一
、

献
所
周
辺

建
造

新
座
」

一
米
四
角
竿
石
の一
一回
に
刻
む。

和
光
同
塵 、
相
成
道

全
高
二 、
六
米 、
笠
に
蹴
手 、
中
台
に
請
花
を
刻
出
す
る 。
火
袋
に
円
と
月
窓
を
透
す 。
基
礎
は
鰻
頭
型

延
宝
三
乙
卯
年
竹
秋
神
吉
日
口
敬
営
之
口・・」

「
藤
崎
宮
奉
寄
進
石
燈
寵

Z0・
hH
と
同
型

様
式
-

類
A
式

慶
安
二
年
(一
六
五
八)

Z0・
AH
と
同
型 、
全
高
三 、
二
米
火
袋
は
中
張
り
の
四
角
に
連
子
の
透
し
が
あ
る 。

銘
文
長
さ一 、
三
五
米
の
四
角
竿
石
の一
面
に
刻
む。

肱
所
周
辺

「
奉
寄
進
石
燈
龍

慶
安二
年
乙
仕
九
月
十一
日
造

様
式
-

類
B
式

寛
永
十
四
年
(一
六
三
七)

全一
角
二 、
七
米
八
つ
に
介
鋳
し
て
接
合
す
る 。
火
袋
は
格
子
透
し
と
な
る ρ

建
造

鋳
鉄

三
段
に
分
鋳
し
て
接
合
し
た
長
さ一
、

四
五
米
の
六
角
竿
柱
の一
面
に
鋳
出
し
て
い
る。

銘
文

γ11W→」

寛
永
十
四
丁
元
年
式
秋
吉
辰

「
八
幡
藤
崎
宮
奉
寄
進
燈
龍

政
所
周
辺

府
君
細
川
忠
利
武
運
長
久

如
意
安
全
所
凝
丹
誠
加
此

長
阿
佐
渡
守
豊
臣
興
長
敬
白」

慶
長
九
年
三
六
O
四)

建
造

所
仰ヘ異

奉
為
府
君
源
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Z。・
5

z。・
8

様
式
E
矧
A
式
の
火
袋
部
位
が
折
損
し
た
も
の
で
あ
ろ
う。

現
高
一
、

頭
初
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

銘
文

竿
石
断
面
矩
形
の
広
い
聞
と
左
右
側
面
に
刻
む。

「
口
熔
宮

南

庭

建
造

寛
永
十
五
年

様
式
-

類
A
式
Z
0・

口
と
対
と
な
る
。

銘
文

「
八
幡
藤
崎
官
奉
寄
附
燈
龍

奉
為
太
守
源
府
君
細
川
忠
利
長
子
光
利
武
運
長
久

寛
永
十
五
年
三
月

己H1円H\iz--、

司WKVノ耳

大
吉
辰

平
野
弥
次
君
衛
門
尉
平
長
知
敬
白
」

南

庭

建
ユ旦

寛
永
十
四
年
(一
六
三
七〉

NO . 1 7  第70図

一

米、

笠
の
棟
は
珠
を
つ
く
ら
な
い
。

凝
灰
岩
製
で
あ
る
。

基
礎
は
島
崎
石
で

願
主

芦
九
太
夫

[
働]
士ロ

慶
長
九
年
甲
辰
八
月
彼
岸
」

如
意
安
全
所
凝
精
誠
如
此

NO . 18. NO . 16 .  第71 1究|
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Z0・
NH

Z0・
MM

z。・Nω

Z0・NAF
様
式
-

類
A
式-
Z0・HN
と一
対

銘
文

「
藤
崎
宮
奉
寄附
燈
龍

所
仰
八呉

奉
為

太
守
源
府
君
細
川
忠
利
長
子
光
利
武
運
長
久

加
意
安
全
所
凝
精
誠
如
此
寛
永
十
四
年
丑
年
涼
秋

士口
辰

長
岡・・・・・・
:・・・・

敬
白」

奉
納
者
は
長
岡
以
下
詳
ら
か
で
な
い
が 、
Z0・
ロ
と
同
人
で
あ
ろ
う 。

南
庭

建
造
寛
永
十
四
年
(一
六
三
七)

様
式

-
類
A
式

全
高
三 、
八
五
米 、
笠 、
中
台 、
基
礎
は
六
角
に 、
火
燈
と
竿
は
四
角
に
つ
く
る。
こ
の
組
合
せ
が
頭
初
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か

詳
ら
か
で
な
い 。
火
袋
に
「
五
つ
星」
の
透
し
窓
が
あ
る 。

銘
文
長
さ一 、
六
八
米
の
四
角
柱
の一
面
に
刻
む。
「
八
幡
藤
崎
宮
奉
寄
進
燈
寵

所
仰
黛

奉
為

太
守
越
前
守
源
朝
臣
忠
利
武
運
長
久

加
意
安

全
所
凝
丹
誠
如
此

寛
永
十
四
丁
品川
年泣
秋
吉
辰
長
岡
大
監
物
橘
是
季
敬
白」

南
庭

建
造
寛
永
年
代
か

様
式
-

類
B
式

全
高
二 、
三
八
米 、
宝
珠
は
二
層 、
笠
と
竿
は
六
角 、
中
台
と
基
礎
は
円
で
あ
る 。
四
角
の
火
袋
に
「
丸
に
剣
花
菱」
を
き
ざ
む 、

竿
は
上
下
逆
に
な
っ
て
い
る 。

銘
文
六
角
柱
の一
面
に
「
八
幡
藤
崎
宮・・・・・・・
:・」

が
逆
さ
と
な
っ
て
い
る 。

南
庭

建
造
寛
永
十
二
年
(一
六
三
五〉

様
式

-
類
A
式

現
高
二 、
九
八
米 、
竿
(
上
巾一
三ハ 、
五
糎 、
下
巾
四一 、
五
糎〉
は
下
広
の
梯
型
と
な
る 。
宝
珠
欠
失 。

銘
文
長
さ一
、

三
米
の
竿
の一
一聞
に
刻
む 。

南
条
左
衛
門
尉
元
信」

「
藤
崎
八
幡
宮

奉
寄
附
燈
寵

寛
永
十
二
年
十一
月
吉
辰

南
庭
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2
0・
M
m

Z
。・
NO

Z
0・

自
建
造

正
保
二
年
(
一
六
四
五〉

様
式

-
類
A
式

全
高
三 、
一
七
米 、

四
角
の
火
袋
に
「
飛
鳳
風
」

紋
が
線
刻
さ
れ
て
い
る 。

銘
文

長
さ一

、

三
米
の
梯
型
竿
の一
面
に
刻
ま
れ
て
い
る 。

「
六
所
大
明
神
奉
寄
進

源
朝
臣
細
川
光
尚

年
乙
酉
七
月
吉
辰

長
阿
佐
渡
守[
幽]
[
即]
輿
長
敬
白」

南

庭

建
造

延
宝
九
年か

仰ノ、、異
国
家
安
全

武
運
長
久

正
保

様
式

-
類
C
式

全
高
三 、

O
米 、

六
角
笠
に
旗
手
を
彫
出
し 、

円
柱
に
三
条
の
帯
を
め
ぐ
ら
す 、

Z
0・

5
と
同
型
で
一

対
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う 。

六
角
火
袋
に
「
違
い
鈍」
の
家
紋
が
刻
ま
れ
て
い
る 。

で
あ
ろ
う
。

「
八
幡
藤
崎
宮
奉
寄
進
燈
寵・・
・
・
・
・・・・・・・・・・・・・

正
月
吉
祥
日
」

の
文
字
が
読
ま
れ
る
が
様
式
が

Z
0・
5

と
全
く
同
型
で
あ
る
の
で
陣
佐
氏

銘
文

商

庭

建
造

貞
享
五
年

三
六
八
八〉

様
式

-
類
A
式

全
高
三 、

三
米

火
袋
に
「
隅
切
り
角
に
二
本」
の
家
紋
が
透
か
さ
れ
てい
る 。

銘
文

長
さ一

、

三
三
米
の
角
柱
の一
面
に
刻
ま
れ
て
い
る 。
「
奉
寄
進

貞
享
五
成
辰
七
月
吉
日

岩
越
惣
右
衛
門
重
治」

南
庭

建
造

正
保二
年
三
六
四
五)

様
式

-
類
A
式

火
袋
は
中
は
り

四
角
に
日
月
の
透
し
が
あ
る
。

竿
は
梯
型
の
下
巾
広

銘
文

長
さ
て

二
九
米
角
柱
の
-

面
に
刻
む。

「
六
所
大
明
神
奉
寄
進

源
朝
臣
細
川
光
尚

仰
鼻

国
家
安
全

吉
辰

長
阿
佐
渡
守
豊
臣
輿
長
敬
白」

Z
0・

訟
と
同
人
の
奉
納
で
あ
る
が
火
袋
が
同
型
で
な
い

。

武
運
長
久

正
保
二
年
乙
商
七
月
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z。・
N∞

Z0・
包

Z。・ω。

Z0・
臼

Z0・ωN

Z0・ωω

南
庭

建
造
元
治
元
年
(一
八
六
四〉

様
式
E 
類

全
高
二 、
三
三
米 、
笠
四
隅
の
政
手
は
大
き
く
渦
巻
と
な
り、
火
袋
に
日
月
を
す
か
し 、
中
台
の
上
蘭
が
高
く
独
楽
型
と
な
り、

竿
は
撤

型
に
反
り

基
礎
の
下
に
更
に
壇
を
加
え
て
い
る 。

銘
文
長
さ
七
二
糎
の
竿
石
の一
面
に
刻
む。

沼
田」

「
奉
寄
進

元
治
元
年
子
月
月士同
日

南

Z0・N∞
と一
対
と
な
る。

庭
南
庭

建
造
延
宝
三
年
(一
六
七
五)

様
式

全
高
二 、

-
類
B
式

八
四
米 、
笠
の
六
角
端
の
反
り
強
く 、
火
袋
は
六
角
体
ζ
な
る。
基
礎
を
失
い 、
請
花
あ
る
宝
珠
が
転
落
し
て
い
る。

銘
文

長
さ一 、
二
八
米
の
六
角
柱
の
三
面
に
刻
む。
「
奉
寄
進
八
幡
藤
崎
宮
御
宝
前
延
宝
三
乙
卯
五
月
吉
祥
日

米
国
助
右
衛
門
尉
橘
是
正」

南
庭
20・
8
と一
対

南
庭

建
造
宝
永
二
年
(一
七
O
五)

様
式
-

類
A
式

一
回
米 、
火
袋
に
「
丸
に
三
つ
鱗」
の
紋
所
を
刻
む 、
竿
は
や
L

梯
形
と
な
る 。

全
高
二 、

銘
文
竿
石
の一
面
に
刻
む。

木
村
半
平
豊
持」

「
藤
崎
宮

奉
寄
進
石
燈
薬
宝
永
酉
年
正
月

南
庭

建
造
宝
永
年
聞
か

様
式
z。・
お
と一
対
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
が 、
火
袋 、
中
台
を
失
っ
て
い
る o
Z0・ωN
と一
対

銘
文
長
さ
九
三
糎 、
梯
型
竿
石
の一
面
に
刻
む 、

{国]
永[凶]・・・・・・」

奉
寄
進
石
燈
諜

「
藤
崎
宮
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Z。・ωAF

Z。・
8

Z0・
8

z。・ω斗

Z。・ω∞
南

庭

建
造
慶
応
三
年
三
八
六
七)

様
式
-

類
A
式

現
高一 、
五
五
米 、
宝
珠
を
失
う 。

銘
文

高
さ
七
O
糎
の
竿
石
二
面
に
刻
む 。
「
奉
寄
進

小
倉
出
張
御
番
方

五
番
組

南

庭

建
造
文
久
元
年
(一
八
六一
)

様
式
E
類
A
式

慶
応
三
丁
卯
五
月
吉
辰」

銘
文

中
村

現
高一 、
三
米
で
あ
る
が
竿
石
下
が
埋
っ
て
い
る 。
宝
珠
は
笠
と一
石
に
彫
む 。
火
袋
は
竿
の
上
位
に
穿
つ 、
基
礎
を
失
う 。

二
面
に
刻
む 。
中
村
以
下
は
土
中
に
残
し
て
い
る 。
「
献
燈

中
村

南

庭

建
造
延
宝
年
間

様
式

-
類
A
式

現
高
二 、
O
七
米

宝
珠
を
失
い
火
袋
は
小
さ
い
よ
せ
集
め
で
あ
る 。

銘
文

ぃロ阿
さL
て
O
二
米
の
梯
形
四
角
竿
の一
聞
に
刻
む 。
「
八
幡」
を
「
八
旗」
と
か
く 。

氏
名
明
か
で
な
い 。

南

庭

建
造
寛
文
十
二
年
(一
六
七
二)

様
式
-

類
A
式

中
村・・・・

「
八
篠
宮

銘
文

奉
寄
進
石
燈
龍一
基
祈
所

現
高一 、
九
四
米 、
宝
珠
を
失
う 。
笠
端
に
旅
手
を
出
し 、
火
袋
は
丸 、
竿
は
梯
形 。

寛
文
十
二
壬
子
年
六
月
口
口

長
さ一 、
O
米
の
竿
の一
面
に
三
行
に
刻
む。
「
八
旗
宮

朝
臣
昌
良
敬
白」

南
鳥
居
西
側

文
久
元
年
八
月
吉
日」

奉
敬
石
燈
龍

九
拝
延
宝
口
口
口・・・・」

願
主
酉
申
歳
男

藤
原
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Z0・
S

z。・
8

Z0・
B

Z0・
砕い山

建
造
寛
永
十
五
年
(一
六
三
八〉

様
式

全
高
三 、
八
米 、
荘
重
な
作 、
火
袋
に
「
下
り

藤」
の
藤
崎
宮
神
紋
を
刻
む 。

-
類
A
式

銘
文

高
さ一 、
五
八
米
の
梯
形
竿
石
の一
面
に
刻
む。
「
藤
崎
八
旗
宮

奉
寄
進
燈
龍

寛
永
十
五
年

南
鳥
居
東
側

建
造
寛
永
十
五
年
三
六
三
八〉

霜
月
吉
辰

民
家
志
摩
守
元
高」

様
式

-
類
A
式

全
高
四 、
O
二
米
の
最
も
荘
重 、
角
に
面
と
り
を
ほ
ど
こ
し
入
念
な
作
で
あ
る 。
火
袋
に
「
分
銅」
の
家
紋
を
す
か
し、
基
礎
は
三

段
に
つ
く
る 。

銘
文

高
さ一、
五
二
米
や
L
梯
形
と
な
る
竿
石
の一
面
に
三
行
に
刻
む 。
「
八
幡
宮
奉
寄
進
燈
寵

利
同
長
子
肥
後
守
光
利
武
運
長
久

如
意
安
全
所
凝
丹
誠
如
此

寛
永
十
五
戊
寅
年
二
月
吉
祥
日

藤
井
垣
社
周
辺

建
造
嘉
永
三
年
(一
八
五
O)

様
式
-
類
A
式

笠
石
が
落
ち
て
い
る 、
宝
珠
台
に
格
狭
間
を
き
ざ
む。

銘
文
長
さ
八
五、
五
糎
の
四
角
竿
石
の一
面
に
刻
む 。
「
奉
寄
進

嘉
永
三
年
十
二
月
吉
日

中
村
内」

藤
井
垣
社
周
辺

建
造
慶
応
二
年
(一
八
六
六)

様
式
-
類
A
式
全
高一、
八
米 、
宝
珠
は
大
き
す
ぎ
る 、
別
の
も
の
か。

銘
文
長
さ
七
七
糎
梯
型
の
竿
石
二
面
に
刻
む。
「
奉
寄
進

慶
応
二
年
丙
寅
十一
月
吉
日

続
小
介
英
昌

藤
井
垣
社
周
辺

建
造
慶
応
二
年
三
八
六
六)

所
仰
鼻

奉
為

細
川
越

中守
源
朝
臣
忠

三
淵
内
匠
頭
昭
正
敬
白」

太
守

母

栄
寿
院'一
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Z0・
8

Z0・
串hp

Z。・
8

Z。・品。
様
式

E
類
B
式

竿
石
の
上
位
に
火
袋
を
穿
っ
た
簡
単
な
式
で
あ
る
o

尚
さ
一
・

五
八
米 。

銘
文
角
竿一
面
に
刻
む。
「
奉
寄
進

慶
応
丙
従
稔
仲
秋
佳
辰

山
県
国
幸」

藤
井
垣
社
周
辺

建
造

安
政
六
年
(一
八
五
九〉

様
式

全
高一
・
六
七
米 、
竿
石
は
摺
型
に
反
る。

E 
類

銘
文
長
さ
六
六
糎
の
竿
石
の
二
面
に
刻
む。
「
奉
寄
進

篠
原
氏」

安
政
六
年
己
未
年
八
月
吉
日

藤
井
垣
社
周
辺

建
造

寛
永
十
四
年
(一
六
三
七)

様
式
-

類
B
式

宝
珠
を
失
う 、
現
高
二・
七
三
米 、
笠
は
反
り
少
く
丸
味
を
お
び 、
火
袋
に
角
丸
の
透
し
が
あ
る o
Z0・
8
と一
対
の
も
の。

銘
文
長一
・

四
四
米
の
六
角
柱
の一
面
に
三
行
長
文
が
刻
ま
れ
て
い
る
が
石
面
が
防
蝕
し
て
詳
で
な
い。

肥
後
州
飽
田
郡
宮
内
庄

「
奉
寄
附

右
之
意
趣
者
細
川・・・・・・
朝
臣
長
子
光
利
公
武
運
剛
健
而・・・・・・・・
永
存・..........
 ・・・・・・・・・
願
主
志
水
伯
脅
守
源
元
五

保
正
母

寛
永

十
四
年
八
月
十
三
日
敬
白」

藤
井
垣
社
周
辺
Z0・
E
と一
対
と
な
る。

銘
文
「
奉
寄
附
肥
後
州
飽
回
郡
宮
内
圧・..........
 ・
右
之
な
趣
者
当
国
国
主
細
川
越
中
大
守・..........
 -
君
臣
水
乳
之
・・

願
主
志

水
伯
者
守
源
元
五
敬
白

寛
永
十
四
丁
荘
年
八
月
十
三
日」

藤
井
垣
社
周
辺

建
造

寛
永
十
四
年
二
六
三
七)

様
式
E
類
A
式

全
高
三・
一
米 、
高
さ一
・

八
六
米 、
巾
四
九
憾
の
竿
石
と
宝
珠 、
無
反
り
の
笠
石、
基
礎
の
重
厚
さ
と
よ
く
調
和
し
て
荘
重
の
作

で
あ
る。
火
袋
は
竿
の
上
位
に
穿
つ
が
左
側
而
に
は
「
丸
に
三
つ
隣」
右
側
面
に
は
「
丸
に一
つ
鮪」
の
家
紋
が
透
か
さ
れ
て
い
る。
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Z0・
h

Z0・
AS 銘文

正
面
と
左
右
の
三
面
に
刻
ま
れ
て
い
る
が 、
力
強
い
行
書
体
で
願
主
沢
村
大
学
助
吉
重
自
筆
で
あ
ろ
う 。

正
面
「
願
主
細
川
臣
若
州
高
浜
産

沢
村
大
学
助士口
敬
白

干
時
寛
永
十
四
丁
丑
年
八
月
良
辰」

右
面
「
八
幡
藤
崎
宮
御
神
前
奉
寄
進
石
燈
炉一
基
右
者
肥
豊
之
両
州
太
守
細
川
忠
利
公

源
朝
臣
並
光
利
公
二
君
奉
祈
武
運
長
久

願
者
也」
(
四
行〉

左
面
「
さ
は
む
ら
た
い
が
く」

No. 47. 第72図

藤
井
垣
社
周
辺

建
造

寛
永
十
六
年
こ
六
三
九〉

様
式
-

類
A
式

宝
珠
を
失
う 、
現
高一
・

七
米 、
宝
珠
を
失
う 、
火
袋
に
「
三
つ
の
銀
杏」
の
家
紋
が
あ
る 。

銘
文
高
さ
九
七
糎
梯
型
の
竿
石一
面
三
行
に
刻
む。

寛
永
十
六
年
五
月
吉
祥

続
次
大
夫
重
時
之
造」

「
奉
献
藤
崎
八
幡
宮
御
宝
前

藤
井
垣
社

国
家
安
寧
御
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z。・
AFMV

Z0・
8

Z0・
田

Z0・UN

20・
8 建

造

安
永
九
年
(一
七
八
O)

様
式
-

類
A
式

全
高
二・
二
三
米 、
笠
は
薄
く
な
っ
て
反
り

強
く
基
礎
上
面
に
叩
文
を
施
す。
江
戸
前
期
の
重
厚
さ
は
す
で
に
な
く 、

な
っ
て
い
る 。

銘
文

高
さ
六一
糎
の
四
角
竿
石
の一
面
に
刻
る。
「
奉
寄
進

常
夜
燈

安
永
九
年
庶
子
九
月
吉
日

田
中
氏」

藤
井
垣
社
周
辺
Z0・
8
と一
対

建
造

文
化
十
四
年
(一
八一
七)

様
式

全
高
三・
O
五
米 、
火
袋
は
球
形
と
な
り 、

竿
は
反
り
強
い
搬
型 、
基
礎
の
下
に
二
段
の
石
築
壇
が
加
わ
っ
て
い
る 。

E 
類

銘
文

高
さ
九
三
糎
の
竿
石
に
刻
む 。
「
文
化
十
四
丁
升
歳
初
夏
吉
辰」
と
あ
る
だ
け
で
施
主
の
名
を
あ
ら
わ
し
て
い
な
い 。

Z0・
S一
と
並
ぶ一
対
で
あ
る 。

藤
井
垣
社
前

建
造
安
政
二
年
(一
八
五
五〉

様
式
E 
類

全
高一
・

六
米

銘
文
扱
型
竿
石
ハ
長
さ
五
六
糎)
の
三
面
に
刻
む。
「
奉
寄
進

安
永
二
年
乙
卯
十一
月
吉
辰

京
二
丁
目

油
屋
恒
次
郎」

北
神
苑

建
造
文
久
二
年
(一
八
六
二)

様
式

雪
見
燈
簡

か
弱
い
作
と

く
ら
み
を
も
ち、
四
脚
の
台
は
弧
状
と
な
り
面
と
り
し
て
叩
方
を
施
し 、
四
角
基
礎
に
の
っ
て
い
る。

全
高
二・
一
米 、
宝
珠
は
円
の
二
重
で
笠
石
と一
石
彫
成 、
笠
石
は
丸
く
独
楽
型 、
火
袋
は
球
で
日
月
を
透
す。
中
台
は
上
下
に
ふ

銘
文
四
脚
台
に一
区
を
と
り

横
に
並
べ
五
行
に
刻
むc
「
文
久二
年
五
月
建
立

美
作
宗
吾

山
木
源
二

山
本
敬
太
郎」

北
神
苑
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Z0・
E

Z0・
8

z。・
8

Z。・
勾

様
式

I
高
A
正
保二
年
〈一
六
四
五)

建
造

「
六
所
大
明
神

源
朝
臣
細
川
光
尚

現
高
二・
七
五、
宝
珠
の
珠
が
欠
失 、
火
袋
に
ふ
く
ら
み
が
あ
り
「
九
耀」
紋
を
す
か
し
て
い
る 。
竿
は
梯
形 。

仰八異

国
家
安
全

武
運
長
久

奉
寄
進

月士口
辰

高
さ一
・

二
九
米
の
竿
石一
面
に
刻
む 。

有士口
平
吉
橘
英
安
敬
白」

銘
文

レ『M告羽a』Fnu

J144￡T
づ必ノ

北
神
苑

銘
文
「
奉
寄
進

北
神
苑

北
神
苑

Z0・
8
と一
対

Z0・
8
と
同
型

六
所
大
明
神
御
宝
前

祈
処

武
運
長
久

家
門
吉
祥

仰八呉

国
守

Z。・
g
と一
対
と
な
る
せ
の
で
銘
文
も
同一
で
あ
る 。

正
保
二
年
(一
六
四
五)

建
造

正
保
二
年
乙
商
七

正
保
弐
乙
酉
年
九
月
吉
辰

長
岡
大
監
物
桶
是
季
敬
白」

No . 57 .  第73図
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Z。・印∞

Z0・
g

Z。・00

Z0・
2

様
式
E
類
A
式

正
面
三
行
に
き
ざ
む 。

銘
文

北
神
苑

建
造

全
高
二・
三
米 、
20・
怠
を
少
し
小
さ
く
し
た
形
状
で
あ
る 。
火
袋
両
側
に
「
丸
に
三
つ
鱗」
紋
所
を
き
ざ
む 。

「
六
所
大
明
神

御
宝
前
奉
祝
献
燈
龍
正
保
乙
酉
第
二
暦
九
月
如
意
珠
目

若
州
之
住
人

沢
村
大
学
助
吉
重
敬
白」

様
式
-

類
A
式

天
和
四
年
(一
六
八
四)

宝
珠
の
珠
を
欠
く 、
現
高
二・
九
二
米 、
火
袋
は
は
り
を
も
ち
「
五
つ
銀
杏」
の
紋
所
を
刻
む 、
竿
は
少
し
梯
型、
基
礎
は
四
角
で

あ
る 。

高
さ一
・

コ
二
米
の
竿
石一
面
三
行
に
刻
む。

脇
坂
伊
左
衛
門
安
貞」

銘
文

北
神
苑

建
造

「
八
幡
藤
崎
宮

奉
寄
進
燈
龍
天
和
四
甲
子
年
正
月
吉
田

様
式
-

類
A
式

寛
永
十
四
年
三
六
三
七)

現
高
三・
一
回
米 、
火
袋
は
小
さ
い 、
他
の
も
の
で
あ
ろ
う。
竿
は
梯
型

高
さ一
・

三
米
の
竿
石一
面
三
行
に
刻
む 、

銘
文

北
神
苑

「
八
幡
藤
崎
宮

奉
寄
進
燈
寵

寛
永
十
五
年
三
月
吉
祥
日

道
家
帯
万一
成」

様
式
-

類
A
型

寛
永
十
二
年
三
六
三
五)

現
高
二・
九
六
米 、
宝
珠
の
珠
を
欠
き 、
火
袋
に
は
四
角
石
を
お
く 、
笠
は
反
の
強
い
六
角
で 、
と
も
に
頭
初
の
も
の
で
は
な
い。

建
造

高
さ一
・

二
八
米
の
四
角
竿一
面
三
行
に
刻
む 、

銘
文

「
奉
寄
附
藤
崎
宮
燈
龍

奉
祈
越
中
太
守
長
男
源
光
利
公
運
命
長
久
如
意
円
満
御
願
旨
如
件

寛
永
1寸
二
年
九
月
吉
日

北
鳥
居
東
側

口
口
口
口
口」

様
式

-
類
A
式

延
宝
九
年
(一
六
八一
〉

全
高
三・
二
八
米 、
火
袋
の
す
か
し
窓
は
日
月

建
造
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Z0・0N

20・0ω

Z0・
宏

z。・。切

Z0・00
銘
文

高
さ一
・

二
八
米
の
四
角
竿
石一
面
三
行
に
刻
む 、
「
奉
寄
進

延
宝
九
年
三
月
吉
日

北
鳥
居
西
側
Z0・
2
と一
対
と
な
る。

北
神
苑

日
回
社
前

建
造

文
政
十
三
年
(一
八
三
O)

様
式
E 
類

山
名
十
左
衛
門
重
澄
敬
白」

銘
文

捜
型
竿
二
面
に
刻
む。

文
政
十
三
年
庚
寅
五
月
吉
日」

全
高一
・

七
七
米 、
宝
珠
座
に
「
剣
頭
花
形
須
浜」
の
家
紋
を
刻
む。
薄
手 、
反
り
強
く 、
き
ゃ
し
ゃ
な
作
り
で
あ
る 。

「
奉
献

財
津
儀
左
衛
門
永
郁

北
神
苑

日
田
社
前
Z0・
8
と
同
型

銘
文
「
奉
献

財
津
権
三
郎
永
遠

文
政
十
二
季
己
丑
六
月
吉
辰」

北
神
苑
菅
原
社
側

建
設

慶
応
二
年
(一
八
六
六)

様
式

E
類
B
式

高
さ
七
五
糎
の
四
角
竿
の
上
位
に
火
袋
を
穿
つ 。

銘
文
「
献
燈

藤
崎
(
以
下
土
中)」

慶
応
二
年
寅
八
月

社
務
所
裏
入
口
の
庭

建
造

江
戸
中
期

様
式

雪
見
燈
寵

で
安
定
す
る。
基
礎
円
座。

全
高一
・

三
四
米 、
灰
石
を
用
い
宝
珠
は
鰻
頭
型
の
笠
と一
石
彫
成 、
火
袋
は
六
角
で
日
月・
斜
め
格
子
を
刻
む 、
竿
は
円
で
下
広

銘
文
な

し
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No. 66 第74図

Z0・0叶

能
楽
堂
東
裏
の
廃
材
石
の
堆
積
中
に
宝
珠 、
笠 、

中
台 、
基
礎
な
ど
数
筒
が
あ
る 。
そ
の
な
か
に
銘
文
あ
る
竿
石
が
横
た
わ
っ
て
い
る o
長
九
O

糎 、
巾
二
九
糎
の
四
角
柱
で
あ
る 。

銘
文
「
藤
崎
宮

奉
寄
進
石
股
紫

木
村
半
平
豊
持」
宝
永
酉
年
は
二
年
(一
七
O
五)
で
あ
る 。

宝
永
南
正
月

こ
の
竿
石
は
Z0・
お
と一
対
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う 。

Z0・
2

藤
井
垣
社
周
辺
に
倒
れ
て
い
る
竿
石
は
長
さ
七
五
糎 、
巾一一一
糎
の
四
角 、
銘
文
が
あ
る。

銘
文
「
奉
寄
進

安
永
田
乙
未
年
八
月
日

山
形
辰
之
系
常
明」

五、
水

鉢

水
船 、
石
船 、
水
盤
と
も
よ
ば
ば
れ
る
も
の
で 、
藤
崎
宮
破
所
に
位
置
す
る。
灰
石
を
用
い 、
側
辺
の
長
い
六
角
形
で
長
径
二ニ
八
糎 、
下
つ
ぼ
ま
り
と
な

〔
注〕

っ
て
い
る 。
ほ
HA
・中
央
に
六
角
形
の
水
穴
を
を
二
段
に
穿
つ 、
径
九
O
糎 、
深
さ一
五
糎 、
銘
文
は
な
い、
素
朴
な
作
で
至
徳コ一
年
(一
三
八
六)
の
若
宮
八

幡
宮
(
京
都〉
の
水
盤
に
類
型
が
み
ら
れ
る 。

円
注
〕

石
造
美
術

ニ
O
八
頁 。

川
勝
政
太
郎
著
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図版10 木 造 僧 1 1芸 人 脈 事11 坐 像
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 この電子書籍は、熊本県文化財調査報告第 2 集を底本として作成しました。

閲覧を目的としていますので、精確な図版などが必要な場合には底本から引用

してください。 

 底本は、熊本県内の市町村教育委員会と図書館、都道府県の教育委員会と図

書館、考古学を教える大学、国立国会図書館などにあります。所蔵状況や利用

方法は、直接、各施設にお問い合わせください。 
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